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１－１ 重要水防箇所（河川） 

 

町内の重要水防区域は次のとおりである。 

 

県知事管理区間 重要水防箇所 （河川）                 令和 6年度 

 
土木 
事務所名 

水系名 河川名 
左右

岸別 
延長 
(m) 

位       置 重

要

度 

予想 

される 

事態 
水防工法 

市郡 区町村 キロ杭位置 

9-2 田川 遠賀川 泌川 
左 

右 
5,700 

5,700 
田川 

福智 
糸田 

鳥越橋から下

流吐合まで 
B 溢水 

積み土の

う工 

9-4 田川 遠賀川 弁城川 
左 

右 
300 

300 
田川 福智 

馬場上井堰か

ら春田橋 
B 溢水 

積み土の

う工 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 

重要水防区域＜堤防＞（Ｂランク：遠賀川水系）             令和 6 年度 

番

号 
河川名 地先名 

左右岸

の区別 
位置 

延長

(m) 
備考 水防工法 

200 彦山川 田川郡福智町市場地先 左 
3/540～

3/600 
60 

越水Ｂ、基礎

地盤漏水Ｂ 

シート張

り・積み土

俵、釜段工 

201 彦山川 田川郡福智町市場地先 左 
3/600～

3/700 
100 越水Ｂ 積み土俵 

202 彦山川 田川郡福智町赤池地先 左 
6/100～

6/700 
600 越水Ｂ 積み土俵 

203 彦山川 田川郡福智町金田地先 左 
8/300～

8/900 
600 越水Ｂ 積み土俵 

204 彦山川 
田川郡福智町伊方地先 

田川郡福智町金田地先 
左 

9/100～

9/900 
800 越水Ｂ 積み土俵 

233 彦山川 田川郡福智町上野地先 右 
3/900～

4/300 
400 越水Ｂ 積み土俵 

234 彦山川 田川郡福智町上野地先 右 
4/500～

5/900 
1,400 越水Ｂ 積み土俵 

235 彦山川 
田川郡福智町上野地先 

田川郡福智町弁城地先 
右 

6/100～

6/900 
800 越水Ｂ 積み土俵 

236 彦山川 田川郡福智町弁城地先 右 
7/900～

8/700 
800 越水Ｂ 積み土俵 

237 彦山川 田川郡福智町伊方地先 右 
8/900～

9/100 
200 越水Ｂ 積み土俵 

238 彦山川 田川郡福智町伊方地先 右 
9/300～

9/900 
600 越水Ｂ 積み土俵 

239 彦山川 田川郡福智町伊方地先 右 
10/100～

10/500 
400 越水Ｂ 積み土俵 

263 金辺川 田川郡福智町伊方地先 右 
0/100～

0/970 
870 越水Ｂ 積み土俵 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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重要水防区域＜構造物＞（Ａランク：遠賀川水系）             令和 6 年度 

番

号 
河川名 名称 地先名 

左右岸 

の区別 
位置 備考 

11 彦山川 宝見排水樋管 福智町 左 7/530 許可工作物 

12 彦山川 弁城1号排水樋管 福智町 右 7/710 許可工作物 

13 彦山川 金田1号排水樋管 福智町 左 8/100 許可工作物 

14 彦山川 方城第4排水樋管 福智町 右 9/070 許可工作物 

34 中元寺川 垣田排水樋管 福智町 左 2/300 許可工作物 

36 金辺川 天神橋 田川市・福智町 - 0/710 許可工作物 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 

 

重要水防区域＜構造物＞（Ｂランク：遠賀川水系）             令和 6 年度 

番

号 
河川名 名称 地先名 

左右岸

の区別 
位置 備考 

86 彦山川 上野橋 福智町 － 6/300 許可工作物 

87 彦山川 赤池橋 福智町 － 6/980 許可工作物 

88 彦山川 宝見橋 福智町 － 7/970 許可工作物 

89 彦山川 伊方橋 福智町 － 9/220 許可工作物 

90 彦山川 金田大橋 福智町 － 10/040 許可工作物 

103 中元寺川 
中元寺川伊田

線鉄道橋 
福智町 － 0/670 許可工作物 

104 中元寺川 黒尾橋 福智町 － 1/570 許可工作物 

105 中元寺川 旧黒尾橋 福智町 － 1/630 許可工作物 

106 中元寺川 神田橋 福智町 － 2/130 許可工作物 

107 中元寺川 平和橋 福智町・糸田町 － 2/690 許可工作物 

114 金辺川 
またい大橋 

(又井大橋) 
田川市・福智町 - 0/000 許可工作物 

115 金辺川 高木橋 田川市・福智町 - 0/380 許可工作物 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－２ 災害危険河川区域 

令和 6 年 4 月現在 

級

別 
水系 河川名 

左右

岸別 

延長

（ｍ） 

位置 

市郡 区町村 大字 キロ杭位置 

196 遠賀川 伊方川 左右 235 田川郡 福智町 伊方 新伊方橋上流 

197 遠賀川 伊方川 右 432 田川郡 福智町 伊方 島廻橋上流 

198 遠賀川 伊方川 右 30 田川郡 福智町 伊方 幸賀井堰上流 

199 遠賀川 伊方川 左右 153 田川郡 福智町 伊方 小春橋上流 

224 遠賀川 岩屋川 
左 

右 
70 田川郡 福智町 上野 福智川合流点より上流 

225 遠賀川 岩屋川 両 70 田川郡 福智町 上野 無名堰より下流 

226 遠賀川 岩屋川 左 20 田川郡 福智町 上野 無名橋より下流 

227 遠賀川 岩屋川 左 20 田川郡 福智町 上野 無名橋より下流 

302 遠賀川 泌川 左 580 田川郡 福智町 神崎  

311 遠賀川 福智川 左 297 田川郡 福智町 上野 福智橋上流 

312 遠賀川 福智川 - 219 田川郡 福智町 上野 常福橋上流 

313 遠賀川 福智川 - 450 田川郡 福智町 上野 常福橋下流 

319 遠賀川 弁城川 左右 30 田川郡 福智町 弁城 山川橋上流 

320 遠賀川 弁城川 左 27 田川郡 福智町 弁城 佐古橋上流 

321 遠賀川 弁城川 － 30 田川郡 福智町 弁城 山川橋上流 

322 遠賀川 弁城川 - 18 田川郡 福智町 弁城 葛原橋上流 

323 遠賀川 弁城川 右 104 田川郡 福智町 弁城 猪子揚橋上流 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－３ 砂防指定地 

令和 6 年 4 月現在 

番

号 
渓流名 市町村名 住所 告示年月日 告示番号 

面積

(ha) 
指定方法 備考 

104 長浦川 福智町 伊方 
S23.5.20 93 0.41 線 旧方城町 

H21.12.22 1358 -0.0599 線 解除 

105 弁城川 福智町 弁城 S23.5.20 93 6.59 線 旧方城町 

106 弁城川 福智町 弁城 S34.6.26 1169 4.19 線 旧方城町 

107 伊方川 福智町 伊方 S40.2.23 320 3.8 線 旧方城町 

108 平治越川 福智町 伊方 S54.2.2 118 1.37 線・標柱 旧方城町 

109 伊方川 福智町 伊方 S54.2.2 118 2.74 線 旧方城町 

110 長浦川 福智町 伊方 S63.11.15 2214 0.84 標柱 旧方城町 

111 長浦川 福智町 伊方 H16.1.28 52 3.8487 標柱 旧方城町 

112 福智川 福智町 上野 S34.6.26 1169 7.34 線 旧赤池町 

113 福智川 福智町 上野 S42.12.28 4607 10.4 線 旧赤池町 

114 長浦川 福智町 伊方 H21.12.22 1357 2.066 標柱 旧方城町 

115 吉右衛門川 福智町 弁城 H23.7.6 726 0.6382 標柱 旧方城町 

116 弁城川 福智町 弁城 H25.10.30 1067 0.1592 標柱 旧方城町 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－４ 土石流危険渓流 

令和 6 年 4 月現在 

渓流番号 水系名 河川名 渓流名 

渓流所在地 渓流概要 保全対象 

郡 町 字 
渓流長 

(km) 

流域 

面積 

(km2) 

平均河床 

勾配 

(度) 

対象 

戸数 

公共 

施設等 

603-Ⅰ-001 遠賀川 中元寺川 福吉川 田川郡 福智町 神崎 0.13 0.05 11 7 公民館 

606-Ⅰ-001 遠賀川 福智川 堀田川 田川郡 福智町 堀田 1.16 0.46 15 8 公民館 

606-Ⅰ-002 遠賀川 福智川 福智川 田川郡 福智町 小路 1.22 1.74 18 31 集会所 

606-Ⅰ-003 遠賀川 彦山川 上野川 田川郡 福智町 上野 0.34 0.12 16 7 － 

607-Ⅰ-001 遠賀川 伊方川 長浦川３ 田川郡 福智町 丸山 0.73 0.11 26 61 集会所 

607-Ⅰ-002 遠賀川 伊方川 長浦川２ 田川郡 福智町 丸山 0.69 0.15 19 62 － 

607-Ⅰ-003 遠賀川 伊方川 長浦川１ 田川郡 福智町 丸山 1.03 0.64 12 62 － 

607-Ⅰ-004 遠賀川 伊方川 伊方川４ 田川郡 福智町 丸山 0.47 0.15 10 23 － 

607-Ⅰ-005 遠賀川 伊方川 伊方川３ 田川郡 福智町 広谷 0.85 0.73 16 10 － 

607-Ⅰ-006 遠賀川 伊方川 伊方川２ 田川郡 福智町 広谷 1.04 0.32 18 10 － 

607-Ⅰ-007 遠賀川 伊方川 伊方川１ 田川郡 福智町 伊方 0.35 0.07 12 5 － 

607-Ⅰ-008 遠賀川 弁城川 弁城川２ 田川郡 福智町 上弁城 0.68 0.25 16 14 － 

607-Ⅰ-009 遠賀川 弁城川 弁城川１ 田川郡 福智町 上弁城 1.64 1.44 14 18 － 

607-Ⅰ-010 遠賀川 岩屋川 岩屋川２ 田川郡 福智町 岩屋 1.2 1.26 20 6 － 

608-Ⅰ-001 遠賀川 彦山川 西白土川 田川郡 福智町 西白土 0.21 0.06 3 13 － 

608-Ⅰ-002 遠賀川 不動川 東伊原川1 田川郡 福智町 東伊原 0.74 0.3 12 13 － 

608-Ⅰ-003 遠賀川 彦山川 小林川 田川郡 福智町 小林 0.63 0.12 12 30 － 

608-Ⅰ-004 遠賀川 彦山川 森山川 田川郡 福智町 森山 0.49 0.1 13 39 － 

608-Ⅰ-005 遠賀川 彦山川 成光川５ 田川郡 福智町 成光 0.47 0.09 8 62 － 

608-Ⅰ-006 遠賀川 彦山川 成光川６ 田川郡 福智町 成光 0.51 0.04 15 67 － 

608-Ⅰ-007 遠賀川 彦山川 成光川４ 田川郡 福智町 成光 0.55 0.17 12 67 公民館 

608-Ⅰ-008 遠賀川 彦山川 成光川３ 田川郡 福智町 成光 0.14 0.02 12 7 － 

608-Ⅰ-009 遠賀川 彦山川 成光川２ 田川郡 福智町 成光 0.33 0.09 12 7 － 

608-Ⅰ-010 遠賀川 彦山川 成光川１ 田川郡 福智町 成光 0.22 0.03 13 7 － 

608-Ⅰ-011 遠賀川 彦山川 東白土川1 田川郡 福智町 東白土 0.38 0.09 11 14 － 

608-Ⅰ-012 遠賀川 彦山川 柿原川 田川郡 福智町 柿原 0.16 0.03 12 83 小学校 

607-Ⅱ-001 遠賀川 岩屋川 岩屋川１ 田川郡 福智町 岩屋 0.46 0.18 16 3 － 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－５ 地すべり危険箇所 

令和 6 年 4 月現在 

番号 区域名 水系名 幹川名 渓流名 郡 町 字 

区域

面積 

(ha) 

勾

配 

基盤岩 

の名称 

63 長浦 遠賀川 伊方川 長浦川 田川郡 福智町 伊方 96.6 24 粘板岩 

64 上弁城 遠賀川 岩屋川 岩屋川 田川郡 福智町 弁城 50.6 12 石灰岩 

 

番号 区域名 水系名 幹川名 渓流名 

河川への

影響 

(×千 m3) 

保全

人家 

(戸) 

公共施設への影響 

(国-国道、県-県道、 

市町村-市町村道) 

（単位：ｍ） 

その他は略号表示 

耕地

(ha) 

63 長浦 遠賀川 伊方川 長浦川 4,200 42 町 4,920 28.5 

64 上弁城 遠賀川 岩屋川 岩屋川 1,415 31 町 3,580 16 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－６ 急傾斜地崩壊危険区域 

令和 6年 4月現在 

区域名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 指定面積 告示年月日 告示番号 

西町 ﾆｼﾏﾁ 田川郡福智町赤池字高尾 0.15 S60.12.13 1820-2 

高尾 ﾀｶｵ 
田川郡福智町大字赤池字伏原、字高

尾、字長林 
0.967 H16.3.5 382 

旭ヶ丘 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 田川郡福智町大字赤池 0.2308 H16.3.12 472 

伏原 2 ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町大字赤池字伏原 0.2215 H16.3.19 520 

伏原 4 ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町大字赤池字高尾 0.0548 H16.3.24 586 

稲荷 ｲﾅﾘ 田川郡福智町赤池 0.2132 H21.2.27 357 

伏原 3 

 

田川郡福智町大字赤池 
1.8005 

H21.4.27 757 

ﾌｼﾊﾗ H21.5.13 
正誤 

（表示） 

 0.8196 H29.3.24 213 

旭町 ｱｻﾋﾏﾁ 田川郡福智町赤池 0.2637 H28.9.9 687 

伏原-3 ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町赤池 0.4278 R3.8.31 774 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－７ 急傾斜地崩壊危険箇所 

 

（自然斜面Ⅰ）                           令和 6年 4月現在 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 人
家(

戸) 

公共建築物 公共施設 

郡 町 大字 番地等 
長さ 

(m) 

傾斜

面 

高さ 

(m) 
種類 数 種類 数 

603-Ⅰ-001N 人見 田川郡 福智町 金田 人見 100 45 10 8   県道 70 

603-Ⅰ-002N 西金田 2 田川郡 福智町 金田 西金田 120 70 25 9     

606-Ⅰ-001N 皿山 2 田川郡 福智町 上野 皿山 50 60 30 1 

その他 1   

その他の

道路 
25   

606-Ⅰ-002N 石松 3 田川郡 福智町 市場 石松 30 40 10 0 学校 1   

606-Ⅰ-003N 石松 4 田川郡 福智町 市場 石松 150 35 12 0 学校 1   

606-Ⅰ-004N 吉ヶ浦 田川郡 福智町 赤池 吉ヶ浦 150 90 15 9     

606-Ⅰ-005N 稲荷 田川郡 福智町 赤池 松本 70 70 10 5     

606-Ⅰ-006N 猿畑 1 田川郡 福智町 赤池 猿畑 90 60 6 6 公民館 1   

606-Ⅰ-007N 十区 1 田川郡 福智町 赤池 十区 150 50 8 16     

606-Ⅰ-008N 伏原 田川郡 福智町 赤池 伏原 195 72 30 54     

606-Ⅰ-009N 高尾 田川郡 福智町 赤池 高尾 210 90 10 17     

606-Ⅰ-010N 旭町 1 田川郡 福智町 赤池 旭町 110 40 10 5     

606-Ⅰ-011N 旭ヶ丘 田川郡 福智町 赤池 徳人原 80 60 7 5     

607-Ⅰ-001N 上弁城 2 田川郡 福智町 弁城 上弁城 110 40 20 2 浄水場 1 町道 100 

607-Ⅰ-002N 迫 田川郡 福智町 弁城 迫 140 60 7 7   町道 140 

607-Ⅰ-003N 迫 3 田川郡 福智町 弁城 迫 110 60 12 1 公民館 1 町道 80 

607-Ⅰ-004N 中古門 田川郡 福智町 伊方 中古門 150 80 30 16   町道 150 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 

 

（自然斜面Ⅱ）                           令和 6年 4月現在 

箇所番号 箇所名 

位置 地形 人
家(

戸) 

公共建築物 公共施設 

郡 町 大字 番地等 
長さ

(m) 

傾斜

面 

高さ 

(m) 
種類 数 種類 数 

603-Ⅱ-002N 崖の下 1 田川郡 福智町 神崎 崖の下 20 40 20 1     

603-Ⅱ-004N 西金田 3 田川郡 福智町 金田 西金田 80 60 20 3     

603-Ⅱ-005N 西金田 田川郡 福智町 金田 西金田 70 70 75 3     

606-Ⅱ-001N 皿山 1 田川郡 福智町 上野 皿山 55 35 70 1   その他 80 

606-Ⅱ-002N 諏訪山 1 田川郡 福智町 上野 諏訪山 70 40 14 1     

606-Ⅱ-003N 諏訪山 2 田川郡 福智町 上野 諏訪山 60 40 8 1   その他 50 

606-Ⅱ-004N 鋤木田 2 田川郡 福智町 上野 鋤木田 30 80 7 1     

606-Ⅱ-005N 鋤木田 1 田川郡 福智町 上野 鋤木田 140 45 8 3     

606-Ⅱ-006N 鋤木田 3 田川郡 福智町 上野 鋤木田 70 45 8 2     

606-Ⅱ-007N 鋤木田 4 田川郡 福智町 上野 鋤木田 30 45 10 1     
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箇所番号 箇所名 

位置 地形 人
家(

戸) 

公共建築物 公共施設 

郡 町 大字 番地等 
長さ

(m) 

傾斜

面 

高さ 

(m) 
種類 数 種類 数 

606-Ⅱ-008N 鋤木田 5 田川郡 福智町 上野 鋤木田 130 60 10 4   町道 15 

606-Ⅱ-011N 上小路 1 田川郡 福智町 上野 上小路 40 50 6 2   町道 15 

606-Ⅱ-012N 上小路 2 田川郡 福智町 上野 上小路 110 50 15 1   町道 110 

606-Ⅱ-013N 草場 1 田川郡 福智町 市場 草場 110 70 10 1     

606-Ⅱ-014N 石松 2 田川郡 福智町 市場 石松 40 50 6 1   町道 25 

606-Ⅱ-015N 石松 1 田川郡 福智町 市場 石松 30 45 5 1     

606-Ⅱ-016N 大久保 1 田川郡 福智町 上野 大久保 70 45 20 2   町道 15 

606-Ⅱ-017N 常福 1 田川郡 福智町 上野 常福 50 40 15 1     

606-Ⅱ-018N 堀田 1 田川郡 福智町 上野 堀田 110 80 10 2     

606-Ⅱ-019N 松本 2 田川郡 福智町 市場 松本 50 50 15 1     

606-Ⅱ-020N 松本 1 田川郡 福智町 市場 松本 60 40 6 3     

606-Ⅱ-021N 長浦 1 田川郡 福智町 市場 長浦 40 50 15 2     

606-Ⅱ-022N 松本 3 田川郡 福智町 市場 松本 40 40 7 3     

606-Ⅱ-023N 大谷 1 田川郡 福智町 上野 大谷 60 45 6 1     

606-Ⅱ-024N 大谷 2 田川郡 福智町 上野 大谷 70 30 15 1   その他 10 

606-Ⅱ-025N 西町 田川郡 福智町 赤池 高尾 23 65 9 4     

607-Ⅱ-001N 上弁城 5 田川郡 福智町 弁城 上弁城 50 40 12 1     

607-Ⅱ-003N 上弁城 4 田川郡 福智町 弁城 上弁城 30 60 25 1   その他 20 

607-Ⅱ-004N 上弁城 3 田川郡 福智町 弁城 上弁城 55 60 10 1   町道 15 

607-Ⅱ-005N 岩屋 1 田川郡 福智町 弁城 岩屋 20 40 15 1   その他 20 

607-Ⅱ-006N 上弁城 1 田川郡 福智町 弁城 上弁城 60 40 30 1     

607-Ⅱ-007N 三光寺 1 田川郡 福智町 弁城 三光寺 40 45 15 1   町道 50 

607-Ⅱ-009N 三光寺 2 田川郡 福智町 弁城 三光寺 20 30 15 1   町道 60 

607-Ⅱ-010N 上弁城 6 田川郡 福智町 弁城 上弁城 30 30 15 1   町道 5 

607-Ⅱ-011N 広谷 4 田川郡 福智町 伊方 広谷 150 40 25 3     

607-Ⅱ-012N 広谷 3 田川郡 福智町 伊方 広谷 70 40 20 1   町道 60 

607-Ⅱ-013N 広谷 1 田川郡 福智町 伊方 広谷 110 60 150 1   その他 140 

607-Ⅱ-014N 迫 2 田川郡 福智町 弁城 迫 40 40 8 1     

607-Ⅱ-015N 風呂谷 1 田川郡 福智町 弁城 風呂谷 35 40 8 1     

607-Ⅱ-016N 久六 1 田川郡 福智町 弁城 久六 8 60 8 1     

607-Ⅱ-017N 大屋根 1 田川郡 福智町 伊方 大屋根 50 60 25 1   その他 50 

607-Ⅱ-018N 丸山 2 田川郡 福智町 伊方 丸山 40 60 7 1   その他 20 

607-Ⅱ-019N 大屋根 2 田川郡 福智町 伊方 大屋根 50 40 20 1     

607-Ⅱ-020N 丸山 3 田川郡 福智町 伊方 丸山 30 70 7 2   町道 30 

607-Ⅱ-021N 大屋根 1 田川郡 福智町 伊方 大屋根 25 35 25 1   町道 10 

607-Ⅱ-022N 丸山 1 田川郡 福智町 伊方 丸山 60 70 20 1   町道 55 

607-Ⅱ-023N 古屋敷 1 田川郡 福智町 伊方 古屋敷 75 45 10 1   町道 80 
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箇所番号 箇所名 

位置 地形 人
家(

戸) 

公共建築物 公共施設 

郡 町 大字 番地等 
長さ

(m) 

傾斜

面 

高さ 

(m) 
種類 数 種類 数 

607-Ⅱ-024N 古屋敷 2 田川郡 福智町 伊方 古屋敷 60 50 25 1   町道 40 

607-Ⅱ-025N 長浦 1 田川郡 福智町 伊方 長浦 80 50 15 3   町道 70 

607-Ⅱ-026N 迫 4 田川郡 福智町 弁城 迫 40 45 15 1     

607-Ⅱ-028N 野添 1 田川郡 福智町 伊方 野添 25 45 15 2   町道 20 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 

 

（人工斜面Ⅰ）                           令和 6年 4月現在 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 

 

（人工斜面Ⅱ）                           令和 6年 4月現在 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 

 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 人
家(

戸) 

公共建築物 公共施設 

郡 町 大字 番地等 
長さ

(m) 

傾斜

面 

高さ

(m) 
種類 数 種類 数 

603-Ⅰ-003A 高見町 田川郡 福智町 金田 小塚町 180 35 15 18 公民館 １   

箇所番号 箇所名 

位置 地形 人
家(

戸) 

公共建築物 公共施設 

郡 町 大字 番地等 
長さ

(m) 

傾斜

面 

高さ 

(m) 
種類 数 種類 数 

603-Ⅱ-001A 笹尾 1 田川郡 福智町 神崎 笹尾 60 40 35 2     

603-Ⅱ-003A 崖ノ下 田川郡 福智町 神崎 ｼｭﾐ堂 110 35 10 2     

606-Ⅱ-009A 大浦 1 田川郡 福智町 上野 大浦 40 50 12 2     

606-Ⅱ-010A 大浦 2 田川郡 福智町 上野 大浦 40 65 16 2     

607-Ⅱ-002A 上弁城 7 田川郡 福智町 弁城 上弁城 30 40 15 1   町道 40 

607-Ⅱ-008A 三光寺 3 田川郡 福智町 弁城 三光寺 30 60 10 1   町道 25 

607-Ⅱ-027A 大正町 1 田川郡 福智町 弁城 大正町 100 50 15 2   町道 110 
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１－８ 土砂災害（特別）警戒区域等（土石流） 

 

区域番号 

自然現

象の種

類 

区域の 

名称 
ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 

旧危険箇

所番号 

特別警戒 

区域 

警戒 

区域 

面積 

(m2) 

特別 

警戒 

区域 

面積 

(m2) 

告
示
年
月
日 

告
示
番
号 

 人家 

606-D-001 土石流 福智川-2 ﾌｸﾁｶﾞﾜ 田川郡福智町上野 606-Ⅰ-002-2 ○  515,927 2,255 

H25.

3.15 
370 

606-D-002 土石流 福智川-1 ﾌｸﾁｶﾞﾜ 田川郡福智町上野 606-Ⅰ-002-1 ○  527,248 3,568 

606-D-003 土石流 堀田川 ﾎﾘﾀｶﾞﾜ 田川郡福智町上野 606-Ⅰ-001 ○ ○ 98,343 27,785 

606-D-004 土石流 上野川 ｱｶﾞﾉｶﾞﾜ 田川郡福智町上野 606-Ⅰ-003 ○ ○ 164,333 888 

607-D-001 土石流 岩屋川 2 ｺﾞｳﾔｶﾞﾜ 田川郡福智町弁城及び上野 607-Ⅰ-010 ○ ○ 107,637 54,493 

607-D-002 土石流 弁城川 1 ﾍﾞ ﾝ ｼ ﾞ ｮ ｳ ｶ ﾞ ﾜ 田川郡福智町弁城 607-Ⅰ-009 ○ ○ 74,899 36,419 

607-D-003 土石流 弁城川 2 ﾍ ﾞ ﾝ ｼ ﾞｮ ｳ ｶ ﾞ ﾜ 田川郡福智町弁城 607-Ⅰ-008 ○ ○ 35,290 7,969 

607-D-004 土石流 岩屋川 1 ｺﾞｳﾔｶﾞﾜ 田川郡福智町弁城及び上野 607-Ⅱ-001 ○ ○ 65,854 20,165 

607-D-005 土石流 伊方川 3 ｲｶﾀｶﾞﾜ 田川郡福智町伊方 607-Ⅰ-005 ○ ○ 226,151 19,880 

607-D-006 土石流 長浦川 1 ﾅｶﾞ ｳ ﾗ ｶ ﾞ ﾜ 田川郡福智町伊方 607-Ⅰ-003   293,781 0 

607-D-007 土石流 長浦川 2 ﾅｶﾞｳﾗｶﾞﾜ 田川郡福智町伊方 607-Ⅰ-002 ○  309,389 2,664 

607-D-008 土石流 長浦川 3 ﾅｶﾞｳﾗｶﾞﾜ 田川郡福智町伊方 607-Ⅰ-001 ○  13,032 2,200 

607-D-009 土石流 伊方川 4 ｲｶﾀｶﾞﾜ 田川郡福智町伊方 607-Ⅰ-004 ○ ○ 57,975 3,643 

607-D-010 土石流 伊方川 1 ｲｶﾀｶﾞﾜ 田川郡福智町伊方 607-Ⅰ-007 ○  38,238 4,388 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－９ 土砂災害（特別）警戒区域等（急傾斜地の崩壊） 

 

区域番号 

自然現

象の種

類 

区域の

名称 
ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 

旧危険箇所 

番号 

特別警戒

区域 
最大 

高さ 

（ｍ） 

最大 

勾配 

(°) 

警戒 

区域 

面積 

(m2) 

特別 

警戒 

区域 

面積 

(m2) 

告
示
年
月
日 

告
示
番
号 

 
人 

家 

204-K-262 急傾斜地の崩壊 上境(2) ｶﾐｻﾞｶｲ 
直方市大字上境及び 

田川郡福智町上野 
204-Ⅲ-047N ○  20 46 9,387 3,252 

H26.

3.18 

222 

204-K-305 急傾斜地の崩壊 中泉(a) ﾅｶｲｽﾞﾐ 
直方市大字中泉及び 

田川郡福智町市場 
204-NK-405 ○ ○ 10 50 1,573 436 

204-K-311 急傾斜地の崩壊 中泉(42) ﾅｶｲｽﾞﾐ 
直方市大字中泉及び 

田川郡福智町市場 
204-Ⅱ-113N-1 ○ ○ 14 48 7,424 2,190 

204-K-312 急傾斜地の崩壊 中泉(43) ﾅｶｲｽﾞﾐ 
直方市大字中泉及び 

田川郡福智町市場 
204-Ⅱ-113N-2 ○  14 54 3,842 180 

206-K-205 急傾斜地の崩壊 岩屋 1-1 ｺﾞｳﾔ 
田川市大字夏吉及び 

田川郡福智町伊方 
206-Ⅱ-001N-1 ○ ○ 28.0 48.0 4,597 1,306 

218 206-K-206 急傾斜地の崩壊 岩屋 1-2 ｺﾞｳﾔ 
田川市大字夏吉及び 

田川郡福智町伊方 
206-Ⅱ-001N-2 ○ ○ 34.0 66.0 16,292 6,659 

206-K-207 急傾斜地の崩壊 夏吉１ ﾅﾂﾖｼ 
田川市大字夏吉及び 

田川郡福智町伊方 
206-Ⅱ-003N ○ ○ 16.0 72.0 5,264 1,690 

603-K-001 急傾斜地の崩壊 笹尾 1 ｻｻｵ 田川郡福智町神崎 603-Ⅱ-001A ○ ○ 26.0  50.0  10,397 4,264 

H25.

3.15 
370 

603-K-002 急傾斜地の崩壊 福吉 1 ﾌｸﾖｼ 田川郡福智町神崎 603-NK-002 ○  10.0  43.0  1,865 556 

603-K-003 急傾斜地の崩壊 福吉 2-1 ﾌｸﾖｼ 田川郡福智町神崎 603-NK-003-1 ○ ○ 15.0  53.0  5,063 1,615 

603-K-004 急傾斜地の崩壊 福吉 2-2 ﾌｸﾖｼ 田川郡福智町神崎 603-NK-003-2   14.0  59.0  3,581 0 

603-K-005 急傾斜地の崩壊 崖ノ下 ﾎｷﾉﾊﾅ 田川郡福智町神崎 603-Ⅱ-003A   6.0  51.0  886 0 

603-K-006 急傾斜地の崩壊 崖ノ下 1 ﾎｷﾉﾊﾅ 田川郡福智町神崎 603-Ⅱ-002N ○ ○ 16.0  41.0  3,940 1,278 

603-K-007 急傾斜地の崩壊 古谷 ﾌﾙﾔ 田川郡福智町神崎 603-NK-001 ○  10.0  63.0  1,380 233 

603-K-008 急傾斜地の崩壊 西金田 2 ﾆｼｶﾅﾀﾞ 田川郡福智町金田 603-Ⅰ-002N ○ ○ 19.0  56.0  7,758 2,351 

603-K-009 急傾斜地の崩壊 西金田 4 ﾆｼｶﾅﾀﾞ 田川郡福智町金田 603-NK-004 ○ ○ 6.0  47.0  664 162 

603-K-010 急傾斜地の崩壊 高見町 ﾀｶﾐﾏﾁ 田川郡福智町金田 603-Ⅰ-003A   16.0  53.0  16,712 0 

603-K-011 急傾斜地の崩壊 西金田 ﾆｼｶﾅﾀﾞ 田川郡福智町金田 603-Ⅱ-005N ○ ○ 31.0  51.0  13,212 5,061 

603-K-012 急傾斜地の崩壊 西金田 3 ﾆｼｶﾅﾀﾞ 田川郡福智町金田 603-Ⅱ-004N ○ ○ 22.0  44.0  12,957 4,679 

606-K-001 急傾斜地の崩壊 皿山 1 ｻﾗﾔﾏ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-001N ○ ○ 76.0  39.0  17,598 10,263 

606-K-002 急傾斜地の崩壊 上小路 1 ｶﾐｺｳｼﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-011N ○ ○ 9.0  38.0  11,482 4,232 

606-K-003 急傾斜地の崩壊 上小路 2 ｶﾐｺｳｼﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-012N ○ ○ 16.0  39.0  6,056 2,350 

606-K-004 急傾斜地の崩壊 堀田 1 ﾎﾘﾀ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-018N ○ ○ 15.0  63.0  4,162 1,286 

606-K-005 急傾斜地の崩壊 常福 2 ﾂﾈﾌｸ 田川郡福智町上野 606-NK-002 ○  8.0  42.0  2,203 581 

606-K-006 急傾斜地の崩壊 大谷 2 ｵｵﾀﾆ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-024N ○ ○ 19.0  39.0  9,431 3,936 

606-K-007 急傾斜地の崩壊 常福 1 ﾂﾈﾌｸ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-017N ○ ○ 14.0  48.0  3,056 854 

606-K-008 急傾斜地の崩壊 徳市 ﾄｸｲﾁ 田川郡福智町上野 606-NK-003 ○  13.0  38.0  3,567 1,084 

606-K-009 急傾斜地の崩壊 薬王寺 ﾔｸｵｳｼﾞ 田川郡福智町上野 606-NK-004 ○  7.0  45.0  492 68 
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606-K-010 急傾斜地の崩壊 大久保 1 ｵｵｸﾎﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-016N ○ ○ 17.0  40.0  3,868 1,464 

H25.

3.15 
370 

606-K-011 急傾斜地の崩壊 鋤木田 5 ｽｲｷﾀﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-008N ○ ○ 13.0  48.0  4,586 1,584 

606-K-012 急傾斜地の崩壊 鋤木田 4 ｽｲｷﾀﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-007N ○ ○ 10.0  45.0  1,224 299 

606-K-013 急傾斜地の崩壊 鋤木田 3 ｽｲｷﾀﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-006N ○ ○ 10.0  41.0  3,560 1,259 

606-K-014 急傾斜地の崩壊 
諏訪山

1-2 
ｽﾜﾔﾏ 

田川郡福智町上野

及び直方市上境 
606-Ⅱ-002N-2 ○  8.0  48.0  2,904 862 

606-K-015 急傾斜地の崩壊 
諏訪山

1-1 
ｽﾜﾔﾏ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-002N-1 ○ ○ 8.0  48.0  2,846 851 

606-K-016 急傾斜地の崩壊 諏訪山 2 ｽﾜﾔﾏ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-003N ○  6.0  39.0  1,048 217 

606-K-017 急傾斜地の崩壊 鋤木田 2 ｽｲｷﾀﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-004N ○ ○ 16.0  47.0  1,875 684 

606-K-018 急傾斜地の崩壊 鋤木田 1 ｽｲｷﾀﾞ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-005N ○ ○ 7.0  51.0  1,813 180 

606-K-019 急傾斜地の崩壊 大浦 3 ｵｵｳﾗ 田川郡福智町上野 606-NK-005 ○ ○ 16.0  59.0  3,288 828 

606-K-020 急傾斜地の崩壊 大浦 1 ｵｵｳﾗ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-009A ○ ○ 15.0  33.0  1,000 290 

606-K-021 急傾斜地の崩壊 大浦 2 ｵｵｳﾗ 田川郡福智町上野 606-Ⅱ-010A   14.0  68.0  2,836 0 

606-K-022 急傾斜地の崩壊 皿山 2 ｻﾗﾔﾏ 田川郡福智町上野 606-Ⅰ-001N ○  33.0  43.0  16,027 7,261 

606-K-023 急傾斜地の崩壊 猿畑 1 ｻﾙﾊﾀ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-006N ○  7.0  50.0  3,148 726 

606-K-024 急傾斜地の崩壊 十区 1 ｼﾞｭｯｸ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-007N ○ ○ 7.0  51.0  1,207 167 

606-K-025 急傾斜地の崩壊 旭ヶ丘-1 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-011N-1 ○ ○ 11.0  68.0  5,871 647 

606-K-026 急傾斜地の崩壊 旭ヶ丘-2 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-011N-2   10.0  68.0  1,475 0 

606-K-027 急傾斜地の崩壊 稲荷-1 ｲﾅﾆ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-005N-1   7.0  63.0  324 0 

606-K-028 急傾斜地の崩壊 稲荷-2 ｲﾅﾆ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-005N-2   16.0  63.0  3,924 0 

606-K-029 急傾斜地の崩壊 旭町 1 ｱｻﾋﾏﾁ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-010N ○ ○ 11.0  68.0  3,254 669 

606-K-030 急傾斜地の崩壊 高尾-1 ﾀｶｵ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-009N-1 ○ ○ 16.0  61.0  2,836 862 

606-K-031 急傾斜地の崩壊 高尾-2 ﾀｶｵ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-009N-2 ○ ○ 8.0  53.0  907 60 

606-K-032 急傾斜地の崩壊 高尾 2-2 ﾀｶｵ 田川郡福智町赤池 606-NK-001-2   9.0  41.0  2,159 0 

606-K-033 急傾斜地の崩壊 高尾 2-1 ﾀｶｵ 田川郡福智町赤池 606-NK-001-1 ○ ○ 19.1  53.1  12,213 1,213 

606-K-034 急傾斜地の崩壊 西町 ﾆｼﾏﾁ 田川郡福智町赤池 606-Ⅱ-025N ○ ○ 7.0  63.0  1,734 37 

606-K-035 急傾斜地の崩壊 草場 1 ｸｻﾊﾞ 田川郡福智町市場 606-Ⅱ-013N ○ ○ 34.0  55.0  8,621 3,331 

606-K-036 急傾斜地の崩壊 石松 4 ｲｼﾏﾂ 田川郡福智町市場 606-Ⅰ-003N ○ ○ 14.0  55.0  6,652 1,612 

606-K-037 急傾斜地の崩壊 石松 1 ｲｼﾏﾂ 田川郡福智町市場 606-Ⅱ-015N ○  12.0  45.0  2,815 832 

606-K-038 急傾斜地の崩壊 石松 2 ｲｼﾏﾂ 田川郡福智町市場 606-Ⅱ-014N   6.0  54.0  837 0 

606-K-040 急傾斜地の崩壊 松本 3 ﾏﾂﾓﾄ 田川郡福智町市場 606-Ⅱ-022N ○ ○ 6.0  39.0  630 136 

606-K-041 急傾斜地の崩壊 長浦 1-1 ﾅｶﾞｳﾗ 田川郡福智町市場 606-Ⅱ-021N   7.0  51.0  518 0 

606-K-042 急傾斜地の崩壊 松本 2 ﾏﾂﾓﾄ 田川郡福智町市場 606-Ⅱ-019N ○ ○ 16.0  45.0  11,506 2,974 
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606-K-043 急傾斜地の崩壊 吉ヶ浦 ﾖｼｶﾞｳﾗ 田川郡福智町市場 606-Ⅰ-004N ○ ○ 15.0  75.0  4,901 1,357 
H25.

3.15 
370 

606-K-045 急傾斜地の崩壊 伏原-2 ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町赤池 608-NK-006 ○ ○ 20.0  39.0  8,880 3,197 
H26.

7.4 
598 

606-K-046 急傾斜地の崩壊 伏原 3 ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰ-008N ○  34.0  59.0  23,143 1,974 H28.

3.1 
178 

606-K-047 急傾斜地の崩壊 伏原 4 ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町赤池 606-NK-008 ○ ○ 10.0  54.0  2,999 519 

606-K-048 急傾斜地の崩壊 石松－３ ｲｼﾏﾂ 田川郡福智町市場 606-Ⅰ-002N ○  7.0 55.0 2,000 80 

R4.7

.26 
735 606-K-049 急傾斜地の崩壊 伏原－３ ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰｰ 008N-3 ○  20.0 46.0 7,691 715 

606-K-050 急傾斜地の崩壊 伏原－４ ﾌｼﾊﾗ 田川郡福智町赤池 606-Ⅰｰ 008N-4 ○  5.0 37.0 231 33 

607-K-001 急傾斜地の崩壊 岩屋 1 ｲﾜﾔ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-005N ○ ○ 6.0  54.0  792 176 

H25.

3.15 
370 

607-K-002 急傾斜地の崩壊 上弁城 1 
ｶﾐﾍﾞﾝ

ｼﾞｮｳ 
田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-006N ○  23.0  42.0  4,939 1,708 

607-K-003 急傾斜地の崩壊 上弁城 2 
ｶﾐﾍﾞﾝ

ｼﾞｮｳ 
田川郡福智町弁城 607-Ⅰ-001N ○ ○ 42.0  38.0  8,340 3,885 

607-K-004 急傾斜地の崩壊 上弁城 3 
ｶﾐﾍﾞﾝ

ｼﾞｮｳ 
田川郡福智町弁城 

607-Ⅱ-003N 

607-Ⅱ-004N 
○ ○ 10.0  46.0  9,406 3,190 

607-K-005 急傾斜地の崩壊 上弁城 5 
ｶﾐﾍﾞﾝ

ｼﾞｮｳ 
田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-001N ○ ○ 18.0  53.0  4,157 1,159 

607-K-006 急傾斜地の崩壊 上弁城 7 
ｶﾐﾍﾞﾝ

ｼﾞｮｳ 
田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-002A ○ ○ 28.0  44.0  25,528 12,659 

607-K-007 急傾斜地の崩壊 三光寺 1 ｻﾝｺｳｼﾞ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-007N ○ ○ 10.0  45.0  4,801 101 

607-K-008 急傾斜地の崩壊 三光寺 2 ｻﾝｺｳｼﾞ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-009N ○ ○ 16.0  49.0  5,293 1,674 

607-K-009 急傾斜地の崩壊 久六 1 ｷｭｳﾛｸ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-016N ○  12.0  56.0  2,411 126 

607-K-010 急傾斜地の崩壊 風呂谷 1 ﾌﾛﾀﾞﾆ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-015N ○ ○ 12.0  59.0  1,034 185 

607-K-011 急傾斜地の崩壊 迫 5-3 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-002-3 ○  20.0  46.0  6,065 2,274 

607-K-012 急傾斜地の崩壊 迫 5-2 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-002-2 ○ ○ 25.0  59.0  14,920 5,363 

607-K-013 急傾斜地の崩壊 迫 5-4 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-002-4   7.0  59.0  670 0 

607-K-014 急傾斜地の崩壊 迫 2 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-014N ○ ○ 31.0  40.0  3,287 1,221 

607-K-015 急傾斜地の崩壊 迫 5-1 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-002-1 ○ ○ 8.0  53.0  2,629 629 

607-K-016 急傾斜地の崩壊 迫 4 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-026N ○ ○ 28.0  62.0  3,726 1,373 

607-K-017 急傾斜地の崩壊 迫 3 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-Ⅱ-003N ○ ○ 11.0  61.0  3,343 665 

607-K-018 急傾斜地の崩壊 迫 7-3 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-003-3 ○  12.0  32.0  2,309 859 

607-K-019 急傾斜地の崩壊 迫 7-2 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-003-2 ○ ○ 12.0  40.0  2,977 975 

607-K-020 急傾斜地の崩壊 迫 7-1 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-003-1 ○ ○ 12.0  43.0  550 124 

607-K-021 急傾斜地の崩壊 迫-2 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-Ⅰ-002N-2 ○ ○ 13.0  56.0  5,086 1,288 

607-K-022 急傾斜地の崩壊 迫-1 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-Ⅰ-002N-1 ○ ○ 7.0  51.0  1,566 320 
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607-K-023 急傾斜地の崩壊 迫 8-2 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-004-2   10.0  34.0  1,034 0 

H25.

3.15 
370 

607-K-024 急傾斜地の崩壊 迫 8-1 ｻｺ 田川郡福智町弁城 607-NK-004-1 ○  12.0  32.0  613 210 

607-K-025 急傾斜地の崩壊 広谷 1 ﾋﾛﾀﾆ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-013N ○  110.0  38.0  6,942 4,448 

607-K-026 急傾斜地の崩壊 長浦 1-2 ﾅｶﾞｳﾗ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-025N ○ ○ 62.0  39.0  6,852 5,163 

607-K-027 急傾斜地の崩壊 古屋敷 2 ﾌﾙﾔｼｷ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-024N ○ ○ 33.0  45.0  2,803 1,989 

607-K-028 急傾斜地の崩壊 古屋敷 1 ﾌﾙﾔｼｷ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-023N ○ ○ 12.0  48.0  1,861 533 

607-K-029 急傾斜地の崩壊 丸山 1 ﾏﾙﾔﾏ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-022N   6.0  49.0  919 0 

607-K-030 急傾斜地の崩壊 丸山 3 ﾏﾙﾔﾏ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-020N ○  8.0  50.0  2,326 299 

607-K-031 急傾斜地の崩壊 丸山 2 ﾏﾙﾔﾏ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-018N ○ ○ 12.0  57.0  4,550 1,204 

607-K-032 急傾斜地の崩壊 中古門 ﾅｶﾌﾙｶﾄﾞ 田川郡福智町伊方 607-Ⅰ-004N ○ ○ 34.0  73.0  17,166 7,012 

607-K-033 急傾斜地の崩壊 野添 1-2 ﾉｿﾞｴ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-028N-2 ○ ○ 18.0  63.0  12,345 4,343 

607-K-034 急傾斜地の崩壊 野添 1-1 ﾉｿﾞｴ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-028N-1 ○ ○ 18.0  63.0  4,660 1,516 

607-K-035 急傾斜地の崩壊 大正町 1 ﾀｲｼｮｳﾏﾁ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-027A ○  22.0  52.0  9,773 3,204 

607-K-036 急傾斜地の崩壊 山の神-3 ﾔﾏﾉｶﾐ 田川郡福智町伊方 607-NK-001-3 ○  9.0  75.0  1,047 174 

607-K-037 急傾斜地の崩壊 山の神-2 ﾔﾏﾉｶﾐ 田川郡福智町伊方 607-NK-001-2 ○  24.0  48.0  12,450 308 

607-K-038 急傾斜地の崩壊 山の神-1 ﾔﾏﾉｶﾐ 田川郡福智町伊方 607-NK-001-1 ○  14.0  34.0  6,245 799 

607-K-039 急傾斜地の崩壊 大屋根 1-3 ｵｵﾔﾈ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-017N-3 ○ ○ 17.0  46.0  6,066 1,913 

607-K-040 急傾斜地の崩壊 大屋根 1-1 ｵｵﾔﾈ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-017N-1 ○ ○ 22.0  43.0  11,559 3,775 

607-K-041 急傾斜地の崩壊 大屋根 1-2 ｵｵﾔﾈ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-017N-2 ○  38.0  45.0  10,402 4,783 

607-K-042 急傾斜地の崩壊 大屋根 2 ｵｵﾔﾈ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-019N ○ ○ 47.0  41.0  18,396 10,183 

607-K-043 急傾斜地の崩壊 広谷 4 ﾋﾛﾀﾆ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-011N ○ ○ 21.0  59.0  8,311 2,986 

607-K-044 急傾斜地の崩壊 広谷 3 ﾋﾛﾀﾆ 田川郡福智町伊方 607-Ⅱ-012N ○ ○ 11.0  40.0  5,387 1,671 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－１０ 土砂災害（特別）警戒区域（地すべり） 
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険
箇
所
番
号 

ブ
ロ
ッ
ク
名 

特別 

警戒 

区域 

ラ
ン
ク
区
分 

長さ

(m) 

幅 

(m) 

警戒 

区域 

面積

(m2) 

特別 

警戒 

区域 

面積 

(m2) 

告示 

年月

日 

告
示
番
号 

 
人

家 

607-

J-001 
地滑り 上弁城 

ｶﾐﾍﾞﾝ

ｼﾞｮｳ 

田川郡 

福智町 

弁城 

及び上野 

64 

A   B 230 78 35,880 - 

H25.3

.15 
370 

B   B 191 53 20,246 - 

C   B 77 93 14,322 - 

607-

J-002 
地滑り 長浦 ﾅｶﾞｳﾗ 

田川郡 

福智町 

伊方 

63 

A   B 270 64 33,280 - 

B   B 110 92 20,240 - 

C   B 201 127 51,054 - 

D   B 161 96 30,912 - 

E   B 182 102 37,128 - 

F   B 280 139 73,670 - 

G   B 170 66 22,440 - 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－１１ 道路危険箇所 

令和 6年 4月現在 

道路
種別 

路線名 所在地 
施設管理
番号 

総合評価 危険内容 対策工法 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町伊方 J022A021 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町上野 J022A031 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 ストーンガード 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町上野 J022A041 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 モルタル吹付 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町上野 J022A051 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 落石防護網工 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町上野 J022F011 防災ｶﾙﾃ 盛土 プレキャスト枠工 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町上野 J022F012 防災ｶﾙﾃ 盛土 擁壁工、排水工 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町上野 J022F021 防災ｶﾙﾃ 盛土 
水路補修、排水補
強、遮水シート 

主地 田川直方ＢＰ 田川郡福智町上野 J022Ｇ041 防災ｶﾙﾃ 擁壁 擁壁工 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062A007 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 ポケット式落石防止網工 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062A011 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 ワイヤーロープ掛工 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062A013 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 
ポケット式落石防止
網工、ロープネット工 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062A021 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 ポケット式落石防止網工 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062A025 要対策 落石崩壊 重力式擁壁、植生工 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062A031 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 ロックボルト 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062A035 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 落石防護柵 

主地 北九州小竹 田川郡福智町赤池 J062A041 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 モルタル剥取吹直し 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062E011 防災ｶﾙﾃ 土石流 待受け擁壁 

主地 北九州小竹 田川郡福智町皿山 J062E021 防災ｶﾙﾃ 土石流 待受け擁壁 

主地 北九州小竹 田川郡福智町上野 J062F011 防災ｶﾙﾃ 盛土 アンカー工 

主地 添田赤池 田川郡福智町神崎 J095A041 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 大型ブロック積み 

主地 添田赤池 田川郡福智町神崎 J095F011 防災ｶﾙﾃ 盛土 吹付法枠工 

主地 添田赤池 田川郡福智町神崎 J095F031 防災ｶﾙﾃ 盛土 モルタル吹付 

主地 添田赤池 田川郡福智町神崎 J095G011 防災ｶﾙﾃ 擁壁 擁壁工 

一県 赤池糸田 田川郡福智町 J406A011 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 法枠工 

一県 夏吉直方 田川郡福智町上野 J419A011 要対策 落石崩壊 ブロック積工 

一県 夏吉直方 田川郡福智町弁城 J419F021 防災ｶﾙﾃ 盛土 重力式擁壁 

一県 夏吉直方 田川郡福智町弁城 J419H011 防災ｶﾙﾃ 
橋梁基礎

の洗掘 
根固工 

一県 夏吉直方 田川郡福智町弁城 J419H021 防災ｶﾙﾃ 
橋梁基礎

の洗掘 
根固工 

一県 金田糸田田川 田川郡福智町 J420A011 防災ｶﾙﾃ 落石崩壊 
擁壁、ストーンガード、

落石防止網工 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－１２ 山腹崩壊危険地区 

 (民有林)                             令和 6年 4月現在 

危険地区 

番号 
位   置 保全対象 

危険度 

ランク 
備考 

町 地区 町名 大字 字 

人
家
50
戸
以
上 

人
家
49
～
10
戸 

人
家
9
～
5
戸 

人
家
4
戸
以
下 

公
共
施
設 

(

道
路
除
く) 

道路 

610 001 田川郡福智町 上野 ﾌｸﾁﾔﾏ  17    県 A  

610 002 田川郡福智町 上野 ｻﾗﾔﾏ    4  他 C  

610 003 田川郡福智町 上野 ﾓﾄﾔﾏ    3  他 C  

610 004 田川郡福智町 上野 ｲﾏﾔｼｷ    1  他 B  

610 005 田川郡福智町 弁城 ﾊﾁｶﾞﾀﾆ   5   他 B  

610 006 田川郡福智町 弁城 ｲﾜﾔ    3  他 B  

610 007 田川郡福智町 弁城 ｼﾛ    2  他 B  

610 008 田川郡福智町 弁城 ｵｸｶﾞﾊﾀ    1  他 C  

610 009 田川郡福智町 弁城 ﾔｼﾛ    3  他 C  

610 010 田川郡福智町 弁城 ｻﾝｺｳｼﾞ    4  他 C  

610 011 田川郡福智町 伊方 ｲﾝｼﾞ    3  他 C  

610 012 田川郡福智町 伊方 ｷｼﾀｶ    1  他 B  

610 013 田川郡福智町 伊方 ﾉｼﾞ    4  他 B  

610 014 田川郡福智町 伊方 ﾋﾛﾀﾆ    1  他 B  

610 015 田川郡福智町 伊方 ｶﾗﾀﾆ      他 B  

610 016 田川郡福智町 伊方 ｾﾝｼﾀﾞｲﾗ    2  他 C  

610 017 田川郡福智町 伊方 ﾃｸﾞﾁ   6  1 他 A  

610 018 田川郡福智町 伊方 ﾏﾂｵ    1  他 C  

610 019 田川郡福智町 伊方 ｶﾅﾔﾏ      他 C  

610 020 田川郡福智町 伊方 ﾋﾛﾀﾆ    1  他 C  

610 021 田川郡福智町 伊方 ﾌﾙﾔｼｷ    1  他 C  

610 022 田川郡福智町 伊方 ｳﾗﾔﾏ    4  他 C  

610 023 田川郡福智町 伊方 ｼﾞｼﾔｸ    3  他 B  

610 024 田川郡福智町 伊方 ｼﾓﾅｶﾞｳﾗ   5   他 B  

610 025 田川郡福智町 伊方 ｼﾓﾅｶﾞｳﾗ      他 C  

610 026 田川郡福智町 神崎 617    1  県 C  

610 027 田川郡福智町 神崎 1094-11     1 他 B  

610 028 田川郡福智町 神崎 1056-1    1  他 C  

610 029 田川郡福智町 神崎 1098-49      他 C  

610 030 田川郡福智町 市場 ﾒﾝｽﾞｶ    4  県 C  

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－１３ 崩壊土砂流出危険地区 

 

（民有林）                             令和 6年 4月現在 

危険地区 

番号 
位   置 保全対象 

危険度 

ランク 
備考 

町 地区 町名 大字 字 

人
家
50
戸
以
上 

人
家
49
～
10
戸 

人
家
9
～
5
戸 

人
家
4
戸
以
下 

公
共
施
設 

(

道
路
除
く) 

道路 

610 001 田川郡福智町 上野 ﾌｸﾁﾔﾏ  13    県 A  

610 002 田川郡福智町 上野 ﾌｸﾁﾔﾏ  27    県 A  

610 003 田川郡福智町 上野 ﾌｸﾁﾔﾏ  17    県 B  

610 004 田川郡福智町 弁城 ﾊﾁｶﾞﾀﾆ    3  他 C  

610 005 田川郡福智町 弁城 ｼﾞｮｳﾄﾞ    4  他 B  

610 006 田川郡福智町 弁城 ｼﾘﾅｼ  11    他 A  

610 007 田川郡福智町 弁城 ｷﾁｴﾓﾝﾀﾞﾆ  10    他 A  

610 008 田川郡福智町 伊方 ﾋﾛﾀﾆ    2  他 B  

610 009 田川郡福智町 伊方 ﾋﾛﾀﾆ   5   他 C  

610 010 田川郡福智町 伊方 ﾋﾛﾀﾆ    4  他 C  

610 011 田川郡福智町 伊方 ﾋﾛﾀﾆ   5  1 他 B  

610 012 田川郡福智町 伊方 ﾋﾛﾀﾆ  18    他 A  

610 013 田川郡福智町 伊方 ﾂﾘﾔﾏ   8   他 A  

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 

 



1-14 

20 

１－１４ 地すべり危険地区 

 

（民有林）                             令和 6年 4月現在 

 

危険地区

番号 
位   置 保全対象 

危険度 

ランク 
備考 

町 
地
区 

町名 大字 字 

人
家
50
戸
以
上 

人
家
49
～
10
戸 

人
家
9
～
5
戸 

人
家
4
戸
以
下 

公
共
施
設 

(

道
路
除
く) 

道路 

610 001 田川郡福智町 弁城 ｶｷﾉｷﾀﾞﾆ  49    市 A  

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－１５ 浸水想定区域 

 

 

（資料：「福智町防災ハザードマップ(R6.2)」福智町） 
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１－１６ 防災重点農業用ため池 （令和 6年 3月 31 日現在） 

 

ため池名 所在地 

立岩池 伊方 1756 

二重ヶ池 金田 

御手洗池 神崎 563 

床波池 神崎 727 

山ノ神池 神崎 1519 外 

櫟谷池 神崎 1084 

白迫池 神崎 

大牟田池 神崎 1094-1 

蟹ケ迫池 神崎 604 

大谷池 上野 16-2 

清水ケ谷池 上野字清水

ケ谷 

常福池 上野字常福 

上野飛越池 上野字飛越

1162 

宮馬場池 上野 752 

鹿堀池 上野字鹿堀

2701 

尻ノ池 上野字尻ノ池

2763 

中ノ池 上野字中ノ池

2922-1 

口ノ池 上野字口ノ池

2927 

大浦池 上野字大浦

3677 

大久保新池 上野字大久保

3134 

平原池 上野字平原

3602 

平石池 上野 3134 

平ノ池 上野 1889 

東光寺池 市場 1889 

寺ヶ浦池 市場 1261 

丹波ヶ浦下池 市場 1228 

 

 

ため池名 所在地 

丹波ヶ浦上池 市場 1236 

飛石下池 市場 1215 

吉ヶ浦下池 市場 1005 

吉ヶ浦上池 市場 1006-1 

飛越池 市場 785 

大浦下池 上野 3726 

鋤木田池 上野 3872 

小浦池 上野 2605 

郷ノ谷上池 上野 3148 

郷ノ谷中池 上野 3153 

名儀野池 上野 2470 

山首下池 上野 1247 

飛熊池 上野 2566 

土持池 上野 2950 

稲荷池 上野 3054 

菖蒲池 上野 938 

土井首池 上野 1185 

今屋敷池 上野 965 

椋池 上野字常福 

熊野池 上野 1294 

堀田池 上野 1370 

稲荷下池 上野字堀田 

稲荷上池 上野字堀田 

増財池 市場 1893 

切寄池 市場 1359 

飛石上池 市場 1214 

長浦池 市場 785 

山首上池 上野 1247 

久留守溜池 弁城 735-1 

近吉溜池 弁城 1262-1 

葛原溜池 弁城字葛原

1638-1 

上内屋敷溜池 弁城 1211-2 

下内屋敷溜池 弁城 1218-1 

 

 

ため池名 所在地 

貴船溜池 弁城 1855 

荒迫溜池 弁城 1687 

第一隠田溜池 弁城 2175-1 

第三隠田溜池 弁城 2182 

第四隠田溜池 弁城 2201-2 

岩留溜池 弁城 2241 

迫溜池 弁城 3687-1 

奥池溜池 弁城字 1595 

長迫溜池 伊方 1131-2 

立岩溜池 伊方 1772-1 

口縄溜池 伊方 1936-1 

高崎上溜池 伊方 2421 

高崎下溜池 伊方 2421 

東長浦溜池 伊方 2499 

栗川溜池 伊方 1174 

大原溜池 伊方 484-1 

朝倉溜池 伊方 476 

油田溜池 弁城 4182 

右京畑溜池 弁城 1145 

六田田溜池 弁城 1802-1 

吉右衛門谷

溜池 

弁城 547 

中原新池 伊方 1985-1 

萩ヶ原溜池 伊方 804 

田渕溜池 伊方 3828 

園田溜池 弁城 2612 

明連寺溜池 伊方字明連寺 

葛原小池 弁城1654-17 

相原池 神崎 651 

狐谷池 上野 270 

雨ヶ浦池 市場 1497 

風呂ヶ谷溜池 弁城 3581 

隠田小池 弁城 2222 

迫小池 弁城 3568 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編Ⅱ）」（令和 6年 4月 1日）福岡県） 
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１－１７ 土砂災害警戒区域内及び浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設 

 

■高齢福祉・介護施設 

施設名 所在地 
土砂災害

警戒区域 

浸水想定

区域 

特別養護老人ホーム 慶寿園 福智町上野 3175-3 ○  

特別養護老人ホーム 福智園 福智町弁城 4193-28 ○  

グループホーム ふくち 福智町弁城 4193-28 ○  

デイサービスはな 福智町弁城 3081-1  ○ 

グループホームほのぼの 福智町弁城 3081-1  ○ 

そよ風の郷 福智町弁城 3081-1  ○ 

介護保険施設 慈恵苑 福智町弁城 3557 ○  

グループホームなごみ苑 福智町金田 987  ○ 

デイサービス 優心 福智町赤池 628  ○ 

 

■障がい者支援施設 

施設名 所在地 
土砂災害

警戒区域 

浸水想定

区域 

シルバーメディカル(株) 

ほたるリゾート 
福智町上野 1988 ○  

みろく園 福智町伊方 610 ○  

第二みろく園 福智町伊方 617-3 ○  

デイサポート みろく 福智町伊方 663-1 ○  

グループホーム クローバー 福智町神崎 1626-3  ○ 

サンライフ田川 福智町神崎 1623-2  ○ 

ケアホーム 西友 福智町赤池 68-26  ○ 

社会福祉法人若草会 

グループホームわかくさ 
福智町神崎 1910-1  ○ 

 

■児童福祉施設 

施設名 所在地 
土砂災害

警戒区域 

浸水想定

区域 

神崎保育園 福智町神崎 1716-1  ○ 

宝見保育園 福智町金田 1336-2  ○ 

金田保育園 福智町金田 958-6  ○ 

福智町立赤池中学校 福智町市場 336 ○  

福智町立市場小学校 福智町市場 334  ○ 

市場小学校学童クラブ 福智町市場 334  ○ 

 



 

24 
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２－１ 福智町防災行政無線 

 

無線局設置場所(同法通信系親局、拡声子局) 

No. 無線局種別 局名 呼出名称 
指定 
周波数 

空中線 
電力(w) 

設(常)置場所 

0 同報系親局 福智町役場 ぼうさいふくちまちやくば 59.255 1.0 福智町金田 937―2 

1 拡声子局 平原 ふくちまちひらばる 59.255 0.01 福智町金田 60―1 

2 〃 水神社 ふくちまちすいじんしゃ 59.255  福智町金田 275―100 

3 〃 上金田公民館 
ふくちまち 

かみかなだこうみんかん 
59.255 

 
福智町金田 313―14 

4 〃 高見区 ふくちまちたかみく 59.255  福智町金田 362―9 

5 〃 東金田 ふくまちひがしかなだ 59.255  福智町金田 507―1 

6 〃 一区公民館 
ふくちまち 

いっくこうみんかん 
59.255 

 
福智町金田 619―1 

7 〃 西金田 1 ふくちまちにしかなだ 1 59.255  福智町金田 582 

8 〃 西金田 2 ふくちまちにしかなだ 2 59.255  福智町金田 841―16 

9 〃 三区公民館 
ふくちまち 

さんくこうみんかん 
59.255 

 
福智町金田 654―5 

10 〃 亀の甲 ふくちまちかめのこう 59.255  福智町金田 990―1 

11 〃 宝見 ふくちまちたからみ 59.255  福智町金田 1374―3 

12 〃 町民会館 
ふくちまち 

ちょうみんかいかん 
59.255 

 
福智町金田 1153―1 

13 〃 昭和町 ふくちまちしょうわまち 59.255  福智町金田 1170―8 

14 〃 人見 ふくちまちひとみ 59.255  福智町金田 1587―5 

15 〃 人見坂 ふくちまちひとみざか 59.255  福智町神崎 1684―6 

16 〃 若草団地 
ふくちまち 

わかくさだんち 
59.255 

 
福智町神崎 1568―2 

17 〃 笹尾 ふくちまちささお 59.255  福智町神崎 1534 

18 〃 高尾 ふくちまちたかお 59.255 0.01 福智町神崎 1533―1 

19 〃 福吉 1 ふくちまちふくよし 1 59.255  福智町神崎 1098―1 

20 〃 福吉 2 ふくちまちふくよし 2 59.255  福智町神崎 1098―1 

21 〃 星ヶ丘 ふくちまちほしがおか 59.255  福智町神崎 1098―87 

22 〃 神崎浄水場 
ふくちまちこうざきじょ
うすいじょう 

59.255 
 

福智町神崎 1098―68 

23 〃 神崎 2 公民館 
ふくちまちこうざき 2 

こうみんかん 
59.255 

 
福智町神崎 1238―1 

24 〃 
神崎 

ライスセンター 

ふくちまち 

こうざきライスセンター 
59.255 

 
福智町神崎 1743―1 

25 〃 福丸 ふくちまちふくまる 59.255  福智町神崎 1857―4 

26 〃 児童館 ふくちまちじどうかん 59.255  福智町神崎 1876―1 

27 〃 七十石 ふくちまちしちじっこく 59.255  福智町神崎 2003―1 

28 〃 神崎 1 公民館 
ふくちまちこうざき 1 

こうみんかん 
59.255 

 
福智町神崎 969 

29 〃 平和台 ふくちまちへいわだい 59.255  福智町神崎 1056―25 

30 〃 田の口 ふくちまちたのくち 59.255  福智町神崎 1040―2 

31 〃 金田中学校 
ふくちまち 

かなだちゅうがっこう 
59.255 

 
福智町神崎 1021―1 
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No. 無線局種別 局名 呼出名称 
指定 
周波数 

空中線 
電力(w) 

設(常)置場所 

32 拡声子局 太陽区 ふくちまちたいようく 59.255  福智町神崎 873―1 

33 〃 南木 1 ふくちまちみなぎ 1 59.255  福智町神崎 1094―2 

34 〃 南木 2 ふくちまちみなぎ 2 59.255  福智町神崎 149―1 

35 〃 南木 3 ふくちまちみなぎ 3 59.255 0.01 福智町神崎 500 

36 〃 福智町方城支所 
ふくちまち 

ほうじょうししょ 
59.255 0.1 福智町弁城 2237―1 

37 〃 上弁城-1 
ふくちまち 

かみべんじょう 1 
59.255 

 
福智町弁城 346―1 

38 〃 上弁城-2 
ふくちまち 

かみべんじょう 2 
59.255 0.05 福智町弁城 847―2 

39 〃 野地 ふくちまちのじ 59.255  福智町弁城 1455 

40 〃 浄万寺 ふくちまちじょうまんじ 59.255  福智町弁城 1751 

41 〃 新町 ふくちまちしんまち 59.255  福智町弁城 3813―5 

42 〃 久六 ふくちまちきゅうろく 59.255  福智町弁城 2165―3 

43 〃 春田 ふくちまちはるだ 59.255  福智町弁城 2474―1 

44 〃 迫-1 ふくちまちさこ 1 59.255  福智町弁城 5275 

45 〃 迫-2 ふくちまちさこ 2 59.255  福智町弁城 4068―2 

46 〃 二川田 ふくちまちにかわだ 59.255  福智町弁城 3160 

47 〃 草場 ふくちまちくさば 59.255  福智町弁城 2687―11 

48 〃 松原 ふくちまちまつばら 59.255  福智町弁城 2338―4 

49 〃 伊方 ふくちまちいかた 59.255  福智町伊方 4478―3 

50 〃 伊方小学校 
ふくちまち 

いかたしょうがっこう 
59.255 

 
福智町伊方 3922 

51 〃 矢久保 ふくちまちやくぼ 59.255  福智町伊方 4848 

52 〃 前村 ふくちまちまえむら 59.255  福智町伊方 3730―1 

53 〃 西古門 ふくちまちにしふるかど 59.255  福智町伊方 3310―1 

54 〃 東古門-1 
ふくちまち 

ひがしふるかど 1 
59.255 

 
福智町伊方 2723―2 

55 〃 東古門-2 
ふくちまち 

ひがしふるかど 2 
59.255 

 
福智町伊方 2923―7 

56 〃 古門団地 
ふくちまち 

ふるかどだんち 
59.255 0.5 福智町伊方 2753 

57 〃 大黒 ふくちまちだいこく 59.255  福智町伊方 2425 

58 〃 野添 ふくちまちのぞえ 59.255  福智町伊方 2281―2 

59 〃 東ヶ丘 ふくちまちひがしがおか 59.255  福智町伊方 2476―26 

60 〃 中原 ふくちまちなかばる 59.255  福智町伊方 2155 

61 〃 新門 ふくちまちしんかど 59.255  福智町伊方 4220―1 

62 〃 萩ヶ原 ふくちまちはぎがはら 59.255  福智町伊方 805 

63 〃 見六-1 ふくちまちみろく 1 59.255  福智町伊方 1005―1 

64 〃 丸山 ふくちまちまるやま 59.255  福智町伊方 1789―1 

65 〃 長浦 ふくちまちながうら 59.255 0.1 福智町伊方 1575―2 

66 〃 見六-2 ふくちまちみろく 2 59.255  福智町伊方 1131―2 

67 〃 広谷-1 ふくちまちひろたに 1 59.255  福智町伊方 591―1 
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No. 無線局種別 局名 呼出名称 
指定 
周波数 

空中線 
電力(w) 

設(常)置場所 

68 拡声子局 広谷-2 ふくちまちひろたに 2 59.255 1.0 
福智町伊方 5002 

しがの谷橋 

69 再送信子局 赤池高区配水池 
ぼうさいふくちまちあか
いけこうくはいすいち 

59.255 
61.925 

0.1 
0.1 

福智町赤池 474―5 

70 拡声子局 伏原 ふくちまちふしはら 61.925  福智町赤池 367―38 

71 〃 22 支所 ふくちまち 22 ししょ 61.925  福智町赤池 367―272 

72 〃 伏原団地 ふくちまちふしはらだんち 61.925  福智町赤池 389 

73 〃 光林寺 ふくちまちこうりんじ 61.925  福智町赤池 348 

74 〃 上桜浄水場 
ふくちまちかみざくら
じょうすいじょう 

61.925 
 

福智町赤池 399―1 

75 〃 北町配水池 
ふくちまち 
きたまちはいすいち 

61.925 
 

福智町赤池 528―70 

76 〃 赤池ニュ-タウン 
ふくちまち 
あかいけニュータウン 

61.925 
 

福智町赤池 510―42 

77 〃 生力集会所 
ふくちまちしょうりき
しゅうかいしょ 

61.925 
 

福智町赤池 1017―145 

78 〃 赤池支所 
ふくちまち 
あかいけししょ 

61.925 0.01 福智町赤池 970―2 

79 〃 10 区 ふくちまち 10 く 61.925  福智町赤池 578―3―1 

80 〃 11 支所 ふくちまち 11 ししょ 61.925  福智町赤池 139―2 

81 〃 岩屋教育集会所 
ふくちまちいわやきょう
いくしゅうかいしょ 

61.925 
 

福智町赤池 863 

82  削除 削除 削除  削除 

83 〃 猿田 ふくちまちさるた 61.925  福智町市場 17―15 

84 〃 市場 ふくちまちいちば 61.925  福智町市場 805―1 

85 〃 市場農協 ふくちまちのうきょう 61.925  福智町市場 477 

86 〃 草場 ふくちまちくさば 61.925  福智町市場 1676―1 

87 〃 諏訪山 ふくちまちすわやま 61.925 0.01 福智町上野 4181―2 

88 〃 鋤木田 ふくちまちすいきだ 61.925  福智町上野 3538 

89 〃 大浦 ふくちまちおおうら 61.925  福智町上野 3670 

90 〃 天郷団地 ふくちまちてんごうだんち 61.925  福智町上野 3617―6 

91 〃 上天郷 ふくちまちかみてんごう 61.925  福智町上野 3154―5 

92 〃 青年の家 ふくちまちせいねんのいえ 61.925  福智町上野 3109 

93 〃 上野 ふくちまちあがの 61.925  福智町上野 1692 

94 〃 原 ふくちまちはる 61.925  福智町上野 2924―1 

95 〃 小路 ふくちまちこうじ 61.925 0.01 福智町上野 1989 

96 〃 堀田 ふくちまちほりた 61.925  福智町上野 1387 

97 〃 常福 ふくちまちつねふく 61.925  福智町上野 1165―2 

98 〃 原田 ふくちまちはるだ 61.925  福智町上野 2108―2 

99 〃 四区公民館 
ふくちまち 
よんくこうみんかん 

61.925 
 

福智町上野 2486―1 

100 〃 山崎 ふくちまちやまさき 61.925  福智町上野 657 

101 〃 三区集会所 
ふくちまち 
さんくしゅうかいしょ 

61.925 
 

福智町上野 376―2 

102 〃 高見台 ふくちまちたかみだい 61.925  福智町上野 126―6 

（資料：「福智町防災行政無線局管理運用規程」（令和 7年４月 17日）福智町）
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２－２ 水防倉庫 

 

施設名 所在地 備  考 

福智町水防倉庫 福智町金田 937 番地 2  

方城水防倉庫 福智町弁城 2107 番地 1  
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２－３ 水防資機材一覧 

 

資機材 数量  資機材 数量  資機材 数量 

トラック 3  カケヤ 15  照明灯 6 

小型又はジープ    スコップ 105  麻袋 40 

一輪車 5  ハンマ 20  土のう袋 440 

リヤカー    タコ    杭丸太 60 

船 2  ツルハシ 3  竹   

無線機 55  力キ板 6  鉄線 4 
   クワ 16  ビニールシー卜 197 
   カマ 23  ロープ(巻) 7 
   ザル    縄(ビニールひも） 9 
   ノコギリ 11  叺 90 
   卜ビ口 3  斧   

   ペンチ 7    
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２－４ 指定緊急避難場所 
 

施設名 所在地 風水害 地震 

上金田集会所 福智町金田 313 番地 × ○ 

神崎一公民館 福智町神崎 969 番地 ○ ○ 

笹尾公民館 福智町神崎 1534 番地 ○ ○ 

神崎二公民館 福智町神崎 1243 番地 ○ × 

神崎三公民館 福智町神崎 1994 番地 2 × ○ 

福吉公民館 福智町神崎 1533 番地 1 ○ ○ 

平原公民館 福智町金田 60番地 1 ○ ○ 

ふれあいスポーツ公園多目的広場 福智町神崎 1098 番地 1 － ○ 

金田義務教育学校グラウンド 福智町金田 1283 番地 － ○ 

旧金田中学校グラウンド 福智町神崎 918 番地 － ○ 

第５区集会所 福智町上野 4029 番地 ○ ○ 

第７区集会所 福智町市場 711 番地 × ○ 

猿田集会所 福智町市場 17番地 7 ○ × 

第１０区集会所 福智町赤池 1098 番地 2 × ○ 

第１２区集会所 福智町赤池 1158 番地 3 × ○ 

第１３区集会所 福智町赤池 296 番地 2 ○ ○ 

第１４区集会所 福智町赤池 205 番地 11 ○ ○ 

第１５区集会所 福智町赤池 371 番地 144 ○ ○ 

高尾集会所 福智町赤池 371 番地 77 ○ ○ 

第１８区集会所 福智町赤池 427 番地 3 ○ ○ 

第２０区公民館 福智町赤池 521 番地 55 ○ ○ 

第２２区集会所 福智町赤池 367 番地 272 ○ ○ 

緑ヶ丘ＮＴ集会所 福智町赤池 971 番地 1 ○ ○ 

赤池ＮＴ集会所 福智町赤池 510 番地 42 ○ ○ 

生力ＮＴ集会所 福智町赤池 1017 番地 145 ○ ○ 

市場教育集会所 福智町市場 876 番地 1 ○ × 

赤池グラウンド 福智町赤池 970 番地 7 － ○ 

市場小学校グラウンド 福智町市場 334 番地 － ○ 

上野小学校グラウンド 福智町上野 2622 番地 － ○ 

赤池中学校グラウンド 福智町市場 336 番地 － ○ 

上弁城集会所 福智町弁城 1126 番地 1 ○ ○ 

新町集会所 福智町弁城 3812 番地 2 ○ ○ 

浄万寺集会所 福智町弁城 1749 番地 2 ○ ○ 

久六集会所 福智町弁城 2180 番地 1 ○ ○ 

春田集会所 福智町弁城 2474 番地 1 × ○ 

迫集会所 福智町弁城 3349 番地 1 × ○ 

宝珠集会所 福智町弁城 2553 番地 1 ○ ○ 

草場集会所 福智町弁城 2687 番地 11 ○ ○ 

二川田集会所 福智町弁城 2987 番地 1 × ○ 



2-4 

31 

施設名 所在地 風水害 地震 

見六集会所 福智町伊方 1005 番地 1 ○ ○ 

中原集会所 福智町伊方 2159 番地 1 ○ ○ 

新門上集会所 福智町伊方 4222 番地 1 × ○ 

新門下集会所 福智町伊方 4134 番地 1 ○ ○ 

野添集会所 福智町伊方 2288 番地 1,2 ○ ○ 

西古門集会所 福智町伊方 3309 番地 1 ○ ○ 

東古門公民館 福智町伊方 2972 番地 5,6 × ○ 

古門団地集会所 福智町伊方 2753 番地 1 ○ ○ 

前村集会所 福智町伊方 3271 番地 ○ ○ 

大黒団地集会所 福智町伊方 2425 番地 ○ ○ 

犬星集会所 福智町伊方 3647 番地 2 × ○ 

後谷集会所 福智町伊方 3978 番地 1 ○ ○ 

鶴ヶ丘公民館 福智町伊方 4000 番地 36 ○ ○ 

八幡町大正町集会所 
福智町伊方 4500 番地 

27、30、62 
○ ○ 

東区公民館 福智町伊方 4510 番地 1 ○ ○ 

山の手集会所 福智町伊方 4753 番地 1 ○ ○ 

松原集会所 福智町弁城 2338 番地 4 ○ ○ 

萩ヶ原団地集会所 福智町伊方 4474 番地 17 ○ ○ 

湧渕団地集会所 福智町伊方 4474 番地 10 ○ ○ 

東長浦団地集会所 福智町伊方 2490 番地 1 ○ ○ 

職員区集会所 福智町伊方 4615 番地 1 ○ ○ 

東ヶ丘集会所 福智町伊方 2476 番地 29 ○ ○ 

福智町方城グラウンド 福智町伊方 4478 番地 4 － ○ 

伊方小学校グラウンド 福智町伊方 3922 番地 － ○ 

弁城小学校グラウンド 福智町弁城 1936 番地 － ○ 

方城中学校グラウンド 福智町伊方 3862 番地 － ○ 

（資料：福岡県防災 HP） 
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２－５ 指定避難所 

 

自主避難所・指定避難所・指定福祉避難所 

施設名 所在地 電話番号 風水害 地震 

金田隣保館 福智町金田 1153 番地 1 0947-22-2802 ○ × 

コスモスコミュニ

ティセンター 
福智町赤池 970 番地 1･2 0947-22-1521 ○ ○ 

福智町方城防災館 福智町伊方 4488 番地 1 0947-22-7771 ○ ○ 

（資料：福岡県防災 HP、福智町防災ハザードマップ） 

 

指定避難所 

施設名 所在地 電話番号 風水害 地震 

福智町立金田義務教

育学校 
福智町金田 1283 番地 0947-22-9007 ○ ○ 

福智町金田体育センター 福智町神崎 1098 番地 130 0947-22-5868 ○ ○ 

福智町ふれあい塾 福智町神崎 1094 番地 0947-22-5400 ○ ○ 

福智町立市場小学校 福智町市場 334 番地 0947-28-2009 × ○ 

福智町立上野小学校 福智町上野 2622 番地 0947-28-2133 ○ ○ 

福智町立赤池中学校 福智町市場 336 番地 0947-28-2117 ○ ○ 

大浦隣保館 福智町上野 3671 番地 3 0947-28-3139 ○ × 

福智町立伊方小学校 福智町伊方 3922 番地 0947-22-0127 ○ ○ 

福智町立弁城小学校 福智町弁城 1936 番地 0947-22-0129 ○ ○ 

福智町立方城中学校 福智町伊方 3862 番地 0947-22-0237 ○ ○ 

ふれあい館 福智町弁城 2212 番地 4 0947-22-3736 ○ ○ 

やすらぎ館 福智町伊方 3042 番地 0947-22-2098 × ○ 

福智町地域交流センター 福智町伊方 4478 番地 1 0947-22-4300 ○ ○ 

（資料：福岡県防災 HP） 
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２－６ 福祉避難室 

 

施設名 所在地 電話番号 風水害 地震 

金田隣保館 福智町金田 1153 番地 1 0947-22-2802 ○ × 

コスモスコミュニ

ティセンター 
福智町赤池 970 番地 1･2 0947-22-1521 ○ ○ 

福智町方城防災館 福智町伊方 4488 番地 1 0947-22-7771 ○ ○ 
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２－７ 児童福祉施設 

 

施設名 所在地 電話番号 備  考 

地域子育て支援センター 

福智町赤池 970 番地 1･2 

 福智町コスモスコミュ

ニティセンター内 

0947-22-2401  

（資料：福智町 HP）
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２－８ 医療機関 

 

施設名 所在地 電話番号 備  考 

医療法人上野病院 田川郡福智町上野 3420 0947-28-2182  

田川慈恵病院 田川郡福智町弁城 3552 0947-22-1887  

方城療育園いきがい 
田川郡福智町弁城 4193-

15 
0947-22-5888  

（資料：福岡県 HP 福岡県病院名簿(R7.4.1 現在） 

 

診療所 

施設名 所在地 電話番号 備  考 

福智町立方城診療所 
田川郡福智町弁城 2239-

10 
0947-22-0242  

（資料：福智町 HP） 

 

施設名 所在地 電話番号 備  考 

宇都宮医院 田川郡福智町金田 924-4 0947-22-0038  

医療法人 

たくまクリニック 
田川郡福智町金田 1858-10 0947-22-7770  

医療法人 

赤池協同医院 
田川郡福智町赤池 521 0947-28-3750  

医療法人壽仁会 

方城中央クリニック 
田川郡福智町伊方 4451-2 0947-22-7777  

原田眼科 田川郡福智町赤池 240-1 0947-28-6767  

医療法人 

上野病院 
田川郡福智町上野 3420 0947-28-2182  

田川慈恵病院 田川郡福智町弁城 3552 0947-22-1887  

（資料：病院ナビ http://byoinnavi.jp/） 
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２－９ 歯科医院 

 

施設名 所在地 電話番号 備 考 

医療法人博桜会 さくら歯科 田川郡福智町金田 934-8 0947-22-7875  

田中歯科医院 田川郡福智町赤池 931-4 0947-28-2464  

医療法人正和会 ひまわり歯科 田川郡福智町赤池 927-6 0947-49-8888  

医療法人 すみれクリニック 田川郡福智町金田 60-23 0947-22-5788    

すぎはら歯科医院 田川郡福智町伊方 4487-23 0947-22-0233  

聖デンタルクリニック 田川郡福智町弁城 3527-1 0947-23-2324  

永末歯科医院 田川郡福智町金田 841-11 0947-22-0070  

永冨歯科クリニック 田川郡福智町神崎 871-4 0947-85-8930  

ひいらぎ歯科医院 田川郡福智町金田 921-16 0947-22-0338  

（資料：病院ナビ http://byoinnavi.jp/） 
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２－１０ 保育所（園） 

 

施設名 所在地 電話番号 備  考 

神崎保育園 福智町神崎 1716 番地 1 0947-22-3399  

第一保育所 福智町弁城 1840 番地 4 0947-22-4476  

福智中央保育園 福智町伊方 4491 番地 2 0947-22-0450  

金田保育園 福智町金田 958 番地 6 0947-22-0435  

そよ風保育園 福智町金田 273 番地 0947-22-3653  

宝見保育園 福智町金田 1336 番地 2 0947-22-4435  

赤池保育所 福智町赤池 859 番地 0947-28-2257  

市場保育所 福智町市場 692 番地 0947-28-2635  

上野保育所 福智町上野 2197 番地 0947-28-2244  

中尾保育所 福智町赤池 418 番地 47 0947-28-3073  

ぎんなん保育園 福智町伊方 3958 番地 1 0947-22-0253  

すずらん保育所 福智町伊方 4448 番地 0947-22-5177  

（資料：福智町 HP） 

 

施設名 所在地 電話番号 備  考 

ひらばる幼稚園 田川郡福智町金田 275 番地 154 0947-22-5622  

（資料：福智町 HP） 
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２－１１ 観測所等 

 

水位観測所 

観測所名 管理者 位  置 所在地 

赤池 遠賀川水系 彦山川 遠賀川河川事務所 上野橋上流約 140m 福智町赤池 

（資料：国土交通省 川の防災情報） 

 

危機管理型水位計 

観測所名 管理者 所在地 

金田大橋 遠賀川水系 彦山川 九州地方整備局 福智町伊方 

高木橋 遠賀川水系 金辺川 九州地方整備局 福智町伊方 

中元寺川 1k000 付近 遠賀川水系 中元寺川 九州地方整備局 福智町神崎 

（資料：国土交通省 川の防災情報） 

 

河川カメラ 

観測所名 管理者 所在地 

赤池水位観測所 遠賀川水系 彦山川 遠賀川河川事務所 福智町 

北田排水樋管 遠賀川水系 彦山川 遠賀川河川事務所 福智町 

彦山川（右岸 9k400）方城排水樋管  

遠賀川水系 彦山川 

遠賀川河川事務所 福智町伊方地先 

（資料：国土交通省 川の防災情報） 

 

雨量観測所 

観測所名 所在地 

福智町役場 福智町金田 937 番地 2 
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２－１２ 災害時における臨時ヘリポート 

 

所在地 臨時離着陸場名 施設管理者 
備考（広さ） 

巾 m×長さ 

金田 962 旧金田小学校グラウンド 福智町 7,776 ㎡ 

神崎 918 旧金田中学校グラウンド 福智町 5,360 ㎡ 

神崎 1056-1 金田球場 福智町 10,350 ㎡ 

神崎 1098-1 金田ふれあいスポ-ツ公園多目的広場 福智町 14,799 ㎡ 

金田 1159-1 ふれあいイベント広場 福智町 4,956 ㎡ 

上野 2622 上野小学校グラウンド 福智町 3,420 ㎡ 

市場 334 市場小学校グラウンド 福智町 8,200 ㎡ 

市場 336 赤池中学校グラウンド 福智町 15,491 ㎡ 

赤池 976-7 赤池グラウンド 福智町 125×80 

彦山川河川敷 彦山川中元寺川合流点河川敷 遠賀川河川事務所 50×400 

赤池 970-8  赤池球場 福智町 50×80 

伊方 3862 方城中学校グラウンド 福智町 9,642 ㎡ 

伊方 3922 伊方小学校グラウンド 福智町 3,369 ㎡ 

弁城 1936 弁城小学校グラウンド 福智町 4,869 ㎡ 

伊方 4478-4 方城グラウンド 福智町 130×80 

金田 1283 金田義務教育学校グラウンド 福智町 20,860 ㎡ 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編）」(令和 7年 3月修正) 福岡県）
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２－１３ 空中消火用離着陸場一覧表 

 

管轄消防本部名 空中消火用離着陸場名 地名・地番 保 有 

田川地区消防本部 福智町方城グランド 福智町伊方 1 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編）」(令和 7年 3月修正) 福岡県） 
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２－１４ 緊急輸送ネットワーク図 

 

（資料：「福岡県緊急輸送道路ネットワーク図」(令和 6年 3月見直し) 福岡県） 
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２－１５ ゴミ焼却施設 

令和 8年 3月現在 

施設名 さくら環境センター 

竣工年月 令和 7年 3月 

処理方式 

○エネルギー回収施設 
全連続運転ストーカ方式 

 

〇不燃ごみ等処理施設 破砕選別処置方式 

〇資源ごみ等処理施設 

カン 磁選機、アルミ選別機 

ビン 手選別 

PET ボトル 手選別 

容器包装プラスチック 手選別 

能力 

（トン/日） 

○エネルギー回収施設 
172t/日 

(86t/24h×2 炉) 

〇不燃ごみ等処理施設 13t/5h 

〇資源ごみ等処理施設 

カン 1.94t/5h 

ビン 3.52t/5h 

PET ボトル 0.92t/5h 

容器包装プラスチック 0.95t/5h 

紙類 5.94t/5h 

布類 0.23t/5h 

（資料：「田川地区広域環境衛生施設組合 さくら環境センター施設概要 

https://tagawakouiki.jimdofree.com/） 

 

 

 

 

 

 

https://tagawakouiki.jimdofree.com/
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２－１６ し尿処理施設 

令和 5年 3月 31 日現在 

施設名 田川地区クリーンセンター 

竣工年月 令和 3年 8月 

型式 標脱 

能力 

（kL／日） 
390.0 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編）」(令和 7年 3月修正) 福岡県） 
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２－１７ 町有車両 

（R8.1.27時点）     

軽貨物 38 台  マイクロバス 1 台 

軽乗用 15 台  乗用車 18 台 

軽特殊 3 台  ダ ン プ 2 台 

小型乗用 0 台  軽貨物 38 台 

小型貨物 1 台  ワゴン車 7 台 

普通貨物 5 台  消防車 15 台 

普通乗用 8 台  トラクター 5 台 

普通乗合 4 台  普通特殊 1 台 

小型特殊 5 台  軽特殊 3 台 

普通特殊 17 台  身障者輸送車 1 台 

公用車総台数 96 台  貨物 1 台 

    給食配送車 3 台 

    給水車 1 台 

    公用車総台数 96 台 
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２－１８ 給水車及び給水タンク保有状況 

令和 6年 4月 1日現在 

市町村 

給水車 トラック 給水タンク 

3t 

以

上 

2

t 
1t 3t 2t 1 . 5 t 1.25t 1t  軽 0.35t 2t 1.5t 1.2t 1t 0.5t 

田川広域 

水道企業団 
 1   2     1 2  1 2 12 

（資料：「福岡県地域防災計画（資料編）」(令和 7年 3月修正) 福岡県） 

 

 

 



 

 

46 
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３－１ 災害時の連絡先 

令和 8年 3月現在 

（非）：非常・緊急通話取扱い電話番号 

名  称 ＴＥＬ 
防災行政無線

TEL 
(防災無線)FAX 住     所 

 町 行 政 機 関 

福智町役場 
0947-22-0555 
FAX  22-0782 

78-603-70 78-603-75 田川郡福智町金田 937-2 

福智町消防団 
0947-22-0555 
FAX 22-0782 

  田川郡福智町金田 937-2 

 福 岡 県 

(非)災害時優先電
話 

092-641-4734   福岡市博多区東公園 7-7 

【防災危機管理局】 FAX 643-3117  
78-700-7390 
～7393、7399 

〃 

防災企画課    〃 

課長 092-643-3106 78-700-7020  〃 

国民保護係 092-643-3123 78-700-2489  〃 

防災企画係 092-643-3112 78-700-7021  〃 

防災情報係 092-643-3114 78-700-7024  〃 

原子力安全対策係 092-643-3115 78-700-2487  〃 

統括班  78-700-7022   

消防防災指導課    〃 

課長席  78-700-2490   

消防係 092-643-3111 78-700-7025  〃 

防災指導係 092-643-3113 78-700-7023  〃 

ネットワーク管理
室（統制室） 

092-643-3116 78-700-7026  〃 

ＦＡＸ(災害対策
本部室） 

 
78-700-7390 
～7392 

  

ＦＡＸ(設備操作室）  78-700-7393   

Ｆ Ａ Ｘ ( ネ ッ ト
ワーク管理室（統
制室）） 

 78-700-7394   

宿直室  78-700-7027  〃 

通信機械室  78-700-7028  〃 

衛星回線無線室  
78-700-7330 
～7339 

  

(非)災害対策本部
室 

092-643-3986 
～3989 

78-700-7500 
～7504 

 〃 

(非)総務部県民情
報広報課 

092-622-1907 78-700-7016  〃 

企画・地域振興部     

(非)総合政策課 092-641-6657 78-700-7032  〃 

(非)行財政支援課 092-641-6393    

人づくり・県民
生活部 

    

 社会活動推進課 092-643-3379 78-700-7092   

保険医療介護部     

 部長室  78-700-7040   

保健医療介護総務課 092-643-3237 78-700-7042  〃 

福祉労務部     

(非)福祉総務課 094-622-6394 78-700-7082  〃 
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名  称 ＴＥＬ 
防災行政無線

TEL 
(防災無線)FAX 住     所 

環境部     

環境政策課 092-643-3354 78-700-7052   

商工部     

(非)商工政策課 092-622-1404 78-700-7062  〃 

農林水産部     

 部長室(秘書室)  78-700-7070   

(非)農林水産政策課  092-641-4665 78-700-7072  〃 

県土整備部     

部長室(秘書室)  78-700-7100   

県土整備総務課 092-643-3636 78-700-7102  〃 

(非)河川管理課 092-643-5108 78-700-7103 78-700-7396  

(非)砂防課 092-643-6599 78-700-7104   

(非)道路維持課 092-643-5107 78-700-7105   

FAX  78-700-7106   

建築都市部     

(非)建築都市総務課 092-651-0618 78-700-7112  〃 

会計管理局     

(非)会計課 092-643-3772 78-700-7122  〃 

教育庁     

 総務企画課  78-700-7132   

企業局     

 管理課 092-643-3785 78-700-7142   

電話交換機室     

 電話交換機室  78-700-7439   

飯塚農林事務所 0948-21-4951 
78-820-701 
(総務課長) 

78-820-760 飯塚市新立岩 8-1 

田川県土整備事務所 0947-42-9111 
78-819-711 
(総務課長) 

78-820-761 
( F A X ( 2 F ｺ
ﾋ ﾟ ｰ ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ
室 ) )  

田川市大字伊田 4543-1 

田川保健福祉事務所 0947-42-9313 
78-832-740 
(防災電話) 

78-832-763 
(防災 FAX) 

田川市大字伊田松原通り
3292-2 

 警  察 

福岡県警察本部 092-641-4141   福岡市博多区東公園 7-7 

 警備課  78-700-7202   

 交通管制ｾﾝﾀｰ  78-700-7203   

 通信指令室  78-700-7204   

田川警察署 0947-42-0110   田川市平松町 3-36 

田川警察署 
金田交番 
赤池交番 
方城交番 

0947-42-0110 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
田川郡福智町金田 704 
田川郡福智町赤池 1128-5 
田川郡福智町伊方 4448-47 
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名  称 ＴＥＬ 
防災行政無線

TEL 
(防災無線)FAX 住     所 

 指定地方行政機関 

国土交通省 
遠賀川河川事務所 

0949-22-1830   直方市溝堀 1丁目 1-1 

福岡管区気象台 092-725-3601 78-981-70  福岡市中央区大濠 1-2-36 

九州農政局 096-211-9111   熊本市西区春日 2-10-1 

九州森林管理局 
福岡森林管理署 

092-843-2100   福岡市早良区百道 1-16-29 

 自衛隊 

陸上自衛隊 
第４師団司令部 
（第３部防衛班） 

092-591-1020 78-983-70  春日市大和町 5-12 

陸上自衛隊 
第２高射特科団 

0948-22-7651   飯塚市大字津島 282 

 指定地方公共機関 

九州電力㈱ 
田川営業所 

0120-986-105   田川市大字奈良 1639-5 

(社)福岡県ＬＰガ
ス協会 

092-476-3838   福岡市博多区山王 1-10-15  

九州旅客鉄道㈱ 092-474-2643   福岡市博多区博多駅前3-25-21 

平成筑豊鉄道㈱ 0947-22-1000   田川郡福智町金田 1145-2 

西鉄バス筑豊㈱ 0947-44-0248   田川市弓削田字秋丸 233-3 

日本赤十字社 
福岡県支部 092-523-1171 78-980-0  福岡市南区大楠 3-1-1 

日本放送協会 
福岡放送局 092-724-2800 

78-982 

(内線無) 
 福岡市中央区六本松 1-1-10 

 その他防災上重要な機関 

田川地区消防本部 0947-44-0650 
78-669-70 

(指令課通信指令室) 

78-669-75 

(FAX) 
田川市川宮 1570 

金田郵便局 
赤池郵便局 
方城郵便局 

0947-22-0042 

0947-28-2042 

0947-22-0901 

 

 

 

 

 

 

田川郡福智町金田1107-2 

田川郡福智町赤池521-60 

田川郡福智町伊方3967-1 

福智町商工会 0947-28-5055   田川郡福智町赤池968 

田川農業協同組合 0947-44-4030   田川市伊田3550 

福智町社会福祉協
議会 

0947-22-6631   
田川郡福智町金田 1154-2 

金田社会福祉センター内 

田川医師会 0947-44-1647   田川市伊田町 2735-23 

田川歯科医師会 0947-42-3095   田川市大字伊加利1585-7 

田川薬剤師会 0947-42-8883   田川郡川崎町池尻 607 

福岡県病院薬剤師会 092-642-5921   
福岡市東区馬出3-1-1 

 九州大学病院薬剤部内 

田川地区広域環境衛
生施設組合 

0947-23-1553   
田川郡大任町大字今任原

3888-1 

九州電力㈱ 
田川営業所 

0120-639-455   田川市大字奈良 1639-5 

西日本電信電話㈱ 092-474-6160   福岡市博多区博多駅東2-3-1 

日本銀行福岡支店 092-725-5511   福岡市中央区天神 4-2-1 
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（資料：電話番号：「福岡県地域防災計画(基本編・風水害対策編)」(令和 7 年 9 月) 福岡

県）,各官公庁等の HP 

防災行政無線(令和 5年度現在)：「福岡県地域防災計画（資料編）」(令和

7 年 3 月修正) 福岡県） 
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４－１ 福智町防災会議条例 

 

平成 18 年 3 月 6 日条例第 14 号  

 

福智町防災会議条例  

 

(趣旨)  

第 1 条  この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号 )第 16 条第 6 項の

規定に基づき、福智町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組

織を定めるものとする。  

 

(所掌事務)  

第 2 条  防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

(1) 福智町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。  

(2) 福智町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情

報を収集すること。  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限

に属する事務  

 

(会長及び委員)  

第 3 条  防災会議は、会長及び委員をもって組織する。  

2 会長は、町長をもって充てる。  

3 会長は、会務を総理する。  

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理す

る。  

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

(1) 福岡県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者  

(2) 福岡県警察の警察官のうちから町長が任命する者  

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者  

(4) 教育長  

(5) 消防長及び消防団長  

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者  

6 前項第 1 号、第 2 号、第 3 号及び第 6 号の委員の定数は、それぞれ 2 人、1 人、

5 人及び 4 人とする。  

7 委員の任期は、2 年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、そ

の前任者の残任期間とする。  

 

(専門委員)  

第 4 条  防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、福岡県の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから町長

が任命する。  

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるも

のとする。  

 

(委任)  

第 5 条  この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に

関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。  

 

附 則  

この条例は、平成 18 年 3 月 6 日から施行する。
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４－２ 福智町災害対策本部条例 

 

平成 18 年 3 月 6 日条例第 15 号  

 

福智町災害対策本部条例  

 
(趣旨)  

第 1 条  この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号 )第 23 条第 7 項の

規定に基づき、福智町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必

要な事項を定めるものとする。  

 

(組織)  

第 2 条  災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監

督する。  

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故がある

ときは、その職務を代理する。  

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事

する。  

 

(部)  

第 3 条  災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くこと

ができる。  

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。  

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。  

4 部長は、部の事務を掌理する。  

 

(委任)  

第 4 条  この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害

対策本部長が定める。  

 

附 則  

この条例は、平成 18 年 3 月 6 日から施行する。
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４－３ 福智町消防団の組織等に関する規則 

 

平成 18年 3 月 6日規則第 88 号 

 

福智町消防団の組織等に関する規則 

 
(趣旨) 

第 1条  この規則は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 18 条第 2 項及び

第 23 条第 2 項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

   (平 26 規則 1・一部改正)  

 

  (組織) 

第 2 条 福智町消防団の設置等に関する条例(平成 18 年福智町条例第 148 号)に

基づき設置した福智町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本部分団

のほか、14 個分団で構成する。  

 

  (本部の位置) 

第 3条 消防団の本部は、福智町役場内に置く。  

 

  (分団の名称及び区域) 

第 4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。 

名称  区分  

本部分団  町内一円  

第 1 分団  敷島町、新町、本町、天神町、昭和町、宝見、人見  

第 2 分団  東金田、西金田、堀川  

第 3 分団  上金田、平原、高見町  

第 4 分団  東古門、中古門、西古門、大黒、東長浦  

第 5 分団  八幡町、鶴ヶ丘、大正町、東区、山の手、松原、矢久保、荻ヶ

原、職員区、犬星、後谷、前村、大正町、湧渕  

第 6 分団  丸山、長浦、見六、広谷、中原、新門、野添、東ヶ丘  

第 7 分団  上弁城、新町、浄万寺、久六、春田、迫、宝珠、草場、二川田  

第 8 分団  上里、中里、山崎、大谷、高見台、板取、北田  

第 9 分団  天郷、皿山、小路、原、堀田、常福、今屋敷、原田、薬王寺、大

久保  

第 10 分団  天郷、大浦、上谷、中谷、下谷、諏訪山  

第 11 分団  上組、下組、春日、市津、石松、猿田、8 の 1～8 の 5、吉ヶ浦  

第 12 分団  松本、朝日町、中央台、上桜、下桜、西ヶ丘、ひまわり、中町、

南町、東町、北町、新町、花園、コスモスタウン、小藤、西町、

下西町、伏原、緑ヶ丘ニュータウン、赤池ニュータウン、生力

ニュータウン、桜ニュータウン、サンタウン、工場団地  

第 13 分団  東組、中組、西組、岩屋組、上の原、板屋、本町、貴船、旭ヶ

丘、下町、大和町、昭和町、稲荷町、車道、暁町、徳人原、伏

原、高尾、上寿、下寿、西寿  

第 14 分団  神崎、南木、福吉、竹本、太陽、星ヶ丘  

 

(消防団員の階級) 

第 5 条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員
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とする。 

 

(消防団員の職務) 

第 6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。 

階級  職務内容  

消防団長  消防団を統括し、消防団員を指揮し、監督する。  

副団長  消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が

欠けたときは、その職務を代理する。  

分団長  消防団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団

員を指揮監督する。  

副分団長  分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠け

たときは、その職務を代理する。  

部長  上司の命を受け、当該部の事務をつかさどる。  

班長 上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。 

団員 上司の命を受け、消防事務に従事する。 

2 消防団長及び副団長が共に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指名するものが

消防団長の職務を代理する。 

 

(消防訓練及び礼式) 

第 7 条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和 40 年消防庁告示

第 1号) によるものとする。 

 

(消防団員の服制) 

第 8 条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和 25 年国家公安委員会告示第

1号)に よるものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成 18年 3 月 6 日から施行する。 

 

附 則(平成 26年 3 月 28 日規則第 1号) 

この規則は、平成 26年 4 月 1 日から施行する。 
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４－４ 福智町消防団の設置等に関する条例 

 

平成 18 年 3 月 6日条例第 148 号 

 

 

福智町消防団の設置等に関する条例 

  

(趣旨) 

第 1条 この条例は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 18 条第 1 項の規定に基づき、消防団

の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。 

  (平 26 条例 4・一部改正) 

 

(設置) 

第 2条 本町に、消防団を設置する。 

 

(名称及び区域) 

第 3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。 

名称 福智町消防団 

区域 福智町一円 

 

 

附 則 

この条例は、平成 18年 3 月 6 日から施行する。 

附 則(平成 26年 3 月 31 日条例第 4号) 

この条例は、平成 26年 4 月 1 日から施行する。 
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４－５ 福智町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例 

 

平成 18 年 3 月 6日条例第 149 号 

 

 

福智町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例 

 
     

(趣旨) 

第 1条 この条例は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 19 条及び第 22 条から第 25 条まで

の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び

懲戒、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平 26 条例 5・一部改正) 

     

(定員) 

第 2条 消防団員の定数は、395 名とする。 

2 役付団員の階級及び定員は、次のとおりとする。 

団長 1 名 

副団長 3名 

分団長 15 名 

副分団長 17 名 

部長 若干名 

班長 若干名 

(令 2条例 3・一部改正) 

     

(任用) 

第 3 条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の

団員は、次に掲げる者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。 

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は町内に勤務する者 

(2) 年齢 18 歳以上の者   

(3) 志操堅固で身体強健な者 

    

2 前条第 2 項に規定する役付団員の任用については、団長が団員のうちから選考し、町長の承

認を得て任用する。 

   

3 役付団員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。 

(令 2条例 3・一部改正) 

     

(欠格事項) 

第 4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。 

(1)  拘禁刑以上の刑に処せられてその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

(2) 第 6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

(3) 6 箇月以上本町内の居住地を離れて生活する者 

    (令 3 条例 20・令 6条例 21・一部改正) 

 

(分限) 

第 5 条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免

職することができる。 

(1) 勤務成績がよくない場合 

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

(3) 前 2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合 
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(4) 第 2条第 1項に規定する定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合 

    

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。 

(1) 前条第 1号又は第 3号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移したとき。 

(令 2条例 3・令 3条例 20・一部改正) 

      

(懲戒) 

第 6 条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は

免職の処分にすることができる。 

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。 

    

2 停職は、1月以内の期間を定めて行うものとする。 

     

(手続) 

第 7 条 分限及び懲戒に関する処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなけれ

ばならない。 

     

(服務規律) 

第 8 条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けな

い場合であっても、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動

計画に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。 

     

(団員が居住地を離れる場合の義務) 

第 9 条 団員が 10 日以上居住地又は勤務場所を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他

の団員は団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上

が同時に居住地を離れることはできない。 

     

(秘密保持の義務) 

第 10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

     

(阻害行為等の禁止) 

第 11 条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集

団的行動を行ってはならない。 

     

(報酬) 

第 12条 団員には、別表第 1に定める報酬を支給する。 

(令 2条例 3・一部改正) 

     

(出動報酬) 

第 13条 団員には、別表第 2に定める出動報酬を支給する。 

(令 2条例 3・令 4条例 11・一部改正) 

 

(費用弁償) 

第 14条 団員が公務遂行のため旅行したときは、別表第 3に定める費用弁償を支給する。 

(令 4条例 11・追加) 

     

(委任) 

第 15条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

    (令 4条例 11・旧第 14 条繰下) 
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附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18年 3月 6 日から施行する。 

   

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の赤池町消防団条例(昭

和 25 年赤池町条例第 147 号)、金田町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等

に関する条例(昭和 40 年金田町条例第 411 号)又は方城町消防団員の定員、任用、給与、分限

及び懲戒、服務等に関する条例(昭和 42 年方城町条例第 3 号)(以下これらを「合併前の条

例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

 

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。 

 

4 施行日において、第 2 条に定める定員に過員を生ずる場合は、役付団員については平成 18 年 3

月 31日までに、その他の団員については平成22年 3月 31日までに随時減員するものとする。 

 

5 施行日の前日において合併関係町(合併前の赤池町、金田町及び方城町をいう。以下同じ。)

の消防団員であった者で引き続き福智町消防団員となったものについては、第 3 条第 3 項の

規定中「4年」とあるのは、「平成 22 年 3 月 31 日まで」とする。ただし、合併関係町の消防

団長、副団長であった者で福智町消防団長及び副団長にならなかったものについては、「本

部付団長」及び「本部付副団長」として本部に在籍し、同条第 3 項及び前項の規定にかかわ

らず、合併関係町での任期まで在任するものとする。 

 

 

附 則(平成 26年 3 月 31 日条例第 5号) 

この条例は、平成 26年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27年 3 月 19 日条例第 16 号) 

この条例は、平成 27年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 18 日条例第 3号) 

この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 6月 15日条例第 20号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 16日条例第 11号) 

この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

 

 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和 6条例 21)抄 

 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

第 4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

 

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとさ

れ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることと

される罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令

和 4 年法律第 67 号。以下「刑法等一部改正法」という。)第 2 条の規定による改正前の刑法

(明治 40 年法律第 45 号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以

下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第 13 条に規定
する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法

第 16 条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は

禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を

同じくする拘留とする。 
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(人の資格に関する経過措置) 

第 5 条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることと

され、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によること

とされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期

禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられ

た者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 

(経過措置の規則への委任) 

 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規

則で定める。 

 

附則(令和 6年 12月 12日条例第 21号) 

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。 

 

 

   

別表第 1(第 12 条関係) 

(平 27 条例 16・全改、令 2条例 3・旧別表第 2繰上、令 4条例 11・一部改正) 

報酬額 

区分  単位  報酬額  

団長  年額  82,500 円  

副団長  〃  69,000 円  

分団長  〃  50,500 円  

副分団長  〃  45,500 円  

部長  〃  40,000 円  

班長  〃  37,000 円  

団員  〃  36,500 円  

 

別表第 2(第 13 条関係) 

(令 2条例 3・旧別表第 3繰上、令 4条例 11・一部改正) 

消防団員出動報酬表 

職務の種類 単位 金額 

風水害・火災等 1 日につき 4 時間未満 4,000 円 

1 日につき 4 時間以上 8,000 円 

その他 1 回 2,000 円 

 

別表第 3(第 14 条関係) 

(令 2条例 3・旧別表第 4繰上、令 4条例 11・一部改正) 

消防団員費用弁償(旅費)表 

職名  種別  

団長  福智町職員の旅費に関する条例(平成 20 年福智町条例第

5 号)に準じて支給 

副団長  〃  

分団長  〃  

副分団長  〃  

部長  〃  

班長  〃  

団員  〃  
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４－６ 福智町消防団員の定年に関する規則 

 

平成 18 年 3 月 6 日規則第 89 号  

 

 

福智町消防団員の定年に関する規則  

 

(目的)  

第 1 条  この規則は、福智町消防団員の新陳代謝を図り、もって消防体制の強化

に努めることを目的とする。  

 

(定年)  

第 2 条  消防団員の定年は、年齢 68 年とする。  

    （H25 規則 7・一部改正）  

(定年による退職)  

第 3 条  消防団員は、定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の

3 月 31 日に退職する。  

 

2 役職消防団員は、任期満了日をもって退職する。ただし、任期満了日におい

て 67 歳以上の者で、当該年度内に 68 歳に達するものは、任期満了日をもって

勇退するものとする。  

3 役職消防団員(団長及び副団長)が任期中に 68 歳に達したときは、任期満了日

をもって退職する。  

    （H25 規則 7・一部改正）  

附 則 

この規則は、平成 18年 3 月 6 日から施行する。 

附 則(平成 25年 10 月 1 日規則第 7号) 

この規則は、平成 25年 10 月 1 日から施行する。 
 



4-7 

61 

４－７ 福智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

 

平成 18 年 3 月 6日条例第 150 号 

 

 

福智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

 

 
(目的) 

第 1 条 この条例は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 25 条の規定に基づ

き、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者 (死亡による退

職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。 

(平 26 条例 6・一部改正)  

     

(退職報償金の支給額) 

第 2 条 退職報償金は、非常勤消防団員として 5 年以上勤務して退職した者に、

その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。  

     

(退職報償金の支給基礎となる階級) 

第 3 条 前条の階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、

その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が 1 年に満たないとき

は、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属

していた階級より上位の階級に属していた期間が 1 年以上あるときは、総務省

令の定めるところにより規則で定める階級とする。  

     

(勤務年数の算定) 

第 4 条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間

を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合における

その基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職

した日の属する月までの期間が 1 年に満たない場合における当該期間について

は、この限りでない。  

   

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職し

た日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常

勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、

後の就職に係る勤務年数には算入しない。  

     

第 4 条の 2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合に

は、その期間は、勤務年数に算入しない。  

     

(遺族の範囲) 

第 5 条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に

掲げる者とする。  

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時、事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者を含む。)  

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤消防団員の死亡当時主とし

て、その収入によって生計を維持していたもの  

(3) 前号に該当しない子及び父母  

    

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、

同項第 2 号及び第 3 号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げ

る順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。  
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3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が 2 人以上ある場合においては、そ

の人数により等分して支給するものとする。  

     

 

(遺族からの排除) 

第 5条の 2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。  

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者  

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償

金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に

死亡させた者  

      

(退職報償金支給の制度) 

第 6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。  

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者  

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者  

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者  

(4) 勤務成績が特に不良であった者  

(5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者  

  (令 6 条例 21・一部改正) 

 

(退職報償金支給の時期)  

第 7 条  退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別

の必要があるときは、これによらないことができる。  

     

(支給手続)  

第 8 条  退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。  

     

(委任)  

第 9 条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

     

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、平成 18 年 3 月 6 日から施行する。  

   

(経過措置)  

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、非常勤消防団

員が合併前の赤池町、金田町又は方城町の非常勤消防団員 (以下「合併前非常

勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の赤池町非常勤消防団

員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和 39 年赤池町条例第 13 号)、金田

町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和 39 年金田町条例

第 388 号)又は方城町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭

和 39 年方城町条例第 15 号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定

により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされてい

るものを除く。)は、同条例の規定による勤務年数に合算するものとする。  

   

3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併

前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支

給については、なお合併前の条例の例による。  

    

附 則(平成 18 年 6 月 28 日条例第 158 号 )  

1 この条例は、公布の日から施行する。  
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2 この条例による改正後の福智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関

する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成 18 年 4 月 1 日以後に

退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団

員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、

なお従前の例による。  

   

3 平成 18 年 4 月 1 日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例

の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の福

智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職

報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。  

   

 附則(平成 26年 3月 31 日条例第 6号) 

1 この条例は、平成 26年 4月 1 日から施行する。 

 

2 この条例による改正後の福智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の

規定は、平成 26 年 4 月 1 日以降に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職し

た非常勤消防団員については、なお従前の例による。 

  

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和 6条例 21)抄 

 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

第 4 条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

 

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとさ

れ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされ

る罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和 4 年

法律第 67 号。以下「刑法等一部改正法」という。)第 2 条の規定による改正前の刑法(明治 40 年

法律第 45 号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」と

いう。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第 13 条に規定する禁錮(以下

「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第 16 条に規定す

る拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその

刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 

(人の資格に関する経過措置) 

第 5 条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることと

され、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとさ

れる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処

せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留

に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 

(経過措置の規則への委任) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規

則で定める。 

 

附則(令和 6年 12 月 12 日条例第 21号) 

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。 

 

附則(令和 7年 3月 12 日条例第 5号) 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

 



4-7 

64 

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和 7 年 4 月 1 日以後に退職した非常勤消防団員に

ついて適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。 

 

 

 

別表(第 2条関係)(平 26 条例 6・全改、令 7条例 5・一部改正) 

退職報償金支給額 

階級   勤務年数 

5 年以

上 10 年

未満  

10 年以

上 15 年

未満  

15 年以

上 20 年

未満  

20 年以

上 25 年

未満  

25 年以

上 30 年

未満  

30 年以

上 35 年

未満 

35 年以上  

団長  239,000

円  

344,000

円  

459,000

円  

594,000

円  

779,000

円  

979,000

円 

1,079,000

円  

副団長  229,000

円  

329,000

円  

429,000

円  

534,000

円  

709,000

円  

909,000

円 

1,009,000

円  

分団長  219,000

円  

318,000

円  

413,000

円  

513,000

円  

659,000

円  

849,000

円 

949,000

円  

副分団長  214,000

円  

303,000

円  

388,000

円  

478,000

円  

624,000

円  

809,000

円 

909,000

円  

部長及び

班長 

204,000

円  

283,000

円  

358,000

円  

438,000

円  

564,000

円  

734,000

円 

834,000

円  

団員  200,000

円  

264,000

円  

334,000

円  

409,000

円  

519,000

円  

689,000

円 

789,000

円  



4-8 

65 

４－８ 福智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則 

 

平成 18 年 3 月 6日規則第 90 号 

 

福智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則 

 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は、福智町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成 18 年福

智町条例第 150 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(規則で定める階級) 

第 2 条 条例第 3 条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階

級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて 1

年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。 

  

 

附 則 

この規則は、平成 18 年 3月 6 日から施行する。
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４－９ 福智町消防団員退職記念品贈呈規程 

 

平成 18 年 3 月 6日訓令第 25 号 

 

福智町消防団員退職記念品贈呈規程 

(目的) 

第 1 条 この規程は、福智町消防団員が退職したときに、その功労に対し記念品を贈ることを目

的とする。 

 

(記念品) 

第 2 条 町長は、別表に定めるそれぞれ在職期間及び階級の区分により記念品を贈呈するものと

する。 

 

 (再入団者の取扱い) 

第 3 条 既に記念品の贈呈を受けた者が再入団し、この規程により記念品を受けることとなると

きは、その額は、前条に定める額の 2分の 1とする。 

 

 (贈呈の時期) 

第 4条 第 2 条に定める記念品の贈呈は、退職した時に行うものとする。 

 

 (階級及び在職年数) 

第 5条 階級は、退職日における階級とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。 

 

 (その他) 

第 6条 この規程の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成 18年 3月 6 日から施行する。 

 (経過措置) 

2 第 2 条に規定する在職年数は、合併前の赤池町、金田町又は方城町における在職期間を通算

する。 

 

別表(第 2条関係) 

退職記念品額表            (単位：円) 

在職年数 

階級 

5 年以上 

10 年未満 

10 年以上 

15 年未満 

15 年以上 

20 年未満 

20 年以上 

25 年未満 
25 年以上 

団長 15,000 17,000 26,000 35,000 45,000 

副団長 13,000 15,000 23,000 31,000 40,000 

分団長 11,000 13,000 20,000 27,000 35,000 

副分団長 9,000 11,000 17,000 23,000 30,000 

部長 7,000 9,000 14,000 19,000 25,000 

班長 5,000 7,000 11,000 15,000 20,000 

団員 3,000 5,000 8,000 11,000 15,000 
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４－１０ 福智町消防委員会条例 

 

平成 18 年 3 月 6 日条例第 147 号  

 

 

福智町消防委員会条例  

 

(設置)  

第 1 条  本町における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を

図るため、福智町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。  

 

(所掌事務)  

第 2 条  委員会は、消防団、消防行政に関する重要事項について、町長の諮問に

応じ、又は町長に対し建議する。 

(令元条例 13・一部改正)  

 

(組織)  

第 3 条  委員会は、次の各号に定める委員をもって組織し、町長が委嘱する。 

(1) 消防関係者 4 名 

(2) 学識経験者 4 名 

2 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。委員長に事故があるときは、

委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。 

(令元条例 13・全改) 

 

(委員の任期)  

第 4 条  委員の任期は、4 年とする。ただし、再任を妨げない。  

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。  

 

(会議)  

第 5 条  委員会は、委員長がこれを招集する。 

2 委員会の会議は、委員長が毎年 1 回これを招集する。 

3 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらか

じめ委員に通知しなければならない。 

(令元条例 13・一部改正) 

 

第 6 条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限

りでない。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

(令元条例 13・一部改正) 

 

(庶務)  

第 7 条  委員会に書記を置き、書記は議長の命令を受けて庶務に従事する。  

(令元条例 13・旧第 8 条繰上・一部改正) 
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(委任)  

第 8 条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。  

(令元条例 13・旧第 9 条繰上) 

 

附 則  

この条例は、平成 18 年 3 月 6 日から施行する。 

附 則(令和元年 9 月 19 日条例第 13 号)  

この条例は、公布の日から施行する。 
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４－１１ 福智町災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

平成 18 年 3 月 6日条例第 105 号 

福智町災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

目次 

第 1章 総則(第 1条・第 2条) 

第 2 章 災害弔慰金の支給(第 3条―第 8条) 

第 3 章 災害障害見舞金の支給(第 9条―第 11 条) 

第 4 章 災害援護資金の貸付け(第 12 条―第 15条) 

第 5 章 補則(第 16 条) 

附則 

 

第 1章 総則 

 

(目的) 

第 1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48年法律第 82 号。以下「法」と

いう。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48年政令第 374 号。以下「令」と

いう。)の規定に準拠し、暴風豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰

金の支給を行い、及び自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞

金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸

付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところ

による。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が

生ずることをいう。 

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。 

 

第 2章 災害弔慰金の支給 

 

(災害弔慰金の支給) 

第 3条 町は、町民が令第 1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」とい

う。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第 4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3条第 2項の遺族の範囲とし、その順位は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、

その他の遺族を後にする。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 
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カ 兄弟姉妹 

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位

の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、

実父母を後にする。ただし、兄弟姉妹にあっては、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれも

が存しない場合に限る。 

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いときは、前２項の規

定にかかわらず、第１項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。 

4 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2 人以上あるときは、

その 1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

(平 25 条例 13・一部改正) 

 

(災害弔慰金の額) 

第 5条 災害により死亡した者 1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において

その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた

場合にあっては 500 万円とし、その他の場合にあっては 250 万円とする。ただし、死亡者がそ

の死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これ

らの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

 

(死亡の推定) 

第 6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第 4条の規定

によるものとする。 

 

(支給の制限) 

第 7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第 2条に規定する場合 

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町

長が支給を不適当と認めた場合 

 

(支給の手続) 

第 8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところ

により支給を行うものとする。 

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。 

 

第 3章 災害障害見舞金の支給 

 

(災害障害見舞金の支給) 

第 9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定した

ときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該町民(以下「障害者」とい

う。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

 

(災害障害見舞金の額) 

第 10条 障害者 1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾

病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては 250

万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。 

 

(準用規定) 

第 11条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 
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第 4 章 災害援護資金の貸付け 

 

(災害援護資金の貸付け) 

第 12条 町は、令第 3条に掲げる災害により法第 10 条第 1項各号に掲げる被害を受けた世帯の

町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うも

のとする。 

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10条第 1項に規定する要件に該当するものでな

ければならない。 

 

(災害援護資金の限度額等) 

第 13条 災害援護資金の 1災害における 1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の

被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね 1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」とい

う。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね 3分の 1以上である損害(以下

「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150 万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250 万円 

ウ 住居が半壊した場合 270 万円 

エ 住居が全壊した場合 350 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150 万円 

イ 住居が半壊した場合 170 万円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250 万円 

エ 住居の全体が滅失し、若しくは流失した場合 350 万円 

(3) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住

居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270 万円」と

あるのは「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、「250 万円」とあるの

は「350 万円」と読み替えるものとする。 

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち 3年(令第 7条第 2項括弧書の

場合は、5年)とする。 

 

(保証人及び利率) 

第 14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間

中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年 1.5 パーセントとする。 

3 第 1 項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連携して債務を負担するものとし、

その保証債務は、令第 9条の違約金を包含するものとする。 

 (令 3 条例 8・一部改正) 

 

(償還等) 

第 15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも

繰上償還をすることができる。 

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第 13条、第 14

条第 1項及び第 16条並びに令第 8条、第 9条及び第 12条の規定によるものとする。 

 (令 3 条例 8・一部改正) 

 

第 5章 補則 

 

(委任) 

第 16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18年 3月 6 日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤池町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成 3

年赤池町条例第 6号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 50年金田町条例第 630 号)又は

災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和 49 年方城町条例第 7号)の規

定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

 

附 則(平成 25年 9月 26 日条例第 13 号) 

この条例は、平成 25 年 10 月 1日から施行する。 

 

附 則(令和 3年 3月 17 日条例第８号) 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の福智町災害弔慰金の支給等に関する条例第 14条第２項、第 14 条第

３項及び第 15条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対する災害援護金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を

受けた世帯の世帯主に対する災害援護金の貸付けについては、なお従前の例による。 
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４－１２ 福智町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

 

平成 18 年 3 月 6日規則第 46 号 

 

福智町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

 

目次 

第 1章 総則(第 1条) 

第 2章 災害弔慰金の支給(第 2条・第 3条) 

第 3章 災害障害見舞金の支給(第 4条・第 5条) 

第 4章 災害援護資金の貸付け(第 6条―第 18 条) 

第 5章 補則(第 19 条) 

附則 

    

第 1章 総則 

 

（趣旨) 

第 1 条 この規則は、福智町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成 18 年福智町条例第 105 号。

以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

     

 

第 2章 災害弔慰金の支給 

 

（支給の手続) 

第 2 条 町長は、条例第 3 条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査

を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日 

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

 

（必要書類の提出) 

第 3 条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災

証明書を提出させるものとする。 

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。 

 

  

第 3章 災害障害見舞金の支給 

 

（支給の手続) 

第 4 条 町長は、条例第 9 条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の

調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日 

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(3) 障害の種類及び程度に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 
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（必要書類の提出) 

第 5 条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、

負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。 

2 町長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82 号)別表に規

定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第 1号)を提出させるものとする。 

     

 

第 4章 災害援護資金の貸付け 

 

（借入れの申込み) 

第 6 条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」

という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申

込書」という。)を町長に提出しなければならない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

 

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額

を記載した診断書 

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっ

ては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借

入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

(3) その他町長が必要と認めた書類 

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月 1 日から起算して 3 月を

経過する日までに提出しなければならない。 

 (令 3規則 6・一部改正) 

 

（保証人) 

第 7 条 保証人は、独立の生計を営み、かつ、保証能力を有する者で、町長が適当と認める者で

なければならない。 

 (令 3規則 6・追加) 

 

（調査) 

第 8 条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯

の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

 (令 3規則 6・旧第 7条繰下) 

 

（貸付けの決定) 

第 9 条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償

還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第 3 号。以下「貸付決定通

知書」という。)を、借入申込者に交付するものとする。 

2 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付

不承認決定通知書(様式第 4号)を、借入申込者に通知するものとする。 

 (令 3規則 6・旧第 8条繰下) 

 

（借用書の提出) 

第 10 条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書（保証人を立て

る場合は、保証人の連署した借用書）(様式第5号。以下「借用書」という。)を町長に提出しな
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ければならない。 

 (令 3規則 6・旧第 9条繰下・一部改正、令 5規則 3・一部改正) 

 

（貸付金の交付) 

第 11条 町長は、借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。 

 (令 3規則 6・旧第 10 条繰下) 

 

（償還の完了) 

第 12 条 町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了し

たときは、当該借受人に係る借用書を遅滞なく返還するものとする。 

(令 3規則 6・旧第 11条繰下、令 5規則 3・一部改正) 

 

（繰上償還の申出) 

第 13 条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第 6 号)を町長に提出するものと

する。 

 (令 3規則 6・旧第 12 条繰下) 

 

（償還金の支払猶予) 

第 14 条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする

理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)

を、町長に提出しなければならない。 

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と

認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第 8 号)を、当該借受人に交付するものとす

る。 

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第 9 号)

を、当該借受人に交付するものとする。 

 (令 3規則 6・旧第 13 条繰下) 

 

（違約金の支払免除) 

第 15 条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金

支払免除申請書(様式第 10 号)を町長に提出しなければならない。 

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び

支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第 11 号)を、当該借受人に交

付するものとする。 

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第 12

号)を、当該借受人に交付するものとする。 

 (令 3規則 6・旧第 14 条繰下) 

 

（償還免除) 

第 16 条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償

還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項

を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第 13 号)を、町長に提出しなければならない。 

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったこ

とを証する書類 

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第

14 号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。 

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様

式第 15 号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。 

 (令 3規則 6・旧第 15 条繰下) 
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（督促) 

第 17 条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するもの

とする。 

 (令 3 規則 6・旧第 16条繰下) 

 

（氏名又は住所の変更届等) 

第 18 条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生

じたときは、借受人は、速やかに、町長に氏名等変更届(様式第 16 号)を提出しなければなら

ない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出

るものとする。 

 (令 3 規則 6・旧第 17条繰下) 

 

第 5章 補則 

 

（その他) 

第 19 条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護

資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、別に定める。 

 (令 3規則 6・旧第 18 条繰下) 

 

 

附 則 

（施行期日) 

1 この規則は、平成 18年 3月 6 日から施行する。 

（経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤池町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸

付けに関する条例施行規則(昭和 53年赤池町規則第 11号)、金田町災害弔慰金の支給及び災害

援護資金の貸付けに関する条例施行規則(昭和 50 年金田町規則第 139 号)又は災害弔慰金の支

給及び災害援護資金の貸付に関する条例施行規則(昭和 49 年方城町規則第 1 号)の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

 

附 則（令和 3年 3月 17 日 規則第 6号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和 5年 3月 10 日 規則第 3号) 

この規則は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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様式第 1号(第 5条関係) 

診 断 書 

氏 名   生年月日   年  月  日 性別 男・女 

傷 病 名   負傷発病年月日   年  月  日 

障害の部位   初 診 年 月 日   年  月  日 

既 往 症   既存障害   治 癒 年 月 日   年  月  日 

療
養
の
内
容
及
び
経
過 

  

障
害
の
状
態
の
詳
細 

 (図で示すことができるものは、図解すること。) 

関

節

運

動

範

囲 

種類範囲  

部位 
                

  

  右                 

  左                 

  

  右                 

  左                 

  

  右                 

  左                 

 上記のとおり診断します。   郵便番号    電話番号    局番 

   年   月   日 
病院又は

診療所の 

 所在地 

 名 称 

  
診療担当

者氏名 
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様式第 2号(第 6条関係) 

(令 5規則 3・全改) 
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様式第 3号(第 9条関係) 

 (令 5規則 3・全改) 

 

  第     号 

 

      年  月  日 

 

福智町長          

 

          様 

 

 

災害援護資金貸付決定通知書 

 

 

   年  月  日お申込みになりました災害援護資金は、下記のとおり貸付けを決定いたし

ましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

  貸付番号   第     号 

 

  貸付金額         円 

 

  据置期間  年  月  日から  年  月  日まで 

 

  償還期間  年  月  日から  年  月  日まで 

 

  償還方法  年賦・半年賦 

 

  利 子  年 3 パーセント 

 

 資金をお渡しする日と手続について 

 1 貸付金交付日      年  月  日 

 2 場 所 

 3 御持参なさるもの 

  (1) この通知書 

  (2) 同封の借用書 

  (3) あなたの印鑑 

  (4) あなたと保証人の印鑑証明書各 1通 
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様式第 4号(第 9条関係) 

 (令 3規則 6・一部改正) 

 

  第     号 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

福智町長         印 

 

          様 

 

 

災害援護資金貸付不承認決定通知書 

 

 

    年   月   日お申込みになりました災害援護資金は、次の理由で不承認となりま

したのでお知らせします。 

 

(不承認の理由)
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様式第 5号(第 10 条関係) 

 (令5規則3・全改) 

 

  貸付決定番号     号 

 

 

災 害 援 護 資 金 借 用 書 

 

 

借用金額          円 

 

利 子   年 3 パーセント 

 

据置期間   年  月  日から  年  月  日まで 

 

償還期間   年  月  日から  年  月  日まで 

 

償還方法   年賦・半年賦 

 

 

 上記のとおり借用いたします。 

 ついては、災害弔慰金の支給等に関する法津並びにこれに基づく政令、条例及び規則の定める

ところに誠実に従い、相違なく償還いたします。 

 

 

      年  月  日 

 

 

住 所            

借受人氏名          

 

住 所            

保証人氏名          
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様式第 6号(第 13 条関係) 

 (令 3規則 6・一部改正) 

 

繰 上 償 還 申 出 書 

 

 

 下記のとおり災害援護資金の繰上償還を行います。 

 

 

      年  月  日 

 

 

              借受人 住 所            

氏名         ○印  

 

 

  福智町長    様 

 

 

記 

 

 貸付番号 

 

 借受人氏名 

 

 貸付けを受けた日 

 

 貸付けを受けた金額 

 

 償還期限 

 

 償還金額 

 

 償還未済額 

 

 繰上償還をする日 

 

 繰上償還をする金額 
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様式第 7号(第 14 条関係) 

 (令3規則6・一部改正) 

 

償 還 金 支 払 猶 予 申 請 書 

 

 

 下記のとおり償還金の支払猶予を申請いたします。 

 

 

      年  月  日 

 

 

借 受 人 住 所            

氏 名          ○印 

 

連帯保証人 住 所            

氏 名          ○印 

 

  福智町長    様 

 

 

申請の理由 

(具体的に) 
  

貸 付 け の

条 件 

借入

金額 
円  

貸付

番号 
  

据置

期間 

1          3年 

2          5年 

希望

猶予

期間

等 

箇月  

ただし、 

年  月  日 

 第  回償還以降 

償還

方法 
1 年賦 2 半年賦 

償還

期間 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

変更

後の

償還

期間 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

支払猶予期間

の 根 拠 

(変更後の償還期日に支払が可能と認められる具体的な理由) 
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様式第 8号(第 14 条関係) 

 (令 5規則 3・全改) 

 

  第    号 

 

      年  月  日 

 

 

福智町長          

 

          様 

 

 

支 払 猶 予 承 認 通 知 書 

 

 

    年   月   日申出のあった償還金の支払猶予については、次のとおり承認となっ

たのでお知らせいたします。 

 

  支払猶予承認期間  年  月  日から  箇月 

  変更後の償還期間  年  月  日から  年  月  日まで 
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様式第 9号(第 14 条関係) 

(令 3規則 6・一部改正) 

 

  第    号 

 

      年  月  日 

 

 

 

福智町長         印 

 

          様 

 

 

支 払 猶 予 不 承 認 通 知 書 

 

 

    年   月   日申出がありました償還金の支払猶予につきましては、次の理由で不

承認となりましたので、当初の計画により償還されるようお願いいたします。 

 

(不承認の理由) 
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様式第 10号(第 15 条関係) 

(令 5規則 3・全改) 

 

違 約 金 支 払 免 除 申 請 書 

 

 

 下記のとおり違約金の支払免除を申請します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

借 受 人 住 所            

氏 名            

 

連帯保証人 住 所            

氏 名            

 

  福智町長    様 

 

 

記 

 

貸付番号   

支 払 免 除 を 申 請 す る 違 約 金 の 金 額 円  

内

容 

回 数 期 別 元 金 利 子 
申請日まで

の 違 約 金 

 
 年 月期 

 
   

違約金の支払免除を要する具体的な理由  
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様式第 11号(第 15 条関係) 

 (令 3規則 6・一部改正) 

 

  第     号 

 

      年  月  日 

 

 

 

福智町長         印 

 

          様 

 

 

違約金支払免除承認通知書 

 

 

    年   月   日に申出のありました違約金の支払免除につきましては、下記のとお

り承認されましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

    年   月   日償還予定の第  回償還金元金    円、利子    円に係る 

    年   月   日における違約金    円の支払を免除いたします。 
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様式第 12号(第 15 条関係) 

 (令 3規則 6・一部改正) 

 

  第     号 

 

      年  月  日 

 

 

                                              福智町長         印 

 

 

          様 

 

 

違約金支払免除不承認通知書 

 

 

    年   月   日に申出のありました違約金の支払免除につきましては、次の理由で

不承認となりましたのでお知らせいたします。 

 

 (理由) 

 

 なお、あなたの    年   月   日償還予定の第 回償還金(元利合計    円) 

に係る違約金は、    年   月   日現在   円となっておりますので至急償還を願

います。 
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様式第 13号(第 16 条関係) 

 (令 5規則 3・全改) 

災害援護資金償還免除申請書 

貸 付

番 号 
    

借受人

氏 名 
  

貸付けを

受けた日 
  年  月  日 

貸付

金額 
円 

償 還

方 法 
年 賦 ・ 半 年 賦 償還期限   年  月  日 

償還

金額 
円 

免 除

申請額 
円(償還未済額の 

全 部  

一部で 
円) 

免除申請理由及び理由発生

年月日又は理由継続期間 
  

免

除

申

請

者 

フリガナ   

男・女   年  月  日生 
氏 名   

現 住 所   

本 籍   

借受人との関係   
職
業 

  

勤務先及び所在地   

そ

の

相

続

人 
借

受

人

又

は 

フリガナ   

男・女   年  月  日生 
氏 名   

現 住 所   
借受人と

の続柄 
  

職 業   
勤務先及

び所在地 
  

保

証

人 

フリガナ   

男・女   年  月  日生 
氏 名   

現 住 所   
借受人と

の関係  
  

職 業   
勤務先及

び所在地 
  

 上記のとおり災害援護資金の償還を免除されたく申請します。 

      年  月  日 

免除申請者          印 

 福智町長    様 
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様式第 14号(第 16 条関係) 

(令3規則6・一部改正) 

  第    号 

 

      年  月  日 

 

 

福智町長          □印  

 

          様 

 

 

災害援護資金償還免除承認通知書 

 

 

   年  月  日申出のあった災害援護資金の償還免除については、次のとおり行うことに

なりましたのでお知らせいたします。 

 

(承認内容) 

 全部免除・一部免除 

 申請日現在の償還未済額 元 金      円 

利 子      円 

違約金      円 

合 計      円 

 償還を免除した額 元 金      円 

利 子      円 

違約金      円 

合 計      円 

 申請日現在の状況で今後償還を必要とする額 元 金      円 

利 子      円 

違約金      円 

合 計      円 

 

 償還未済額がある場合は、定められた償還期間経過により、償還未済額につき年 10.75％の率で

違約金が更に加算されます。
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様式第 15号(第 16 条関係) 

 (令3規則6・一部改正) 

 

  第    号 

 

      年  月  日 

 

 

福智町長          □印  

 

 

          様 

 

 

災害援護資金償還免除不承認通知書 

 

 

   年  月  日申出のあった災害援護資金の償還免除については、次の理由で不承認とな

りましたのでお知らせいたします。 

 

(不承認の理由) 

 

 なお、申請日現在の状況で今後償還を必要とする額は次のとおりとなっており、償還未済額が

ある場合は、定められた償還期間経過により、償還未済額につき年10.75％の率で違約金が更に

加算されます。 

元 金     円 

利 子     円 

違約金     円 

合 計     円 
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様式第 16号(第 18 条関係) 

(令 5規則 3・全改) 

氏 名 等 変 更 届 

貸 付 番 号   

借 受 人 氏 名  住 所  

連帯保証人 氏 名  住 所  

○で囲むこと。 

1 住 所 変 更 

2 改 姓 又 は 改 名 

3 死亡又は行方不明 

4 そ の 他 

(変更の内容) 

 

 

 災害援護資金を借用中のところ、上記のとおり変更いたしましたのでお届けいたします。 

 

 

      年   月   日 

 

 

借受人(又は同居の親族)  

住 所 

氏 名          

 

連帯保証人 

住 所 

氏 名          

 

 

 福智町長    様 
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(参考)規則第 2条の調査事項 

災害弔慰金支給調査票 

  決定番号   

死
亡
に
関
す
る
事
項 

フ リ ガ ナ   

男・女   年  月  日生 死亡した者の

氏 名 
  

死 亡 し た

年 月 日 
  年  月  日 住所   

死亡 の状況 

( 行 方 不 明 ) 

災害名   死亡した場所   

  

遺

族

に

関

す

る

事

項 

死者との続柄 氏 名 住 所 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

        

支

給

に

関

す

る

事

項 

支 給 日   年  月  日 支 給 場 所   

災害弔慰金を

支給した遺族

に つ い て 

氏 名 続 柄 支 給 金 額 

    円 

住所   

先 順 位 者の

有 無 
有 ・ 無 

同順位者の

有 無 
有 ・ 無 

先順位者又は

他の同順位者

に支 給しな

かった理 由 

  

支 給 制 限

事由に該当

の 有 無 

有(その事由) 

無 

備

考 

支 給 し た 職 員   
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(参考)規則第 4条の調査事項 

災害障害見舞金支給調査票 

 決定番号  

障

害

者

に

関

す

る

事

項 

フ リ ガ ナ  

男・女   年  月  日生 
障 害 者 の 氏 名  

障害の原因となる

負 傷 又 は 疾 病 の

状態となった年月日 

  年  月  日 住所  

負傷・疾病の状況 

災害名  傷病を負った場所  

 

障害の種類程度等 

医師の氏名 
所属する医療機関名 医師の氏名 

(        ) (      ) 

障害の状況 

法別表の該当事項(    号) 

 

 

事
項 

支
給
に
関
す
る 

支 給 日  
支給制

限事由

に該当

の有無 

有  その事由 

 

 

 

無 

支 給 場 所  

支 給 金 額 円 

備

考 

支 給 し た 職 員  
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４－１３ 福智町防災行政無線局管理運用規程  
 

平成 18 年 3 月 6 日  

訓令第 6 号  

     

福智町防災行政無線局管理運用規程  

 

(目的)  

第 1 条 この規程は、福智町防災行政無線局の管理及び運用に関し必要な事項を

定め、無線局の適正かつ効率的な管理及び運用を図ることを目的とする。  

 

(定義)  

第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

とおりとする。  

 (1) 通報 無線通信によって送受される文言をいう。  

 (2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。  

 (3) 同報無線 特定の 2 以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信

する無線通信をいう。  

 (4) 親局 拡声子局及び戸別受信局に対し、同報無線を行う役場に設置した無

線局をいう。  

 (5) 拡声子局 親局からの通報を受信し、又は当該局からの情報を拡声装置に

より放送するとともに、親局からの制御により子局の情報を送信する無線局を

いう。  

 (6) 戸別受信局 親局からの通報を受信する受信局をいう。  

 (7) 通信所 遠隔制御装置を設置した田川地区消防本部をいう。  

 (8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた

ものをいう。  

 (9) 通信取扱者 無線局の運用に携わる一般職員をいう。  

      

(無線局の名称及び設置場所)  

第 3 条 無線局の名称及び設置(常置)場所は、別表のとおりとする。  

     

(無線局の組織等)  

第 4 条 無線局に管理責任者、通信取扱責任者及び無線担当者を置く。  

 (1) 管理責任者は、防災管財課長をもって充てる。  

 (2) 通信取扱責任者は、消防主任をもって充てる。  

 (3) 無線担当者は、無線従事者の資格を有する職員をもって充てる。  

  (令 3 訓令 1・令 7 訓令 5・一部改正)  

(管理責任者等の任務)  

第 5 条 管理責任者は、無線局の管理運用業務を総括し、通信取扱責任者を指揮

監督する。  

   

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の設備及び通信の運用状

況を常に把握し、効率的な通信の運用がなされるよう設備の管理及び保全の総

括を行う。  

   

3 無線担当者は、上司の命を受け、当該無線設備の操作並びに管理及び保全の

業務を行う。  
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(管理者)  

第 6 条 次の部署に管理者を置く。  

 (1) 同報系親局の通信操作を行う部署  

 (2) 拡声子局、戸別受信局及び遠隔制御装置を配置された部署  

    

2 管理者は、当該部署の長の職にある者をもって充てる。  

   

3 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した施設及び設備の管理

監督及び運用の業務を所掌し、事故を生じた場合は、直ちに管理責任者に届け

るものとする。  

     

(無線従事者の配置養成等)  

第 7 条 管理責任者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するもの

とする。  

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の

養成に留意するものとする。  

     

(通信取扱者)  

第 8 条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下に、電波法(昭和 25 年法律第

131 号)等関係法令を遵守し、法令に基づき無線局の運用を行う。  

     

(備付け書類等の管理)  

第 9 条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を管理保管す

る。  

2 無線業務日誌は、月 1 回、管理責任者の点検を受けるものとする。  

     

(通信の原則)  

第 10 条 通信は、防災及び行政事務以外の用に使用してはならない。  

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。  

3 通信は、私的な営利目的に使用してはならない。拡声子局単体からの放送に

ついても、同様とする。  

     

(乱用の禁止)  

第 11 条 通信は、これを乱用してはならない。  

     

(秘密の保持)  

第 12 条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。  

     

(通信の種類)  

第 13 条 通信の種類は、次のとおりとする。  

 (1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信をいう。  

 (2) 一括通信 全ての無線局に対する通信をいう。  

 (3) 普通通信 平常時に行う通信をいう。  

      

(同報無線放送の種別)  

第 14 条 同報無線放送の種別は、次のとおりとする。  

 (1) 一括放送 親局から全拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送  

 (2) 選別放送 親局から複数の拡声子局、戸別受信機群を選択して行う放送  

 (3) 個別放送 親局から特定の拡声子局又は戸別受信機に対する放送  

 (4) 単独放送 拡声子局からその区域内に対する放送  

      

(通信の取扱順位)  
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第 15 条 通信の取扱順位は、緊急通信、一括通信、普通通信の順位に行う。  

2 同一種類の通信取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、

管理責任者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することがで

きる。  

     

(平常時の運用)  

第 16 条 平常時の同報無線の通信運用は、親局から定時放送の回数は、1 日 3 回

を原則とするが、急を要するものは、その都度行うものとする。  

     

(災害時の事前措置等)  

第 17 条 管理責任者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線

設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう、必要な措置を通信取扱責

任者及び無線担当者に講じさせなければならない。  

     

(通信の制限)  

第 18 条 管理責任者は、災害の発生時その他特に必要があると認めるときは、

通信取扱責任者をして必要に応じ通信統制を行わせなければならない。  

2 管理責任者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内

容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。  

3 管理責任者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨関係者

に通知しなければならない。  

     

(通信の拒否)  

第 19 条 管理責任者は、通報の内容が第 10 条の規定に違反すると認めるとき

は、その申込みを拒否することができる。  

     

(防災無線放送の申込み)  

第 20 条 防災無線を利用しようとするときは、防災無線放送申込書(様式第 1

号)に必要事項を記載し、管理責任者に申し込まなければならない。ただし、

緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。  

2 管理責任者は、前項による申込みがあったときは、その内容が第 10 条の規定

に違反しないと認めたときは、無線担当者に回付するものとする。  

3 無線担当者は、前項の申込書の回付を受けたときは、申込書に必要事項を記

入し、受付処理を行うものとする。  

     

(時刻の照合)  

第 21 条 無線担当者は、毎日 1 回以上、役場無線局備付け時計の時刻照合を行

わなければならない。  

     

(業務日誌)  

第 22 条 無線担当者は、無線業務日誌(様式第 2 号その 1 及びその 2)により毎日

の通信状況等必要事項を記録し、資料等を併せて整理保存しなければならな

い。  

2 前項の無線業務日誌は、その使用を終えた日から 2 年間保存しなければなら

ない。  

     

(無線従事者の選任及び解任届)  

第 23 条 管理責任者は、毎年 9 月 1 日現在における無線従事者選任状況(電波法

第 51 条の規定に代わるもの)を様式第 3 号により、九州総合通信局長へ速やか

に報告しなければならない。なお、報告した無線従事者選任状況報告書の写し

を保存しなければならない。  
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(無線設備管理台帳)  

第 24 条 管理責任者は、無線局管理台帳及び無線設備管理台帳(様式第 4 号)を

作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。  

     

(機器装置等の貸与)  

第 25 条 管理責任者は、第 6 条に規定する者が業務を遂行するのに必要な機器

装置等(遠隔制御装置、戸別受信機その他の機器)を貸与する。  

2 町長は、戸別受信機等の貸与について、別に規程を設け、維持管理を行うも

のとする。  

 

(借用証書の提出)  

第 26 条 前条の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、防

災行政無線機器装置等借用書(様式第 5 号)を速やかに町長に提出しなければな

らない。  

     

(保管責任)  

第 27 条 被貸与者は、貸与に係る機器装置等を善良な管理者意識をもって運用

し、管理し、及び保管しなければならない。  

     

(機器装置等の返納)  

第 28 条 被貸与者は、転出、役員移動等により、貸与品を使用しなくなったと

きは、無線機器装置等返納届(様式第 6 号)により、速やかに返納しなければな

らない。  

     

(転貸の禁止)  

第 29 条 被貸与者は、貸与に係る機器装置等を他へ譲渡し、又は転貸し、若し

くは担保に供してはならない。  

     

(滅失又は損傷)  

第 30 条 管理責任者は、被貸与者が貸与品を滅失し、又は損傷したときは、代品

を貸与することができる。ただし、貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は

過失によると認められる場合は、その代品又は実費を弁償させることができる。  

     

(無線設備の保守点検)  

第 31 条 無線設備の正常な機能を維持し、及び確保するため、保守点検を行う

ものとする。  

   

2 保守点検を実施した場合は、その結果を無線設備点検簿(様式第 7 号)に記録

保管しなければならない。  

     

(保守の区分)  

第 32 条 無線設備の保守点検は、日常点検、定期点検及び臨時点検に区分して

行う。  

     

(日常点検)  

第 33 条 通信取扱責任者は、無線担当者及び第 6 条の管理者(以下「保全担当

者」という。)をして、日常点検を行わせなければならない。  

2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。  

(1) 通話試験 毎朝の時報及び定時放送の受信状況によるほか、移動局との通

話試験  

(2) 点検時期 拡声子局及び戸別受信機並びに遠隔制御装置の日常点検は、通

信取扱責任者又は管理者が必要とするとき。  

(3) 設備の現状点検 無線設備の形状及び外観異状の有無の確認及び清掃  
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(定期点検)  

第 34 条 通信取扱責任者は、年 1 回以上の定期点検を実施しなければならな

い。  

2 定期点検は、保守業者に委託して実施することができる。  

3 点検内容については、業務委託契約書で定める。  

     

(臨時点検)  

第 35 条 通信取扱責任者は、機器の機能に異状があるとき、台風、強風の前後

その他必要と認める場合には、臨時に保守点検を行うものとする。  

2 前項の点検は、保守業者に委託し、実施することができる。  

     

(異状発生時の措置)  

第 36 条 保全担当者は、日常点検の結果無線設備に異状を発見した場合及び故

障等障害が発生した場合は、速やかに通信取扱責任者にその状況等を報告しな

ければならない。  

2 前項の報告を受けた通信取扱責任者は、その内容を管理責任者に報告すると

ともに、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。  

     

(障害の記録)  

第 37 条 通信取扱責任者は、親局に障害記録簿(様式第 8 号)を備え付け、無線

設備の障害の事実、措置内容等を記録し、保管させなければならない。  

     

(通信訓練)  

第 38 条 管理責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の

習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。  

2 訓練は、指示伝達訓練を重点として行うものとする。  

     

(その他)  

第 39 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

     

附 則  

 (施行期日)  

1 この規程は、平成 18 年 3 月 6 日から施行する。  

   

(経過措置)  

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の方城町防災行政無線局管理運用

規程(平成 13 年方城町規程第 2 号)の規定によりなされた決定、手続その他の行

為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成 30年 6月 22 日訓令第 8号) 

この規程は、公布の日から施行し、平成 19年 4月 1 日から適用する。 

附 則(平成 30年 6月 22 日訓令第 9号) 

この規程は、公布の日から施行し、平成 24年 2月 7 日から適用する。 

附 則(平成 30年 6月 22 日訓令第 10 号) 

この規程は、公布の日から施行し、平成 28年 9月 1 日から適用する。 

附 則(平成 30年 6月 22 日訓令第 11 号) 

この規程は、公布の日から施行し、平成 30年 4月 1 日から適用する。 

附 則(令和 3年 3月 11 日訓令第 1号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 10 日訓令第 5号) 

この訓令は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 4月 17 日訓令第 5号) 

 



4-13 

102 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の福智町防災行政無線局管理運営規定は、令和 7年

4月 1日より適用する。 
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別表(第 3条関係) 

(平 30 訓令 8・平 30 訓令 9・平 30 訓令 10・令 3訓令 1・一部改正) 

無線局設置場所 

(同法通信系親局、拡声子局) 

No. 無線局種別 局名 呼出名称 
指定 

周波数 

空中線

電力(w) 
設(常)置場所 

0 同報系親局 福智町役場 ぼうさいふくちまちやくば 59.255 1.0 福智町金田 937-2 

1 拡声子局 平原 ふくちまちひらばる 59.255 0.01 福智町金田 60-1 

2 〃 水神社 ふくちまちすいじんしゃ 59.255  福智町金田 275-100 

3 〃 
上金田公民

館 

ふくちまち 

かみかなだこうみんかん 
59.255  福智町金田 313-14 

4 〃 高見区 ふくちまちたかみく 59.255  福智町金田 362-9 

5 〃 東金田 ふくまちひがしかなだ 59.255  福智町金田 507-1 

6 〃 一区公民館 ふくちまちいっくこうみんかん 59.255  福智町金田 619-1 

7 〃 西金田 1 ふくちまちにしかなだ 1 59.255  福智町金田 582 

8 〃 西金田 2 ふくちまちにしかなだ 2 59.255  福智町金田 841-16 

9 〃 三区公民館 ふくちまちさんくこうみんかん 59.255  福智町金田 654-5 

10 〃 亀の甲 ふくちまちかめのこう 59.255  福智町金田 990-1 

11 〃 宝見 ふくちまちたからみ 59.255  福智町金田 1374-3 

12 〃 町民会館 ふくちまちちょうみんかいかん 59.255  福智町金田 1153-1 

13 〃 昭和町 ふくちまちしょうわまち 59.255  福智町金田 1170-8 

14 〃 人見 ふくちまちひとみ 59.255  福智町金田 1587-5 

15 〃 人見坂 ふくちまちひとみざか 59.255  福智町神崎 1684-6 

16 〃 若草団地 ふくちまちわかくさだんち 59.255  福智町神崎 1568-2 

17 〃 笹尾 ふくちまちささお 59.255  福智町神崎 1534 

18 〃 高尾 ふくちまちたかお 59.255 0.01 福智町神崎 1533-1 

19 〃 福吉 1 ふくちまちふくよし 1 59.255  福智町神崎 1098-1 

20 〃 福吉 2 ふくちまちふくよし 2 59.255  福智町神崎 1098-1 

21 〃 星ヶ丘 ふくちまちほしがおか 59.255  福智町神崎 1098-87 

22 〃 神崎浄水場 
ふくちまち 

こうざきじょうすいじょう 
59.255  福智町神崎 1098-68 

23 〃 神崎2公民館 
ふくちまち 

こうざき 2こうみんかん 
59.255  福智町神崎 1238-1 

24 〃 
神崎ライス 

センター 

ふくちまち 

こうざきライスセンター 
59.255  福智町神崎 1743-1 

25 〃 福丸 ふくちまちふくまる 59.255  福智町神崎 1857-4 

26 〃 児童館 ふくちまちじどうかん 59.255  福智町神崎 1876-1 

27 〃 七十石 ふくちまちしちじっこく 59.255  福智町神崎 2003-1 
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No. 無線局種別 局名 呼出名称 
指定 

周波数 

空中線

電力(w) 
設(常)置場所 

28 拡声子局 神崎1公民館 
ふくちまち 

こうざき 1こうみんかん 
59.255  福智町神崎 969 

29 〃 平和台 ふくちまちへいわだい 59.255  福智町神崎 1056-25 

30 〃 田の口 ふくちまちたのくち 59.255  福智町神崎 1040-2 

31 〃 金田中学校 
ふくちまち 

かなだちゅうがっこう 
59.255  福智町神崎 1021-1 

32 〃 太陽区 ふくちまちたいようく 59.255  福智町神崎 873-1 

33 〃 南木 1 ふくちまちみなぎ 1 59.255  福智町神崎 1094-2 

34 〃 南木 2 ふくちまちみなぎ 2 59.255  福智町神崎 149-1 

35 〃 南木 3 ふくちまちみなぎ 3 59.255 0.01 福智町神崎 500 

36 〃 
福智町 

方城支所 

ふくちまち 

ほうじょうししょ 
59.255 0.1 福智町弁城 2237-1 

37 〃 上弁城―1 ふくちまちかみべんじょう1 59.255  福智町弁城 346-1 

38 〃 上弁城―2 ふくちまちかみべんじょう2 59.255 0.05 福智町弁城 847-2 

39 〃 野地 ふくちまちのじ 59.255  福智町弁城 1455 

40 〃 浄万寺 ふくちまちじょうまんじ 59.255  福智町弁城 1751 

41 〃 新町 ふくちまちしんまち 59.255  福智町弁城 3813-5 

42 〃 久六 ふくちまちきゅうろく 59.255  福智町弁城 2165-3 

43 〃 春田 ふくちまちはるだ 59.255  福智町弁城 2474-1 

44 〃 迫―1 ふくちまちさこ 1 59.255  福智町弁城 5275 

45 〃 迫―2 ふくちまちさこ 2 59.255  福智町弁城 4068-2 

46 〃 二川田 ふくちまちにかわだ 59.255  福智町弁城 3160 

47 〃 草場 ふくちまちくさば 59.255  福智町弁城 2687-11 

48 〃 松原 ふくちまちまつばら 59.255  福智町弁城 2338-4 

49 〃 伊方 ふくちまちいかた 59.255  福智町伊方 4478-3 

50 〃 伊方小学校 
ふくちまち 

いかたしょうがっこう 
59.255  福智町伊方 3922 

51 〃 矢久保 ふくちまちやくぼ 59.255  福智町伊方 4848 

52 〃 前村 ふくちまちまえむら 59.255  福智町伊方 3730-1 

53 〃 西古門 ふくちまちにしふるかど 59.255  福智町伊方 3310-1 

54 〃 東古門―1 ふくちまちひがしふるかど1 59.255  福智町伊方 2723-2 

55 〃 東古門―2 ふくちまちひがしふるかど2 59.255  福智町伊方 2923-7 

56 〃 古門団地 ふくちまちふるかどだんち 59.255 0.5 福智町伊方 2753 

57 〃 大黒 ふくちまちだいこく 59.255  福智町伊方 2425 

58 〃 野添 ふくちまちのぞえ 59.255  福智町伊方 2281-2 
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No. 無線局種別 局名 呼出名称 
指定 

周波数 

空中線

電力(w) 
設(常)置場所 

59 拡声子局 東ヶ丘 ふくちまちひがしがおか 59.255  福智町伊方 2476-26 

60 〃 中原 ふくちまちなかばる 59.255  福智町伊方 2155 

61 〃 新門 ふくちまちしんかど 59.255  福智町伊方 4220-1 

62 〃 萩ヶ原 ふくちまちはぎがはら 59.255  福智町伊方 805 

63 〃 見六―1 ふくちまちみろく 1 59.255  福智町伊方 1005-1 

64 〃 丸山 ふくちまちまるやま 59.255  福智町伊方 1789-1 

65 〃 長浦 ふくちまちながうら 59.255 0.1 福智町伊方 1575-2 

66 〃 見六―2 ふくちまちみろく 2 59.255  福智町伊方 1131-2 

67 〃 広谷―1 ふくちまちひろたに 1 59.255  福智町伊方 591-1 

68 〃 広谷―2 ふくちまちひろたに 2 59.255 1.0 
福智町伊方 5002 

しがの谷橋 

69 再送信子局 
赤池高区 

配水池 

ぼうさいふくちまち 

あかいけこうくはいすいち 

59.255 

61.925 

0.1 

0.1 
福智町赤池 474-5 

70 拡声子局 伏原 ふくちまちふしはら 61.925  福智町赤池 367-38 

71 〃 22 支所 ふくちまち 22 ししょ 61.925  福智町赤池 367-272 

72 〃 伏原団地 ふくちまちふしはらだんち 61.925  福智町赤池 389 

73 〃 光林寺 ふくちまちこうりんじ 61.925  福智町赤池 348 

74 〃 上桜浄水場 
ふくちまち 

かみざくらじょうすいじょう 
61.925  福智町赤池 399-1 

75 〃 北町配水池 
ふくちまち 

きたまちはいすいち 
61.925  福智町赤池 528-70 

76 〃 
赤池ニュー

タウン 

ふくちまち 

あかいけニュータウン 
61.925  福智町赤池 510-42 

77 〃 生力集会所 
ふくちまち 

しょうりきしゅうかいしょ 
61.925  福智町赤池1017-145 

78 〃 赤池支所 ふくちまちあかいけししょ 61.925 0.01 福智町赤池 970-2 

79 〃 10 区 ふくちまち 10 く 61.925  福智町赤池 578-3-1 

80 〃 11 支所 ふくちまち 11 ししょ 61.925  福智町赤池 139-2 

81 〃 
岩屋 

教育集会所 

ふくちまちいわや 

きょういくしゅうかいしょ 
61.925  福智町赤池 863 

82 〃 削除 削除 削除  削除 

83 〃 猿田 ふくちまちさるた 61.925  福智町市場 17-15 

84 〃 市場 ふくちまちいちば 61.925  福智町市場 805-1 

85 〃 市場農協 ふくちまちのうきょう 61.925  福智町市場 477 

86 〃 草場 ふくちまちくさば 61.925  福智町市場 1676-1 

87 〃 諏訪山 ふくちまちすわやま 61.925 0.01 福智町上野 4181-2 

88 〃 鋤木田 ふくちまちすいきだ 61.925  福智町上野 3538 

89 〃 大浦 ふくちまちおおうら 61.925  福智町上野 3670 

90 〃 天郷団地 ふくちまちてんごうだんち 61.925  福智町上野 3617-6 

91 〃 上天郷 ふくちまちかみてんごう 61.925  福智町上野 3154-5 
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No. 無線局種別 局名 呼出名称 
指定 

周波数 

空中線

電力(w) 
設(常)置場所 

92 拡声子局 青年の家 ふくちまちせいねんのいえ 61.925  福智町上野 3109 

93 〃 上野 ふくちまちあがの 61.925  福智町上野 1692 

94 〃 原 ふくちまちはる 61.925  福智町上野 2924-1 

95 〃 小路 ふくちまちこうじ 61.925 0.01 福智町上野 1989 

96 〃 堀田 ふくちまちほりた 61.925  福智町上野 1387 

97 〃 常福 ふくちまちつねふく 61.925  福智町上野 1165-2 

98 〃 原田 ふくちまちはるだ 61.925  福智町上野 2108-2 

99 〃 四区公民館 
ふくちまち 

よんくこうみんかん 
61.925  福智町上野 2486-1 

100 〃 山崎 ふくちまちやまさき 61.925  福智町上野 657 

101 〃 三区集会所 
ふくちまち 

さんくしゅうかいしょ 
61.925  福智町上野 376-2 

102 〃 高見台 ふくちまちたかみだい 61.925  福智町上野 126-6 
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様式第 1号(第 20 条関係) 

(令 7訓令 5・全改) 

 

防 災 無 線 放 送 申 込 書 

防災管財課長 課長補佐 係 長 主務課長 起 案 者 (依 頼 者) 

    
所属 

氏名 

件 名 
 

放 送 日 程 
    年  月  日(  曜日)午前・午後  時  分 

    年  月  日(  曜日)午前・午後  時  分 

放 送 地 域 ① 町内全域  ②                   地区 

放

送

内

容 

こちらは、福智町役場です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備

考 
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様式第 2号(第 22 条関係) 

 

(その 1) 

固 定 系 無 線 業 務 日 誌 

責任者 管理者 運用者 

   

      年  月  日 

呼 出 名 称 周 波 数 電 波 形 式 空中線電力 

    

 

無 線 従 事 者 氏 名 資 格 服 務 時 刻 

  自      至 

 

非常通信の実施状況  

空電・混信・感度の減退等の通信状況 

周波数偏差の測定結果と措置 

機器の故障と原因・措置 

規正の指示に対する措置 

法令違反運用局を認めた場合その事実 

その他 

 

種 別 
開始時刻    終了時刻    時間  通報元  音源 

通報先 
特定名称／監視結果 
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(そ
の

2)
 

  

＊
＊
＊
 
 
 
無
線
局
業
務
日
誌

 
 
 
＊
＊
＊

 

  

電
波
型
式
：
F2
D，

F
3
E 

 
周
波
数
：
6
8.
2
2
MH
z
 
 
出
力
：
1
0W
 

 

指
定
日

 
 

従
事
時
間

 
 

資
格

 
 

無
線
従
事
者
名

 
 

No
. 

使
用
区
分
 

運
用
範
囲
 

運
用
状
況
 

制
御
項
目
 

開
始
時
間
 

終
了
時
間
 

通
報
時
間
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様式第 3号(第 23 条関係) 

 

(その 1) 

 

  年  月  日 

 

  九州総合通信局長 様 

 

郵 便 番 号 

住 所 

(電話番号) 

免 許 人 福智町 

代 表 者 

 

 

無線従事者選任状況について(報告) 

 

  年 9月 1 日現在の当町所属下記無線局の無線従事者選任状況を次のとおり報告します。 

無 線 局 種 別 無 選 局 名 免 許 番 号 免 許 年 月 日 

    

    

    

    

 

ふ り が な 

氏 名 
資 格 

免許証の番号 

年 月 日 
選任年月日 業 務 経 歴 
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(その 2) 

 

 

無 線 従 事 者 選 (解) 任 届 

 

 
※ 

整理

番号 

 

 

  九州総合通信局長 様 

 

  年  月  日   

 

郵便番号 

免許人 住 所 

氏 名 

 

 次のとおり無線従事者を選(解)任したので、電波法第 51条の規定により届けます。 

 

  無線局の種別等 

          局 種 

          局 名 

 

(ふりがな) 

氏 名 
資 格 

免許の年月日 

免許証の番号 
選解任の別 

選 解 任

年 月 日 
業 務 経 歴 
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様式第 4号(第 24 条関係) (令 3 訓令 1・一部改正) 

(その 1) 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

4-13
 



 

 

113 

 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

  

4-
1
3
 



 

 

 

 

114 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

  

4-13
 



 

 

115 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

  

4-1
3
 



 

 

 

 

116 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

  

4-13
 



 

 

117 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 
 

  

4-
1
3
 



 

 

 

 

118 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

  

4-13
 



 

 

119 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

4-1
3
 



 

 

 

 

120 

無 線 局 管 理 台 帳 (同 報 系) 

 

4-13
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(その 2) 

無線設備管理台帳 (同報系) 

No 装 置 名 設置箇所 管理責任者 製造会社 
型式又は

型 番 号 

製造番号 

製造年月 
備 考 
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様式第 5号(第 26 条関係) 

(令 5訓令 5・全改) 

 

 

 

防災行政無線機器装置等借用書 

 

 

 

1 設置する場所 

 

  福智町          番地 

  名 称           

 

2 機器装置等の名称型式 

 

  名称型式          数量     

  製造番号                 

  附帯設備                 

  一 連 No.                 

 

3 遵守事項 

① 借入者は、貸与に係る機器装置等及び附帯設備を善良な管理意識を持って運用し、管理し、

及び保管しなければならない。 

② 借入者は、借用品を使用しなくなったときは、速やかに返納しなければならない。 

③ 借入者は、貸与に係る機器装置等及び附帯設備を他へ譲渡し、又は転貸し、若しくは担保

に供してはならない。 

④ 機器装置等及び附帯設備を、故意又は重大な過失により亡失し、又は損傷したときは、借

入者が弁償する。 

 

 

 上記事項を承知し、借用した証として本書を提出します。 

 

 

 

  年  月  日 

 

住 所 福智町      番地     

氏 名                

 

  福智町長    様
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様式第 6号(第 28 条関係) 

(令 7訓令 5・全改) 

 

 
防災管財課長 担 当 者 

  

 

無 線 機 器 装 置 等 返 納 届 

 

品 名 
 

数 量 
 

製造者名 
 

製造番号 
 

製造年月 
 

そ の 他 
 

返納理由 
 

備 考 
 

 

 上記の物品を返納します。 

 

 

  福智町長    様 

 

      年  月  日 

 

  返 納 者 

  住 所           

  氏 名           

  電話番号           
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様式第 7号(第 31 条関係) 

 

(その 1) 

無 線 設 備 点 検 簿 

管理責任者 取扱責任者 無線担当者 

   

 

局 名 点 検 日 点 検 者 

防災福智町役場     年  月  日( 曜)天候    

点検項目 対 象 機 器 種 目 結果 記 事 

外観確認 

 

動作確認 

無 線 機 同報系 
60MHz  1 号 良否  

60MHz  2 号 良否 

操 作 卓 

テープレコーダー 良否  

MD プレーヤー 良否  

表示ランプ 良否  

VU メーター 良否  

呼出信号 良否  

電子サイレン 良否  

ミュージックチャイム 良否  

各操作ボタンスイッチ 良否 タッチパネル含 

遠 隔 制 御 器 

ランプ 良否  

ボタン 良否  

動 作 良否  

メーター 良否  

地 図 表 示 盤 ランプ 良否  

直流電源装置 

補 液 良否  

充電動作 良否  

ランプ・ダイオード 良否  

空 中 線 

エレメント数及びネジレ 良否  

方 向 良否  

給電線、布線状況 良否  

耐雷トランス 設置状況 良否  

放 送 機 器 
筐 体 良否  

スピーカー 良否  

戸 別 受 信 機 
受信機 良否  

空中線及び取付状況 良否  

空 中 線 柱 建柱状況、防錆の状況 良否  

避 雷 針 
先端部の状況 良否  

取付状況 良否  

  良否  

 良否  

 良否  

その他 

(備考) 
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(その 2) 

 

無 線 設 備 点 検 簿 

管理責任者 取扱責任者 無線担当者 

   

 

No 局 名 点 検 日 点 検 者 

  年  月  日( 曜)天候  

点検項目 対 象 機 器 種 目 結果 記 事 

外観確認 

 

動作確認 

無 線 機 同報系固定局   60MHz 良否  

拡 声 増 幅 器 
音 量 良否  

動 作 良否  

筐 体 

形 状 良否  

防錆(錆の状況) 良否  

各ケーブルの引込状況 良否  

各取付(締付)の状況 良否  

空 中 線 

エレメント数及びネジレ 良否  

方 向 良否  

取付金具及び錆の状況 良否  

取付状況 良否  

給 電 線 
布線状況 良否  

ケーブル被覆の損傷等 良否  

ス ピ ー カ 

方向、上下向 良否  

取付金具、及び錆の状況 良否  

取付状況 良否  

動 作 良否  

ス ピ ー カ 用

保 安 器 

保護カバー 良否  

取付状況 良否  

耐雷トランス 
防錆(錆の状況) 良否  

取付状況 良否  

ア ー ス

ケ ー ブ ル 
取付状況 良否 

 

空 中 線 柱 
建柱の状況 良否  

防錆の状況 良否  

配 管 
管の損傷及び錆の状況 良否  

取付状況 良否  

そ の 他  良否  

  良否  

その他 

(備考) 
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様式第 8号(第 37 条関係) 

 

 

障 害 記 録 簿 

 

管理責任者 取扱責任者 無線担当者 

   

無 線 局 名  
 

障害年月日 年  月  日(  曜)天候 発見者  

無線局区分 
1 同報系親局  2 拡声子局  3 戸別受信局 

4 通 信 所  5 そ の 他 

設 備 区 分 

1 無線室操作卓  2 無 線 機  3 遠隔制御装置 

4 地図表示盤  5 電 源 装 置  6 空 中 線 

7 拡声子局装置  8 耐雷トランス  9 その他(  ) 

障害発生時 

又は発見時 
年   月   日   時   分 

障 害 状 況 

 

措置の内容 

(措置者名) 

 

復 旧 状 況 

 

復 旧 日 時   年  月  日  時  分 確認者  

備 考 
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５－１ 注意報及び警報の種類並びに発表の基準 

 福岡管区気象台から発表される注意報、警報のうち、風水害等活動の利用に適合するものとして、

本町に関するものは次のとおりである。 

 

令和 6 年 5 月 23 日現在 

福岡管区気象台 筑豊地方 

福智町 
府県予報区 福岡県 
一次細分区分 筑豊地方 
市町村等をまとめた地域  

特別 
警報 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や 
同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により 
雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

警報 

大雨 
(浸水害) 表面雨量指数基準 24 
(土砂災害) 土壌雨量指数基準 167 

洪水 

流域雨量指数基準 中元寺川流域=21.4，泌川流域=10.8，伊方川流域=9.9， 
弁城川流域=6.9，福智川流域=8.3 

複合基準※１ － 
指定河川洪水予報
による基準 彦山川[伊田] 

暴風 平均風速 20m/s 
暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 24 時間降雪の深さ 10 ㎝ 
山地 24 時間降雪の深さ 20 ㎝ 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 15 

土壌雨量指数基準 100 

洪水 

流域雨量指数基準 中元寺川流域=17.1，泌川流域=8.6，伊方川流域=7.9， 
弁城川流域=5.5，福智川流域=6.6 

複合基準※１ 彦山川流域=（13，21.9），泌川流域=（7，8.6）， 
伊方川流域=（7，7.9），弁城川流域=（7，5.5） 

指定河川洪水予報
による基準 彦山川[伊田] 

強風 平均風速 12m/s 
風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 24 時間降雪の深さ 3㎝ 
山地 24 時間降雪の深さ 5㎝ 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 
融雪  

濃霧 視程 100m 
乾燥 最小湿度 40%で、実効湿度 60% 

なだれ 

積雪の深さ 100 ㎝以上で、次のいずれか 
1 気温 3℃以上の好天 
2 低気圧等による降雨 
3 降雪の深さ 30 ㎝以上 

低温 
夏期:平年より平均気温が 4℃以上低い日が 3 日続いた後、さらに 2 日以上続くと予想

された場合 
冬期：沿岸部で最低気温が-4℃以下または内陸部-7℃以下 

霜 11 月 20 日までの早霜、3月 15 日からの晩霜 最低気温 3℃以下 
着氷・着雪 大雪警報・注意報の条件下で、気温-2℃～2℃、湿度 90%以上 

記録的短時間大雨情報 1 時間雨量 110mm 

※１（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 
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５－２ 気象庁震度階級解説関連表 

 平成 21年 3月 31 日改定 

震度
階級 

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、
地震計には記録される。 

－ － 

１ 
屋内で静かにしている人
の中には、揺れをわずか
に感じる人がいる。 

－ － 

２ 

屋内で静かにしている人の
大半が、揺れを感じる。
眠っている人の中には、目
を覚ます人もいる。 

電灯などのつり下げ物が、わ
ずかに揺れる。 

－ 

３ 

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。歩い
ている人の中には、揺れ
を感じる人もいる。眠っ
ている人の大半が、目を
覚ます。 

棚にある食器類が音を立てる
ことがある。 

電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩
いている人のほとんど
が、揺れを感じる。眠っ
ている人のほとんどが、
目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大き
く揺れ、棚にある食器類は音
を立てる。座りの悪い置物
が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車
を運転していて、揺れに気付
く人がいる。 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚
え、物につかまりたいと
感じる。 

電灯などのつり下げ物は激し
く揺れ、棚にある食器類、書
棚の本が落ちることがある。
座りの悪い置物の大半が倒れ
る。固定していない家具が移
動することがあり、不安定な
ものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ち
ることがある。電柱が揺れる
のが分かる。道路に被害が生
じることがある。 

５強 

大半の人が、物につかま
らないと歩くことが難し
いなど、行動に支障を感
じる。 

棚にある食器類や書棚の本
で、落ちるものが多くなる。
テレビが台から落ちることが
ある。固定していない家具が
倒れることがある。 

窓ガラスが倒れて落ちること
がある。補強されていないブ
ロック塀が崩れることがあ
る。据付けが不十分な自動販
売機が倒れることがある。自
動車の運転が困難となり、停
止する車もある。 

６弱 
立っていることが困難に
なる。 

固定していない家具の大半が
移動し、倒れるものもある。
ドアが開かなくなることがあ
る。 

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下することがある。 

６強 立っていることができ
ず、はわないと動くこと
ができない。揺れにほん
ろうされ、動くこともで
きず、飛ばされることも
ある。 

固定していない家具のほとん
どが移動し、倒れるものが多
くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下する建物が多くな
る。補強されていないブロッ
ク塀のほとんどが崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとん
どが移動したり倒れたりし、
飛ぶこともある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下する建物がさらに多くな
る。補強されているブロック塀
も破損するものがある。 
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震度
階級 

木造建物（住宅） 鉄筋コンクリート造建物 
地盤･斜面 

耐震性が低い 耐震性が高い 耐震性が低い 耐震性が高い 

５弱 
壁などに軽微なひび
割れ・亀裂がみられ
ることがある。 

－ － － 
地盤に亀裂や
液状化が生じ
る こと があ
る。 
斜面では落石
やがけ崩れが
発生すること
がある。 

５強 
壁などにひび割
れ・亀裂がみられ
ることがある。 

－ 

壁、梁（はり）、
柱などの部材に、
ひび割れ・亀裂が
入ることがある。 

－ 

６弱 

壁などのひび割れ・
亀裂が多くなる。 
壁などに大きなひ
び割れ・亀裂が入
ることがある。 
瓦が落下したり、
建物が傾いたりす
ることがある。倒
れるものもある。 

壁などに軽微な
ひび割れ・亀裂
がみられること
がある。 

壁、梁（はり）、柱
などの部材に、ひび
割れ・亀裂が多くな
る。 

壁 、 梁 （ は
り）、柱など
の部材に、ひ
び割れ・亀裂
が入ることが
ある。 

地割れ、がけ
崩れや地すべ
りが発生する
ことがある。 

６強 

壁などに大きなひび
割れ・亀裂が入るも
のが多くなる。 
傾くものや、倒れる
ものが多くなる。 

壁などにひび割
れ・亀裂がみられ
ることがある。 

壁、梁（はり）、
柱などの部材に、
斜めや X 状のひび
割れ・亀裂がみら
れることがある。 
１階あるいは中間
階の柱が崩れ、倒
れるものがある。 

壁 、 梁 （ は
り）、柱などの
部材に、ひび割
れ・亀裂が多く
なる。 

地盤に大きな
地割れが生じ
る こと があ
る。 
斜面ではがけ
崩 れが 多発
し､大規模な
地すべりや山
体の崩壊が発
生することが
ある｡ 

７ 
傾くものや、倒れ
るものがさらに多
くなる。 

壁などのひび割
れ・亀裂が多く
なる。 
まれに傾くこと
がある。 

壁、梁（はり）、
柱などの部材に、
斜めや X 状のひび
割れ・亀裂が多く
なる。 
１階あるいは中間
階の柱が崩れ、倒
れるものが多くな
る。 

壁 、 梁 （ は
り）、柱などの
部材に、ひび割
れ・亀裂がさら
に多くなる。 
1 階あるいは中
間階が変形し、
まれに傾くもの
がある。 

 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
・
イ
ン
フ
ラ 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱
程度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス
供給が止まることがある。 

断水、停電の発生 
震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生す
ることがある。 

鉄道の停止、 
高速道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路など
で、安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各
事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準は、事
業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、
電話・インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加
し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起こることがあ
る。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地
震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤル
や災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れが
あった場合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認
などのため、時間がかかることがある。 
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５－３ 火災・災害等即報要領  

昭和５９年１０月１５日 

消防災第２６７号消防庁長官 

改正 平成６年１２月消防災第２７９号、平成７年４月消防災第８３

号、平成８年４月消防災第５９号、平成９年３月消防情第５１

号、平成１２年１１月消防災第９８号・消防情第１２５号、平

成１５年３月消防災第７８号・消防情第５６号、平成１６年９

月消防震第６６号、平成２０年５月消防応第６９号、平成２０

年９月消防応第１６６号、平成２４年５月消防応第１１１号、

平成 29 年 2 月消防応第 11 号､平成 31 年 4 月消防応第 28 号、

令和元年 6 月消防応第 12 号、令和 3 年 5 月消防応第 29 号、

令和 5 年 5 月消防応第 55 号、令和 7 年 4 月消防応第 44 号 

 

第１ 総則  
１．趣旨 

 この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 40 条の規定に基づき消防庁長官が求

める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるも

のとする。 

（参考） 

消防組織法第４０条 

 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統

計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 

 

２．火災・災害等の定義 

 「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

 なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火災報告

取扱要領（平成 6 年 4 月 21 日付け消防災第 100 号）」、「災害報告取扱要領（昭和 45 年 4 月

10 日付け消防防第 246 号）」、「救急事故等報告要領（平成６年 10 月 17 日付け消防救第 158

号）」の定めるところによる。 

 

３．報告手続 

（１）「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（（１）において「火災等」という。）が

発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の事務を

処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域

連合を含む。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等に関する即報を都道府県を

通じて行うものとする。 

 ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した地域の

属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業務、救助活動、

事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等について主として応急措置を

行った市町村又はこれらの火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道府県を通

じて行うものとする。 

（２）「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合(災害が発生するおそれが著しく大き

い場合を含む。以下同じ。)には、当該災害が発生し、又はそのおそれがある地域の属する

市町村は、災害に関する即報について都道府県に報告をするものとする。 

（３）「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市町村

からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報について消防庁

に報告をするものとする。 
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（４）「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、第一

報を都道府県に加え、消防庁に対しても、報告をするものとする。この場合において、消防

庁長官から要請があった場合については、市町村は第１報後の報告を引き続き消防庁に対し

ても行うものとする。 

（５）市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先として可能な限

り早く（原則として、覚知後 30 分以内）、分かる範囲で、その第１報の報告をするものと

し、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告をするもの

とする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うととも

に、市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、直ちに消防庁に対して報告を

行うものとする。 

 

４．報告方法及び様式 

 火災・災害等の即報に当たっては、原則として（１）の区分に応じた様式により、電子メー

ルで報告をするものとする。 

ただし、電子メールが使用不能になるなど当該方法による報告ができない場合には、迅速性

を最優先とし、電話等通信可能な方法による報告に代えることができるものとする。 

また、第１報後の報告については、各様式で報告が求められている項目が記載された既存資

料(地方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部会議で使用された資料など)による報告

に代えることができるものとする。 

なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は（２）により被害状況等の画像情報

の送信を行うものとする。 

 

 

（１）様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、原

子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

なお、火災（特定の事故を除く。）については、第１号様式、特定の事故については、

第２号様式により報告をすること。 

イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第３号様式 

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対象とする。

なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救急事故等については、

第３号様式による報告を省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求められた

ものについては、この限りではない。 

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア 火災等

即報、イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報を省略することができる。ただし、消防

庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

（２）画像情報の送信 

 地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共団体

（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したときは、

高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛生地球局等を用いて速やかに被害状

況等の画像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等 

ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等 
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(テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニュース

にて報道される火災・災害等をいう。以下同じ。) 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５．報告に際しての留意事項 

（１）都道府県又は市町村は、「第２ 即報基準」又は「第３ 直接即報基準」に該当する火

災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。 

（２）都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な火

災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特

に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告を行うこと 

が十分にできないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプター

等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情報等の把握

に努めるものとする。 

（３）各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等関係機関と密

接な連携を保つものとする。 

  特に、人的被害の数(死者・行方不明者)については、都道府県が一元的に集約、調整を行

うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的

に収集し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整理・突合・精査を行い、直

ちに消防庁へ報告をするものとする。 

（４）市町村は、都道府県に報告をすることができない場合には、一時的に報告先を消防庁に

変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都道

府県に報告をするものとする。 

（５）上記（１）から（４）にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合に

は、市町村はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告をするものとする。 

 

第２ 即報基準  
 火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

 

１．火災等即報 

（１）一般基準 

 火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそれがあ

る場合を含む。）等について報告をすること。 

ア 死者が３人以上生じたもの 

イ 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

（２）個別基準 

 次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞ

れ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報

告をすること。 

ア．火災 

（ア）建物火災 

a 特定防火対象物で死者の発生した火災 

b 高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者

等が避難したもの 

c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災 

d 特定違反対象物の火災 
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e 建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

f 他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案して概ね１０棟以上

になる見込みの火災 

g 損害額１億円以上と推定される火災 

（イ）林野火災 

a 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

b 空中消火を要請又は実施したもの 

c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの 

（ウ）交通機関の火災 

a 航空機火災 

b タンカー火災 

c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

d トンネル内車両火災 

e 列車火災 

（エ）その他 

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等 

（例示） 

・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ．石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

（ア）危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

（例示） 

・ 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の

火災又は爆発事故 

（イ）危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

（ウ）特定事業所内の火災（（ア）以外のもの。） 

ウ．危険物等に係る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）を

貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イの石油

コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

（ア）死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

（イ）負傷者が５名以上発生したもの 

（ウ）周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害

を及ぼしたもの 

（エ）５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

（オ）海上、河川への危険物等流出事故 

（カ）高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事

故 

エ．原子力災害等 

（ア）原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の

漏えいがあったもの 

（イ）放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運

搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

（ウ）原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第 10 条の規定により、原

子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったも

の 

（エ）放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の

漏えいがあったもの 
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オ．その他特定の事故 

可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高いと認め

られるもの 

カ．消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

（３）社会的影響基準 

（１）一般基準、（２）個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大きく

取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

２．救急・救助事故即報 

 救急・救助事故については、次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）につ

いて報告をすること。 

（１）死者５人以上の救急事故 

（２）死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

（３）要救助者が５人以上の救助事故 

（４）覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故 

（５）消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故 

（６）消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

（７）自衛隊に災害派遣を要請したもの 

（８）上記(1)から(7)に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取り上げ

られる等社会的影響度が高い救急・救助事故(社会的影響度が高いことが判明した時点での

報告を含む。) 

(例示) 

・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・ バスの転落による救急・救助事故 

・ ハイジャックによる救急・救助事故 

・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発生し

た救急・救助事故 

・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域において

同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべき救急・救

助事故 

 

３．武力攻撃災害等即報 

 武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある場合を含

む。）について報告をすること。 

（１）武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112

号。以下「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃に

より直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人

的又は物的災害 

（２）国民保護法第 172 条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、武力攻

撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質

の放出その他の人的又は物的災害 

 

４．災害即報 

 災害即報については、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）につ

いて報告をすること。 

（１）一般基準 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 
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イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

ウ 災害が２都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であっても、

全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

エ 気象業務法第 13 条の２に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表

されたもの 

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

（２）個別基準 

次の災害については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に定める個

別基準に該当するもの(該当するおそれがある場合を含む。)について報告をすること。 

ア 地震 

（ア）当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

（イ）人的被害又は住家被害を生じたもの 

イ 津波 

（ア）津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

（イ）人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 

（ア）崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（イ）洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害

を生じたもの 

（ウ）強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害 

（ア）積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（イ）積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

オ 火山災害 

（ア）噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

（イ）火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（３） 社会的影響基準 

（１）一般基準、（２）個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取り上

げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

第３ 直接即報基準  
市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するおそ

れがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告をするものとする。 

 

１．火災等即報 

（１）交通機関の火災 

第２の１の（２）のアの（ウ）に同じ。 

（２）石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

第２の１の（２）のイの（ア）、（イ）に同じ。 

（３）危険物等に係る事故（（２）の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

ア 第２の１の（２）のウの（ア）、（イ）に同じ。 

イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は

周辺で、500 平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

ウ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当する

もの 

（ア） 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

（イ） ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 
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エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の

避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

（４）原子力災害等 

第２の１の（２）のエに同じ。 

（５）ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

（６）爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高

いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 

 

２．救急・救助事故即報 

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

（１）列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

（２）バスの転落等による救急・救助事故 

（３）ハイジャックによる救急・救助事故 

（４）映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

（５）その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

 

３．武力攻撃災害等即報 

第２の３の（１）、（２）に同じ。 

 

４．災害即報 

（１） 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を

問わない。） 

（２） 第２の４の（２）のイからオまでのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領  
第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞれの

報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）の定め

るところによる。 

 

＜火災等即報＞ 

１．第 1号様式（火災） 

（１）火災種別 

「火災種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（２）消防活動状況 

当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び消

防機関による応援活動の状況についても記入すること。 

（３）救急・救助活動状況 

報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入するこ

と（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

（４）災害対策本部等の設置状況 

当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本

部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。 

（５）その他参考事項 

次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。 

ア 死者３人以上生じた火災 

（ア） 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 
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a 建物等の用途、構造及び周囲の状況 

b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況並び

に予防査察の経過 

（イ） 火災の状況 

ア）発見及び通報の状況 

イ）避難の状況 

イ 建物火災で個別基準の e、f 又は g のいずれかに該当する火災 

（ア）発見及び通報の状況 

（イ）延焼拡大の理由 

a 消防事情  b 都市構成  c 気象条件  d その他 

（ウ）焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

（エ）り災者の避難保護の状況 

（オ）都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

ウ 林野火災 

（ア）火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※必要に応じて図面を添付する。 

（イ）林野の植生 

（ウ）自衛隊の派遣要請、出動状況 

（エ）空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

エ 交通機関の火災 

（ア）車両、船舶、航空機等の概要 

（イ）焼損状況、焼損程度 
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第１号様式 (火災) 

第 報 

消防庁受信者氏名 

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

報告者氏名  

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県市町村 
(消防本部) 

 

※ 特定の事故を除く。 報告者氏名  

 

火 災 種 別 １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

出 火 場 所 
 

出 火 日 時 月  日  時  分 (鎮圧日時) （  月  日  時  分） 

(覚知日時) (   月  日  時  分) 鎮 火 日 時    月  日  時  分 

火元の業態・ 
 

事 業 所 名 
 

用    途 
 

(代表者氏名)  

出 火 箇 所 
 

出 火 原 因 
 

死 傷 者 

死者(性別・年齢)  人 

死者の生じた 

理 由 

 

負傷者  重症 

中等症 

軽症 

 人 

 人 

 人 

建 物の概 要 
構造 

階層 

建築面積 
延べ面積 

㎡ 
㎡ 

焼 損 程 度 
焼損 

棟数 

 

全 焼 棟 

半 焼 棟 

部分焼 棟 
ぼ や 棟 

  

 

 

計  棟 

焼損面積 

建物焼損床面積 

建物焼損表面積 

林野焼損面積 

㎡ 

㎡ 

ha 

 

り 災世帯 数 世帯 気象状況 
 

 消防本部(署) 台 人 

消防活動状況 消防団 台 人 

 その他(消防防災ヘリコプター等) 台・機 人 

救急・救助  

活動状況 

 

災害対策本部  
等の設置状況 

 

その他参考事項 

 

(注) 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30 分以内）分かる範囲で
記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を
記入して報告すれば足りること。） 
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２．第２号様式（特定の事故） 

（１）事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲む

こと。 

（２）事業所名 

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入するこ

と。 

（３）特別防災区域 

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下この項にお

いて「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区

名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所にあっては、「レイアウ

ト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第二種」を、

その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

（４）覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当該事

故を発見した日時を記入すること。 

（５）物質の区分及び物質名 

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入

すること。なお、当該物質が消防法（昭和 23 年法律第 186 号）で定める危険物である場合

には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

（６）施設の区分 

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（７）施設の概要 

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入する

こと。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）に

ついても記入すること。 

（８）事故の概要 

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

（９）消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急対策

の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動

の状況についても記入すること。 

（１０）災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本

部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

（１１）その他参考事項 

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

（例） 

・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

（１２）原子力災害等の場合 

ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読み

替えること。 

イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、

「汚染者」に区分して記入すること。 

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況を記

入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定められてい

る場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 
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(注) 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30 分以内）分かる範囲で
記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を
記入して報告すれば足りること。） 

事 故 種 別 １ 火災  ２ 爆発  ３ 漏えい  ４ その他(   ) 

発 生 場 所 
 

事 業 所 名 
 

特別防災区域 
レイアウト第一種、第一種、 

第二種、その他 

発 生 日 時 

(覚知日時) 

月  日  時  分 

( 月 日  時  分) 

発 見 日 時 月  日  時  分 

鎮 火 日 時 
(処理完了 ) 

月  日  時  分 

( 月 日  時  分) 

消防覚知方法 
 

気 象 状 況 
 

物 質の区 分 
1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス 

5 毒劇物 6 RI 等 7 その他( ) 
物 質 名 

 

施 設の区 分 １ 危険物施設 ２ 高危混在施設 ３ 高圧ガス施設 ４ その他( ) 

施 設の概 要 
 

危険物施設の 

区 分 

 

事 故の概 要 
 

死 傷 者 

死者(性別・年齢) 人 負傷者等    人( 人) 
重症 人(       人) 

中等症 人(     人) 
軽症 人( 人) 

消 防 防 災 

活 動 状 況 

及 び 

救 急・救 助 

活 動 状 況 

警戒区域の設定 月 日 時 分 

使用停止命令 月 日 時 分 

出場機関 出場人員 出場資機材 

事 
業 
所 

自衛防災組織 人 
 

共同防災組織 人 
 

その他 人  

消防本部(署) 
台 
 人 

 

消防団 
台 
 人 

 

消防防災ヘリコプター 
機 
 人 

 

海上保安庁 人 
 

自衛隊 人 
 

その他 人 
 

災害対策本部 

等の設置状況 

 

その他参考事項 

第２号様式 (特定の事故) 

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県 
 

報告者氏名 
 

報告日時 年  月  日  時  分 
都道府県市町村 
(消防本部) 

 

報告者氏名 
 

 

事故名 

第 報 

消防庁受信者氏名 

 

１ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

２ 危険物等に係る事故 

３ 原子力施設等に係る事故 

４ その他特定の事故 
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＜救急・救助事故即報・武力攻撃災害等即報＞ 

３．第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等） 

（１）事故災害種別 

「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（２）事故等の概要 

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

（３）死傷者等 

ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。 

イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

（４）救助活動の要否 

救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

（５）要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未だ救

助されていない者の数を記入すること。 

また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

（６）消防・救急・救助活動状況 

出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消防本

部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況に

ついて記入すること。 

（７）災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本

部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

（８）その他参考事項 

以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

（例） 

・ 都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

・ 避難指示の発令状況 

・ 避難所の設置状況 

・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

・ ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等） 

・ 被害の要因（人為的なもの） 

   不審物（爆発物）の有無 

   立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等） 
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事故災害種別 １ 救急事故 ２ 救助事故 ３ 武力攻撃災害 ４ 緊急対処事態における災害 

発 生 場 所 
 

発生日時  

(覚知日時) 

月   日   時   分 

(    月   日   時   分) 
覚 知 方 法 

 

事故等の概要 

 

死 傷 者 

死者(性別・年齢) 

計   人 

負傷者等 人 ( 人 ) 

重 症 人( 人) 

中等症 人 ( 人) 

軽 症 人( 人) 

 

不明 人 

救助活動の要否 

 

要救護者数(見込) 
 

救 助 人 員 
 

消防・救急・救助 

活 動 状 況 

 

災害対策本部 

等の設置状況 

 

その他参考事項 

（注） 負傷者欄の（  ）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30 分以内）分か

る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨

（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県 
 

報告者氏名 
 

報告日時 年  月  日  時  分 
都道府県市町村 
(消防本部) 

 

報告者氏名 
 

第３号様式 (救急・救助事故・武力攻撃災害等) 

第 報 

消防庁受信者氏名 
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＜災害即報＞ 

４．第４号様式 

（１）第４号様式―その１（災害概況即報）  

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段階で被

害状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の有無、火災、

津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。 

ア 災害の概況 

（ア） 発生場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

（イ） 災害種別概況 

a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流

等の概況 

b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況 

c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 

e その他これらに類する災害の概況 

イ 被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の被害に重

点を置いて記入すること。 

１１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する災害に

おいて、市町村から消防庁に直接報告をする際に記入すること。 

なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規模を

推察する上で重要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡について可能

な限り報告をすること。 

ウ 応急対策の状況 

（ア）当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等(以下 「災

害対策本部等」という。)を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を記入するこ

と。 

なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できない場

合には、任意の様式を用いて報告をすること。 

また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等が設

置されるなど特記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

（イ） 消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、

消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等

をわかる範囲で記入すること。 

（ウ） 自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時及び内容を記入すること。 

（エ） その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状況、他の

地方公共団体への応援要請等について記入すること。 

また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおいては、

警報の伝達、避難指示等の発令状況等の警戒・避難対策について記入すること。な

お、避難指示等の発令状況については、第４号様式（その１）別紙を用いて報告す

ること。 
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災 
害 
の 
概 
況 

発生場所 
 

発生日時 月   日   時   分 

 

被 
害 
の 
状 
況 

人的 
被害 

死 者 
 

人 
重傷者 

 

人 

住家 
被害 

全壊 
 

棟 床上浸水 

 

棟 

 
うち 

災害関連死者 

 

人 半壊 
 

棟 床下浸水 

 

棟 

軽傷者 

 

人 
不明 

 

人 一部破損 

 

棟 未分類 

 

棟 

119 番通報の件数 

応 
急 
対 
策 
の 
状 
況 

災 害 対 策 本 部 等 の 

設 置 状 況 

(都道府県) (市町村) 

消 防 機 関 等 の 

活  動  状  況 

(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、 
その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。) 

自  衛  隊  派  遣 

要  請  の  状  況 

 

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策 

(注) 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30 分以内）分かる範囲で
記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を
記入して報告すれば足りること。） 

(注) 住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。 

第４号様式(その１) 

(災害概況即報) 

消防庁受信者氏名 

災害名 (第  報) 

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

報告者氏名  

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県市町村 
(消防本部) 

 

報告者氏名  
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第４号様式(その１) 別紙 

都道府県名 ( ) 

(避難指示等の発令状況) 

市町村名 
緊急安全確保 発令日時 避難指示 発令日時 高齢者等避難 発令日時 

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

※ 対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。
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（２）第４号様式（その２）（被害状況即報） 

 管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を用いること。 

ア 各被害欄 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額については、

省略することができる。 

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点における断

水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

また、市町村ごとの人的被害・住家被害については、第４号様式（その２）別紙を用いて

報告をすること。 

イ 災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等

を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

ウ 災害救助法適用市町村名 

市町村ごとに、適用日時を記入すること。 

エ 災害の概況 

災害の概況欄には次の事項を記入すること。 

（ア） 災害の発生場所 

被害を生じた市町村名又は地域名 

（イ） 災害の発生日時 

被害を生じた日時又は期間 

（ウ） 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等 

オ 応急対策の状況 

消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行った場合には

その日時及び内容を記入すること。 

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状況等を記

入すること。 
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第４号様式（その２） 別紙 

都道府県名 ( ) 

(市町村ごとの人的被害・住家被害) 

 

市町村名 

人 的 被 害 住 家 被 害 

死者 

 

行 方 
不明者 

負 傷 者 

全壊 半壊 
一部 
破損 

床上 
浸水 

床下 
浸水 うち  

災害関連 
死者 

重傷 軽傷 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 
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５－４ 福岡県災害調査報告実施要綱 

 

制定 昭和３９年 ５月２１日 

改正 平成  ６年 ４月 １日 

平成１０年 ４月 １日 

（趣  旨） 

第１ この要網は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５３条の規定による報告及

び他関係法令又は各省（庁）の要請等により、災害が発生した場合における被害状況を迅

速かつ、的確に把握し、もって災害地域の災害応急対策を行うため必要な調査報告事項等

について定めるものとする。 

 

（定  義） 

第２ この要網において「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。 

 

（総括事務） 

第３ この災害状況の調査についての総括事務は、次に揚げる区分により行うものとする。 

１ 災害対策本部が設置されないとき、又は設置されるまでの間は、総務部消防防災課におい

て行う。 

２ 災害対策本部が設置されたときは、総合指令部（総括班）において行う。 

 

（報告責任者） 

第４ 災害時における事務のふくそうをさけるため、市長村長及び関係出先機関の長はあらかじ

め報告責任者（この場合「災害報告主任」という。）及び副主任を定めておくものとする。 

 

（報告すべき災害） 

第５ 市町村長から知事に報告すべき災害はおおむね次のとおりとする。 

１ 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

２ 県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。 

３ 災害が最初は軽微であっても今後拡大発展するおそれのあるもの、又は２市町村以上にま

たがるもので、１の市町村における被害は軽微であっても全県的に見た場合に同一災害で大

きな被害を生じているもの。 

４ 災害による被害に対し、国又は県の特別の財政援助を要するもの。 

５ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告の必要があると認められるもの。 

 

（報告及び提出部数） 

第６ 市町村長、関係出先機関の長及び本庁関係各部長は、災害による被害状況を次に揚げる区

分により知事（又は災害対策本部長）に報告するものとし、被害の判定基準は別表１によるも

のとする。 

 

１ 即  報 

災害の発生に際し、死傷者、住家等の被害が発生し、又は避難が行われた場合にあって

は、ただちに災害概況即報（様式第１号）を防災行政無線又は電話（ファクシミリを含

む。）をもって報告するものとする。 

以後、新たに被害が発生したとき、又は増大した場合はその都度遅滞なく様式第１号を
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提出するものとする。 

前記報告のほか、判明した被害状況については様式第２号に揚げる事項を速やかに報告

するものとし、以後にあっては毎日、下記に定める時間までに報告するものとする。 

なお、被害件数等は「累計数」として取り扱うものとする。 

 

区  分 報 告 時 間 

市 町 村 長 10 時 00 分 15 時 00 分 

出先機関の長 10 時 30 分 15 時 30 分 

各 部 長 11 時 00 分 16 時 00 分 

 

２ 詳  報 

災害発生後市町村長にあっては５日以内に、関係出先機関の長にあっては７日以内に、

それぞれの関係機関に様式第２号又は様式第３号を提出するものとし、関係各部長は関係

出先機関の長からの報告を受けた後、速やかに同様式に揚げる事項を知事（又は災害対策

本部長）に提出するものとする。 

 

３ 確定報告 

 応急対策を終了したとき、又は災害対策本部を解散した日から１５日以内に様式第２号又

は様式第３号を前項に準じて提出しなければならない。 

 確定報告は、即報及び詳報をもって報告した被害状況の総括的なものであって、その被害

の実態を把握するために必要な証明書、現地写真、図面その他必要な資料を添付するものと

する。 

 

４ 提出部数 

（１）出先機関の長は、各様式とも２部作成し関係部長に提出するものとする。 

（２）各部長は、１部を知事（対策本部長）又は総務部長に提出するものとする。 

なお、市町村長が出先機関を経由せず直接関係部長あて報告するものにあっては、出

先機関の長に準じ２部提出するものとする。 

 

（報告の順序） 

第７ 市町村長、関係出先機関の長及び関係各部長の行う災害被序によるものとする。 

 但し、応急対策等のため急を要すると認められるときは、これによらないことができる。 

 

１ 市町村長の報告 

（１）災害概況及び被害状況即報 

（様式第１号・様式第２号の１） 

 

 

 

 

 

市町村 地方本部 警戒本部・対策本部 消防防災課 

【地方本部未設置時】 【本部設置時】 



5-4 

151 

（２）被害状況確定報告 

（様式第２号の１） 

 

（３）社会福祉施設関係被害即報 

（様式第２号の２） 

 

（４）保健環境関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の３、様式第３号の１） 

 

（５）商工業関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の４、様式第３号の２） 

 

（６）農業関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の５、様式第３号の３～１５） 

 

（７）林業関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の６、７、８、９、１０） 

 

（８）水産関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の１１、１２） 

 

（９）土木関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の１３、様式第３号の１６） 

 

（10）建築都市関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の１４、１５、様式第３号の１７） 

 

市町村 県土整備事務所 

福岡県土整備事務所管内市町村 建築都市部 

流域下水道事務所 

市町村 県土整備事務所 

市町村 海洋技術センター 

市町村 農林事務所 

市町村 農林事務所 

市町村 商工事務所 

市町村 保 健 所 

保健所設置市 保健医療介護部 

市町村 福祉事務所 

市町村 警戒本部・対策本部 消防防災課 

【本部未設置時】 
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（11）教育関係被害即報・詳報・確定報告 

（様式第２号の１６） 

 

 

２ 出先機関の長の報告 

   市町村から報告を受けた出先機関の長は、速やかに関係部長に報告するものとする。 

 

 

３ 各部長の報告 

（１）各部長は、出先機関の長からの報告を受けた後、速やかにその状況を書面をもって

知事（又は災害対策本部長）に報告するものとする。 

（２）被害額については、様式第４号により報告するものとする。 

（３）災害対策本部が設置されないときは、災害ごとに様式第２号の１及び様式第４号を

総務部長（消防防災課）に報告するものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

保健福祉環境事務所 

商 工 事 務 所 

農 林 事 務 所 

海洋技術センター 

県 土 整 備 事 務 所 

流域下水道事務所 

教 育 事 務 所 

関 係 部 長 

総 務 部 長 

知事（本部長） 

市町村 教育事務所 
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５－５ 被害の判定基準 

 

 (その１)     （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１） 

被害区分  備  考 

人 

的 

被 

害 

死 者 
 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体

は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。 

 

行方不明者 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがある者

とする。 

重 傷 者 

 当該被害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要

のある者のうち１ヶ月以上の治療を要する見込みのものとす

る。 

軽 傷 者 

 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必

要のある者のうち１ヶ月未満で治療できる見込みのものとす

る。 

住 
 
 

家 
 

 

被 
 
 

害 

住 家 
 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住

家であるかどうかを問わない。 

 

全 壊 

 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊もしくは流失

した部分の床面積が、その住家の延べ面積の７０％以上に達し

たもの、または住家の主要構造物の被害額がその住家の時価の

５０％以上に達した程度のものとする。 

半 壊 

 住家の損壊が甚しいが補修すれば元通りに使用できるもの

で、具体的には損壊部分が、その住家の延べ面積の２０％以上

７０％未満のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住

家の時価の２０％以上５０％未満のものとする。 

一 部 損 壊  

 全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要

とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度

のごく小さなものは除く。 

床 上 浸 水  

 住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しな

いが土砂竹林の堆積により一時的に居住することができないも

のとする。 

床 下 浸 水  床上浸水にはいたらない程度に浸水したものとする。 

非
住
家
被
害 

非 住 家  

 住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないも

のとする。これらの施設に人が居住しているときは当該部分は

住家とする。 

非住家被害

は全壊又は半

壊のもののみ

を記入するも

のとする 

公 共 建 物  
 例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用

に供する建物とする。 

そ の 他  公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

そ

の

他 

田 の 流 出 

埋 没 
田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能に

なったものとする。 

 

畑の流出埋没
及び畑の冠水 

 田の例に準じて取り扱うものとする。 

文 教 施 設 

 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、

聾学校、養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設と

する。 



5-5 

154 

(その２)      （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１） 

被害区分  備  考 

そ

の

他 

道 路 
道路法〈昭和 27 年法律第 180 号〉第 2 条第 1 項に規定する道

路のうち橋りょうを除いたものとする。 

 

橋 り ょ う 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河 川 

河川法〈昭和 39 年法律第 167 号〉が適用され、もしくは準用

される河川もしくはその他の河川またはこれらのものの維持管

理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設もしくは沿岸

を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

港 湾 

港湾法〈昭和 25 年法律第 218 号〉第 2 条第 5 号に規定する水

域施設、外かく施設、けい留施設または港湾の利用及び管理上

重要な臨港交通施設とする。 

砂 防 

砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第 1 条に規定する砂防施設、

同法第 3 条の規定によって同法が準用される砂防のための施設

または第 3 条の 2 の規定によって天然の河岸とする。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被 害 船 舶 

ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で船体が没し、航行

不能となったもの及び流出し所在が不明になったもの並びに修

理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

航空機被害 
人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航

空機、滑空機、飛行船等の機器が被害を受けたものとする。 

電 話 災害により通信不能となった電話の回線数とする。 

電 気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点におけ

る戸数とする。 

水 道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水

した時点における戸数とする。 

ガ ス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数

のうち最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

り災世帯  

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活

を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。例えば

寄宿舎、下宿、その他これに類する施設に宿泊するもので共同

生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、

また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分け

て扱うものとする。 

住屋の一

部破損及び

床下浸水の

被害世帯は

含まない。 

り 災 者  り災世帯の構成員とする。 
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（その３）     （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１） 

被害区分  備 考 

被

害

金

額 

公立文教施設 公立の文教施設とする。  

農林水産施設 

農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律（昭和 25 年法律第 169 号）による補助対象となる施設

をいい、具体的には農地、農業用施設、林業用施設、漁港施

設及び協同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業国庫負担法（昭和 26 年法律第

97 号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的に

は、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾

及び漁港とする。 

そ の 他 の 

公 共 施 設 

公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公

共施設をいい、例えば庁舎、公民館、都市施設等の公用又は

公共の用に供する施設とする。 

災害中間年報 

及び災害年報 

の被害金額の 

記 入 方 法 

公立文教施設、水産業施設、公共土木施設及びその他の公

共施設については査定済額を記入し、未査定額（被害見込

額）はカッコ外書きとするものとする。 

公共施設被害

市 町 村 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他

の公共施設の被害を受けた市町村とする。 

農 産 被 害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハ

ウス農作物等の被害とする。 

林 産 被 害 
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木

等の被害とする。 

畜 産 被 害 
農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎

等の被害とする。 

水 産 被 害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁

具、漁船等の被害とする。 

商 工 被 害 
建物以外の商工被害で、例えば工業原材料商品、生産機械

器具等とする。 
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５－６ 福岡県災害救助法施行細則 

昭和四十年八月三十一日 

福岡県規則第四十四号 

 

(趣旨) 

第一条 この規則は、災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。）の実施

について、災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「政令」とい

う。）及び災害救助法施行規則（昭和二十二年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、

運輸省令第一号。以下「省令」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

第二条 削除 

  （平一三規則三三） 

(救助実施区域の告示) 

第三条 知事は、法第二条の規定による救助（以下「救助」という。）を開始したときは、速や

かに当該救助を適用する市町村（法第二条の二第一項に規定する救助実施市を除く。以下

同じ。）の地域を告示するものとする。 

 （平一三規則三三・令元規則一四・一部改正） 

(市町村長の緊急処置) 

第四条 市町村長（法第二条の二第一項に規定する救助実施市の長を除く。以下同じ。）は、災

害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、法第十三条第

二項の規定に基づき救助に着手することができる。 

  （平一三規則三三・平二六規則一・令元規則一四・一部改正） 

(救助の組織) 

第四条の二 災害救助に関する事務を処理するため、福祉労働部に災害救助部（以下「部」という。）

を置く。 

2 部に部長及び副部長を置き、部長には福祉労働部長を、副部長には福祉労働部次長をもつ

て充てる。 

3 部に別表の上欄に掲げる班を置き、同表の下欄に掲げる区域を管轄させる。 

4 班に班長及び班員を置き、班長には別表の中欄に掲げる組織の長の職にある者をもつて充

て、班員には同表の中欄に掲げる組織に所属する職員をもつて充てる。 

（昭四七規則五五・追加、平一〇規則一九・平二〇規則三八・令二規則二二・一部改正） 

(救助の程度、方法及び期間) 

第五条 知事は、政令第三条第一項の規定による救助の程度、方法及び期間を定めたときは、こ

れを告示するものとする。 

2 前項の規定により難い特別の事情があるときは、別に定めるところによるものとする。 

（昭四六規則七一・昭四七規則五五・昭四八規則六四・平一三規則三三・平二六規則一・令

元規則二五・一部改正） 

(物資の収用等の場合の公用令書等) 

第六条 省令第一条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に

掲げるとおりとする。 

一 公用令書（様式第三号から様式第三号の四まで） 

二 公用変更令書（様式第四号） 

三 公用取消令書（様式第五号) 

2 知事は、前項第一号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳（様式第六号）に、これ



5-6 

157 

を登録するものとする。 

3 第一項第二号又は第三号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に、

その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつては、変更事項を記録しなければならない。 

第七条 削除 

  （平一三規則三三） 

(物資の収用等の引渡時における所有者等の立会い) 

第八条 省令第二条第三項の規定により、当該職員が収用又は使用すべき物資の引渡しを受け受

領調書（様式第七号）を作成しようとするときは、その物資の所有者又は権限に基づいて

その物資を占有する者の立ち会いの下で行わなければならない。ただし、やむをえない場

合においては、この限りでない。 

  （平一三規則三三・平一九規則二一・一部改正） 

(損失補償請求書) 

第九条 省令第三条の規定により、損失補償請求書（様式第八号）の提出があつたとき及びこれ

に基づき損失の補償を行つたときは、第六条第二項の強制物件台帳に所要の事項を記録す

るものとする。 

  （平一三規則三三・一部改正） 

(従事命令の場合の公用令書等) 

第十条 省令第四条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

一 公用令書（様式第九号） 

二 公用取消令書（様式第十号） 

2 前項第一号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳（様式第十一号）に、これを登

録するものとする。 

3 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に記

録してこれを抹消しなければならない。 

(協力命令の場合の様式等) 

第十一条 法第八条に規定する救助に関する業務に協力させる者には、協力令書（様式第十二

号）を交付するものとする。ただし、そのいとまがないときはこの限りでない。 

2 前項の協力令書を交付するときは、救助協力者台帳（様式第十三号）に、これを登録する

ものとする。 

  （平二六規則一・一部改正） 

第十二条 削除 

  （平一三規則三三） 

(従事命令に従事できない場合の届出) 

第十三条 省令第四条第二項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のものとする。 

一 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書 

二 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町村長、

警察官その他適当な機関の証明書 

（平一三規則三三・令元規則一四・一部改正） 

(実費弁償) 

第十四条 知事は、政令第五条の規定による実費弁償に関して必要な事項を定めたときは、これ

を告示するものとする。 

  （令二規則二二・全改） 

(実費弁償請求書の様式) 

第十五条 省令第五条に規定する実費弁償請求書は、様式第十四号による。 
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 (立入検査証) 

第十六条 法第十条第三項において準用する法第六条第四項の規定により、当該職員が立入検査

にあたつて、携帯する証票は様式第十五号による。 

  （昭五〇規則五九・平一九規則二一・平二六規則一・一部改正） 

第十七条 削除 

  （平一三規則三三） 

(扶助金支給申請書の様式等) 

第十八条 省令第六条第一項の規定による扶助金支給申請書は様式第十八号による。 

2 前項の扶助金申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、添

付する書類は次のものとする。 

一 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得

ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載

した書類及び証明書等 

二 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治ゆまでの見込期間等に関する

医師の意見書 

3 省令第六条第一項の規定により、扶助金支給申請書の提出があつたとき及びこれに基づき

扶助金の支給を行つたときは、第十条第二項の救助従事者台帳又は第十一条第二項の救助協

力者台帳に所要の事項を記載するものとする。 

  （平一三規則三三・令元規則一四・令元規則二五・一部改正） 

(知事の権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合の通知) 

第十九条 知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の

一部を市町村長が行うこととするときは、様式第十九号により政令第十七条第一項の規定

による通知を行うものとする。 

  （平一三規則三三・全改、平二六規則一・一部改正） 

(繰替支弁) 

第二十条 法第三十条の規定による市町村長の救助の実施に要する費用は、市町村において一時

繰替支弁をするものとする。 

  （平一三規則三三・平二六規則一・令元規則一四・一部改正） 

(繰替支弁金請求書及び提出期限) 

第二十一条 市町村長は、前条の規定により一時繰替支弁をしたときは、救助に関する業務の完

了後六十日以内に次の各号に掲げる書類を知事に提出するものとする。 

一 災害救助費繰替支弁金請求書（様式第二十一号及び第二十一号の二） 

二 救助業務に要した経費算出内訳（様式第二十二号） 

三 被害状況調（様式第二十四号） 

四 災害救助費繰替支弁状況調（様式第二十五号） 

五 歳入歳出予算書抄本及び支払証拠書類の写し 

2 市町村長は、前条に規定する費用について、概算払を受けようとするときは災害救助費繰替

支弁金概算払請求書(様式第二十六号)を、精算を行うときは災害救助費繰替支弁金精算請求書

（様式第二十七号）に前項第二号から五号までに掲げる書類を添付して、知事に提出するもの

とする。 

  （昭四七規則七九・昭五〇規則五九・平一三規則三三・令二規則二二・一部改正） 

第二十二条 削除 

  （平三〇規則三四） 

(救助事務費) 

第二十三条 知事は、法第十八条第一項に規定する救助の事務を行うのに必要な費用として支出
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できる範囲及び限度額等を定めたときは、これを告示するものとする。 

（平三〇規則三四・全改、令二規則二二・一部改正） 

(災害救助基金台帳) 

第二十四条 法第二十二条の規定に基づき設置した福岡県災害救助基金に係る収入及び支出につ

いては、福岡県災害救助基金台帳(様式第四十三号及び様式第四十四号)に記載し、常時そ

の状況を明らかにするものとする。 

  （昭四三規則七・追加、昭四五規則六七・旧第二十四条繰上、昭四七規則七九・旧第二十三

条繰下・一部改正、昭五〇規則五九・平二六規則一・一部改正） 

(補則) 

第二十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

  （昭四五規則六七・追加、昭四七規則七九・旧第二十四条繰下・一部改正） 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。 

(中略) 

附 則（令和元年規則第二五号） 

この規則は、令和元年十月一日から施行する。 

附 則（令和二年規則第二二号） 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和六年規則第四七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和七年規則第九号） 

この規則は、令和七年六月一日から施行する。 
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別表（第四条の二関係） 

（平二一規則三九・全改、平二二規則三・平三〇規則三四・令元規則一四・令元規則二五・一

部改正、令二規則二二・旧別表第一・一部改正） 

班名 組織 管轄区域 

救助総括班 福祉労働部福祉総務課 
県下全域（法第二条の二第一項に規定

する救助実施市を除く。） 

筑紫救助班 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 
筑紫野市 春日市 大野城市 

太宰府市 那珂川市 

粕屋救助班 福岡県粕屋保健福祉事務所 古賀市 糟屋郡 

糸島救助班 福岡県糸島保健福祉事務所 糸島市 

宗像・遠賀救助班 
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境

事務所 
中間市 宗像市 福津市 遠賀郡 

嘉穂・鞍手救助班 
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境

事務所 

直方市 飯塚市 宮若市 嘉麻市 

鞍手郡 嘉穂郡 

田川救助班 福岡県田川保健福祉事務所 田川市 田川郡 

北筑後救助班 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 
久留米市 小郡市 うきは市  

朝倉郡 三井郡 

南筑後救助班 福岡県南筑後保健福祉環境事務所 
大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 

大川市 みやま市 三潴郡 八女郡 

京築救助班 福岡県京築保健福祉環境事務所 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡 
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５－７ 福岡県災害救助法施行細則に基づく救助の程度等 

令和２年３月 31 日福岡県告示第 344 号 

一部改正令和３年３月 23日福岡県告示第 354 号    

一部改正令和４年６月９日福岡県告示第 633 号の２  

一部改正令和５年４月 24日福岡県告示第 279 号の２  

一部改正令和５年６月 30日福岡県告示第 460 号の２  

一部改正令和６年４月３日福岡県告示第 217 号の２  

一部改正令和６年８月７日福岡県告示第 501 号の３  

一部改正令和７年３月 21日福岡県告示第 192 号  

  一部改正令和７年４月 16 日福岡県告示第 262 号の２ 

一部改正令和７年８月 20日福岡県告示第 504 号の２ 

 

第１ 救助の程度、方法及び期間 

福岡県災害救助法施行細則（昭和 40 年福岡県規則第 44号。以下「規則」という。）第

５条第１項の救助の程度、方法及び期間は、次に定めるところによる。 

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与 

(1)避難所 

ア 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものと

する。 

イ 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物を得難

いときは、野外に移動可能な施設、車両等を設置し、又はその他の適切な方法により実

施する。 

ウ 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員

等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費及び光熱

水費並びに仮設便所等の設置費とし、１人１日当たり 360 円以内とする。 

エ 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）第２条第２項に基づき、

福祉避難所（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を滞在させ

るものであって、災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 288 号）第 20 条の６第１号

から第５号までに定める基準に適合する避難所をいう。）を設置した場合は、ウの金額

に、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができ

る。 

オ 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者

への健康上の配慮等により、ホテル、旅館等の宿泊施設の借上げを実施し、これを供与

することができる。 

カ 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

(2)応急仮設住宅 

応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの

資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの（以下「建設型応急住宅」

という。）、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの（以下「賃貸型応急住宅」という。）又

はその他適切な方法により供与するものとする。 

ア 建設型応急住宅 

(ｱ) 建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用する。ただし、これ

ら適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能である。 

(ｲ) 建設型応急住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、世

帯構成等に応じて別に定め、その設置のため支出できる費用は、設置にかかる原材料
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費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、

7,089,000 円以内とする。 

(ｳ) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね 50 戸以上設置した場

合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、50 戸未満の場合でも戸数に

応じた小規模な施設を設置できる。 

(ｴ) 福祉仮設住宅（老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者、

障害者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をい

う。）を建設型応急住宅として設置できる。 

(ｵ) 建設型応急住宅は、災害発生の日から 20 日以内に着工し、速やかに設置しなけれ

ばならない。 

(ｶ) 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号）第 85条第３項又は第４項による期限内（最長２年以内）とする。 

(ｷ) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復の

ため支出できる費用は、当該地域における実費とする。 

イ 賃貸型応急住宅 

(ｱ) 賃貸型応急住宅の１戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてア(ｲ)に定める規模に

準ずることとし、その借上げのため支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、

仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠

なものとして、地域の実情に応じた額とする。 

(ｲ) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなけ

ればならない。 

(ｳ) 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、ア(ｶ)と同様の期間とする。 

 

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(1) 炊き出しその他による食品の給与 

ア 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、

若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。 

イ 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物による

ものとする。 

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び

燃料等の経費とし、１人１日当たり 1,390 円以内とする。 

エ 炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内と

する。 

(2) 飲料水の供給 

ア 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うものと

する。 

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水及び浄水に

必要な機械器具の借上費、修繕費、燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地域におけ

る通常の実費とする。 

ウ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

 

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

(1) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼

又は床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったもの
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を含む。以下同じ。）若しくは全島避難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品

等を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者

に対して行うものとする。 

(2) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の

範囲内において現物をもって行うものとする。 

ア 被服、寝具及び身の回り品 

イ 日用品 

ウ 炊事用具及び食器 

エ 光熱材料 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及び世帯区

分により１世帯当たり次の額以内とする。なお、季別は、災害発生の日をもって決定する。 

ア 住家の全壊、全焼又は流失による被害を受けた世帯 

季

別 
期間 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上１人

を増すごとに

加算する額 

夏

季 

４月～ 

９月 
20,300 円 26,100 円 38,700 円 46,200 円 58,500 円 8,500 円 

冬

季 

10 月～ 

３月 
33,700 円 43,500 円 60,600 円 70,900 円 89,300 円 12,300 円 

 

イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 

季

別 
期間 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上１人

を増すごとに

加算する額 

夏

季 

４月～ 

９月 
6,700 円 8,900 円 13,400 円 16,300 円 20,500 円 2,900 円 

冬

季 

10 月～ 

３月 
10,700 円 14,000 円 19,900 円 23,600 円 29,800 円 3,900 円 

(4)被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から 10 日以内に完了しな

ければならない。 

 

４ 医療及び助産 

(1) 医療 

ア 医療は、災害のため医療の途を失った者に対して、応急的に処置するものとする。 

イ 医療は、救護班によって行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合にお

いては、病院又は診療所（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

（昭和 22 年法律第 217 号）及び柔道整復師法（昭和 45 年法律第 19 号）に規定するあん

摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師（以下「施術者」という。）を

含む。）において医療（施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。）を行うことが

できるものする。 

ウ 医療は、次の範囲内にて行う。 

(ｱ) 診療 

(ｲ) 薬剤又は治療材料の支給 
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(ｳ) 処置、手術その他の治療及び施術 

(ｴ) 病院又は診療所への収容 

(ｵ) 看護 

エ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び破損

した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療

報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とする。 

オ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から 14 日以内とする。 

(2) 助産 

ア 助産は、災害発生の日以前又は以後の７日以内に分べんした者であって、災害のため

助産の途を失ったものに対して行うものとする。 

イ 助産は、次の範囲内において行う。 

(ｱ) 分べんの介助 

(ｲ) 分べん前及び分べん後の処置 

(ｳ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

ウ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、

助産師による場合は慣行料金の２割引以内の額とする。 

エ 助産を実施できる期間は、分べんした日から７日以内とする。 

 

５ 被災者の救出 

(1) 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明

状態にある者を捜索し、救出するものとする。 

(2) 被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械器具等の借上費又

は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。 

(3) 被災者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から３日以内とする。 

 

６ 福祉サービスの提供 

(1) 福祉サービスの提供は、災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とす

る高齢者、障害者、乳幼児その他の者（以下「災害時要配慮者」という。）に対して、応

急的に処置するものとする。 

(2) 福祉サービスの提供は、都道府県知事等（法第３条に規定する「都道府県知事等」をい

う。）又は災害発生市町村等（法第 11 条に規定する「災害発生市町村等」をいう。）の

長からの要請を受けて行うものとする。 

(3) 福祉サービスの提供は、次の範囲内において行うものとする。 

ア 災害時要配慮者に関する情報の把握  

イ 災害時要配慮者からの相談対応  

ウ 災害時要配慮者に対する避難生活上の支援  

エ 災害時要配慮者の避難所への誘導  

オ 福祉避難所の設置（法第２条第２項に基づき設置する場合を除く。） 

(4) 福祉サービスの提供のため支出できる費用は、(3)のアからエまでの場合は消耗器材費

又は器物の使用謝金、借上費若しくは購入費として当該地域における通常の実費とし、

(3)のオの場合は消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光

熱水費並びに仮設便所等の設置費として当該地域における通常の実費とする。 

(5) 福祉サービスの提供を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。 
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７ 被災した住宅の応急修理 

(1) 在家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

ア 災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を

放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行うものとする。 

イ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、

ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、１世帯

当たり 53,900 円以内とする。 

ウ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害発生の日から 10 日以内に完了

しなければならない。 

(2)  日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

ア 災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力

では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが

困難である程度に住家が半壊した者に対して行うものとする。 

イ 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うもの

とし、その修理のために支出できる費用は、１世帯当たり次に掲げる額以内とする。 

(ｱ) (ｲ)イに掲げる世帯以外の世帯 739,000 円 

(ｲ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 358,000 円 

ウ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害発生の日から 3 箇月以内(災害対策基

本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条の３第１項に規定する特定災害対策本部、同法第

24 条第１項に規定する非常災害対策本部又は同法第 28 条の２第１項に規定する緊急災

害対策本部が設置された災害にあっては、６箇月以内)に完了しなければならない。 

 

８ 生業に必要な資金の貸与 

(1) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を

失った世帯に対して行うものとする。 

(2) 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械器具、資材等を購入するための費用

に充てるものであって、生業の見込みの確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者

に対して貸与するものとする。 

(3) 生業に必要な資金の貸与として貸し付けることができる金額は、次の額以内とする。 

ア 生業費 １件当たり 30,000 円 

イ 就職支度費 １件当たり 15,000 円 

(4) 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付するものとする。 

ア 貸与期間 ２年以内 

イ 利子  無利子 

(5) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から１箇月以内に完了しなければならない。 

 

９ 学用品の給与 

(1) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しく

は損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童（義務教育

学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（義

務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。

以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、

中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高

等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。）に対して行うも
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のとする。 

(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行

うものとする。 

ア 教科書 

イ 文房具 

ウ 通学用品 

(3) 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。 

ア 教科書代 

(ｱ) 小学校児童及び中学校生徒 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律第 132 号）第２条第１項に規定

する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使

用するものを給与するための実費 

(ｲ) 高等学校等生徒 

正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

イ 文房具及び通学用品費 

小学校児童  １人当たり 5,500 円 

中学校生徒  １人当たり 5,800 円 

高等学校等生徒  １人当たり 6,300 円 

(4) 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については１箇月以内、その他の学用品につ

いては 15日以内に完了しなければならない。 

 

10 埋葬 

(1) 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものとする。 

(2) 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材等の現物をもって実際に埋葬を実施

する者に支給する。 

ア 棺（付属品を含む。） 

イ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

ウ 骨つぼ及び骨箱 

(3) 埋葬のため支出できる費用は、１体当たり大人 232,200 円 、小人 185,700 円以内とす

る。 

(4) 埋葬は、災害発生の日から 10日以内に完了しなければならない。 

 

11 死体の捜索 

(1) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死

亡していると推定される者に対して行うものとする。 

(2) 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械器具等の借上費又は

購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。 

(3) 死体の捜索は、災害発生の日から 10 日以内に完了しなければならない。 

 

12 死体の処理 

(1) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）を行

うものとする。 

(2) 死体の処理は、次の範囲内において行う。 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 
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イ 死体の一時保存 

ウ 検案 

(3) 検案は、原則として救護班によって行う。 

(4) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、１体当たり 3,700 円以内とする。 

イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する場合

にあっては当該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できない場合に

あっては一体当たり 5,900 円以内とする。ただし、死体の一時保存にドライアイスの購

入費等の経費が必要な場合は、当該地域における通常の実費を加算できるものとする。 

ウ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。 

(5) 死体の処理は、災害発生の日から 10 日以内に完了しなければならない。 

 

13 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼし

ているもの（以下「障害物」という。）の除去 

(1) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が

運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってして

は、当該障害物を除去することができない者に対して行うものとする。 

(2) 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械

器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等とし、市町村内において障害

物の除去を行った１世帯当たりの平均が 143,900 円以内とする。 

(3) 障害物の除去は、災害発生の日から 10日以内に完了しなければならない。 

 

14 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費 

(1) 応急救助のため輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合

とする。 

ア 被災者の避難に係る支援 

イ 医療及び助産 

ウ 被災者の救出 

エ 福祉サービスの提供 

オ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

カ 死体の捜索 

キ 死体の処理 

ク 救済用物資の整理配分 

(2) 応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実

費とする。 

(3) 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認

められる期間以内とする。 

 

第２ 実費弁償 

規則第 14条の実費弁償に関して必要な事項は、次に定めるところによる。 

１ 災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号。以下「政令」という。）第４条第１号から

第５号までに掲げる者 

(1) 日当 

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり 23,000 円以内 
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イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、

言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、管理栄養士、保健師及び助産師 １人

１日当たり 17,100 円以内 

ウ 看護師及び准看護師 １人１日当たり 15,300 円以内 

エ 救急救命士 １人１日当たり 15,800 円以内 

オ 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師、

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 24 条の 26 第２項に規定する指定障害児相談支

援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号）第 51 条の 17 第２項に規定する指定計画相談支援に従事する者として内閣

府令で定める者、土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり 15,900 円以内 

カ 大工 １人１日当たり 27,400 円以内 

キ 左官 １人１日当たり 27,200 円以内 

ク とび職 １人１日当たり 27,600 円以内 

(2) 時間外勤務手当 

職種ごとに(1)のアからクまでに定める日当額を基礎とし、福岡県職員の給与に関する条

例（昭和 32 年福岡県条例第 41 号）第２条の職員との均衡を考慮して算定した額以内とする。 

(3) 旅費 

福岡県職員等の旅費に関する条例（昭和 32年福岡県条例第 57 号）の規定により支給す

べき旅費に相当する額以内とする。 

２ 政令第４条第６号から第 11 号までに掲げる者 

業者のその地域における慣行料金による支出実費に、手数料としてその 100 分の３の額

を加算した額以内とする。 

３ 法第８条第４項の実費弁償は、救助の種類ごとに、第１に定めるところにより行うもの

とする。 

 

第３ 救助事務費 

規則第 23条の救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救助事務費」という。）として

支出できる範囲及び限度等は、次に定めるところによる。 

１ 救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費（救助の実施期間内

のものに限る。）及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経費とし、次に掲げる費

用とする。 

(1) 時間外勤務手当 

(2) 賃金職員等雇上費 

(3) 旅費 

(4) 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。） 

(5) 使用料及び賃借料 

(6) 通信運搬費 

(7) 委託費 

２ 各年度において、救助事務費に支出できる費用は、法第 21 条に定める国庫負担を行う年

度（以下「国庫負担対象年度」という。）における各災害に係る１の(1)から(7)までに掲

げる費用について、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 143 条に定める会計年

度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合

計額が、国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次の表の左

欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額の合計額以内とする。 
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国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外

の費用の額の合算額の区分 
割合 

３千万円以下の部分 100 分の 10 

３千万円を超え６千万円以下の部分 100 分の９ 

６千万円を超え１億円以下の部分 100 分の８ 

１億円を超え２億円以下の部分 100 分の７ 

２億円を超え３億円以下の部分 100 分の６ 

３億円を超え５億円以下の部分 100 分の５ 

５億円を超える部分 100 分の４ 

３ ２の「救助事務費以外の費用の額」とは、第１に定める救助の実施のために支出した費

用及び第２に定める実費弁償のため支出した費用を合算した額、法第９条第２項に規定す

る損失補償に要した費用の額、政令第８条第２項に定めるところにより算定した法第 12 条

の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第 19 条に規定する委託費用の補償に要した費用の

額並びに法第 20 条第１項に規定する求償に対する支払いに要した費用の額（救助事務費の

額を除く。）の合計額をいう。 



5-7 

170 

 



6-1 

171 

６－１ 応援協定等一覧 

 

No 協定等の名称 協定先 締結日 

１ 
災害時における福岡県内市町村間の相互

応援に関する基本協定 
福岡県内市町村 平成 17 年 4 月 26 日 

２ 福岡県消防相互応援協定 
福岡県内全市町村、 

全消本部 
令和 2年 3月 11 日 

３ 田川地区消防相互応援協定書 田川地区市町村 令和 2年 6月 24 日 

４ 
福智町における大規模な災害時の応援に

関する協定 

国土交通省 

九州地方整備局 
平成 24 年 1 月 30 日 

５ 
大規模災害発生時における医療救護活動

に関する協定書 

一般社団法人 

田川医師会 
平成 26 年 4 月 1 日 

６ 
福智町災害ボランティアセンターの 

設置・運営に関する協定 

社会福祉法人 

福智町社会福祉協議会 
平成 26 年 7 月 9 日 

７ 

福智町の災害時における社会福祉法人の

要援護者等の支援に関する協定書（災害

時要援護者等支援協定） 

福智町社会福祉法人

地域公益活動連携協

議会 

平成 29 年 12 月 18 日 

８ 
災害発生時における福智町と福智町関係

郵便局の協力に関する協定 
福智町関係郵便局 平成 28 年 2 月 15 日 

９ 福智町災害復旧に関する申合せ書 
九州電力株式会社 

田川配電事務所 
令和元年 5月 31 日 

10 
災害時における避難所の開設および運営

に関する協定書 
社会福祉法人豊徳会 平成 29 年 4 月 1 日 

11 
災害時における避難所の開設および運営

に関する協定書 

社会福祉法人 

方城福祉会 
平成 29 年 4 月 1 日 

12 災害時における物資供給に関する協定書 
株式会社トライアル

カンパニー 
平成 28 年 11 月 1 日 

13 防災パートナーシップに関する協定書 九州朝日放送株式会社 令和元年 8月 7日 

14 
災害時における物資の調達及び供給に 

関する協定書 
株式会社グッディ 令和元年 11 月 29 日 

15 災害に係る情報発信等に関する協定書 ヤフー株式会社 令和 2年 3月 2日 

16 
遠賀川河川管理用光ファイバー網の相互

接続等に関する協定書 

国土交通省九州地方

整備局遠賀川河川事

務所 

令和 2年 6月 29 日 

17 
災害発生時におけるダンボール製品の 

調達に関する協定書 

八谷紙工株式会社 

セッツカートン株式会社 
令和 3年 1月 31 日 

18 
災害時における地図製品等の供給等に 

関する協定書 
株式会社ゼンリン 令和 3年 3月 1日 
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19 災害時における物資供給に関する協定書 株式会社ナフコ 令和 3年 3月 17 日 

20 災害廃棄物の処理等に関する協定書 
公益財団法人福岡県

産業資源循環協会 
令和 6年 8月 1日 

21 災害時における物資供給に関する協定書 
ＮＰＯ法人コメリ災

害対策センター 
令和 6年 9月 17 日 

22 
田川広域水道企業団・関係市町災害時応

急措置等応援協定 
田川広域水道企業団 令和 7年 7月 1日 
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６－２ 福智町災害応援協力に関する協定書 

 

【福智町災害応援協力に関する協定】 

 

福智町災害応援協力に関する協定書 

 

 福智町（以下「甲」という。）と           （以下「乙」という。）とは、災害

対策基本法（昭和３６年法律第２３３号）第２条に規定する災害（以下「災害」という。）が発

生した場合において、同法第６５条第１項の規定により実施される応急措置に係る工事等の施工

に関し、次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲が管理する施設等の機能の確保及び回復のため、乙の協力を得

て迅速かつ的確に応急工事を行い、住民生活の安定とその確保を図ることを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時に福智町災害対策本部条例（平成１８年条例第１５号）第１条に規定する

災害対策本部（以下「対策本部」という。）を設置し、応急措置を実施する必要があると認め

るときは、乙に対し次の業務（以下「災害応急工事等」という。）を要請することができる。 

（１） 道路及び河川等公共土木施設の応急工事に関すること。 

（２） 倒壊住宅等の撤去に関すること。 

（３） 応急仮設住宅の建設及び被災住宅の応急修理に関すること。 

（４） 水道設備の応急工事に関すること。 

（５） 電気設備の応急工事に関すること。 

（６） 乙に加盟する各事業者との連絡調整に関すること。 

（７） その他甲が認める復旧活動に関すること。 

２ 前項の規定は、対策本部を設置しない災害についての応急措置に準用する。 

（協力） 

第３条 乙は、甲から前条の規定により応援要請があったときは、その趣旨に従い乙の所有する

土木資材又は労力等の提供について、優先的に甲に協力するものとする。 

（情報の交換） 

第４条 甲及び乙は、この協定に基づく対策業務が円滑に行なわれるよう、随時、次の資料を交

換するものとする。 

（１） 福智町防災ハザードマップ 

（２） 乙の連絡責任者及び補助者の連絡先 

（３） 乙の災害対策用資器材の備蓄及び保有状況 

（４） その他必要な事項 

２ 前項の資料につき変更が生じたときは、速やかに変更資料を交換するものとする。 

（締結の条件） 

第５条 乙が福智町競争入札参加資格者名簿町内建設業者（以下「資格者名簿」という。）に登

載されていることを、この協定締結の条件とする。 

２ 乙が資格者名簿に登載されなくなった場合は、この協定を自動的に解除するものとする。ま

た、甲は、乙がこの協定の条項に違反したときは締結を解除することができる。 

（費用の負担） 

第６条 災害応急工事等に要した費用については、甲の負担とし、その額及び支払方法について

は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 
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（協定の期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和  年 月末日までとし、甲乙異議がな

い場合はさらに１年間延長するものとする。 

２ 有効期間の更新については、甲乙異議がない場合に１年毎自動更新するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に関する疑義及びこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議

のうえ決定する。 

 

 

 この協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

甲 福智町金田９３７番地２ 

                  福 智 町 

                  福 智 町 長          ㊞ 

 

 

 

乙                 ㊞ 
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７－１ 参集記録票 

 

  ○参集後に各自が班単位で記入すること 

 

整理番号        

  ■災害対策班名                   班  

 

  ■場 所                 ■報告日時  年  月  日  時  分現在 

 NO 氏  名 参 集 時 間 自 宅 等 の 状 況  

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   

   月  日  時  分   
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７－２ 参集途上の被災状況記録票 

 

  ○参集後に各自で記入し、班長へ提出すること          整理番号      

■報告者氏名               ■災害対策班名          班 

■参集報告 

 ○参集日時     年  月  日  時  分 
 

 

■見聞情報（参集時に見聞きした情報） 

 

   

 ○自宅付近の状況   

 ○道路の状況   

 ○建物被害の状況   

 ○救助者の有無   

 ○火災の発生状況   

 ○その他気づいたこと   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

■地図・略図      火災や人命に関わる場合は、直接担当班に連絡する  
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８－１ 被害発生状況連絡 

 

被 害 発 生 状 況 連 絡 票 

受 付 

日 時 

  年  月  日 

     時  分 

被災者
または
通報者 

住所          電話（   ） 

氏名 

被 害 

発 生 

場 所 

 

被

害

状

況 

 

記 

録 

者 

             班 

氏名 

送付先 
     年  月  日  時  分 

                 班 
送 付 

日 時 

関

係

部

課

処

置

記

録 
 

本

部

解

散

後

の

対

応 
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８－２ 災害箇所一覧表 

災 害 箇 所 一 覧 表                  No.         

番号 通報時刻 被害発生場所 被害の種類 調査担当 応急対策実施者 応援対策の概要 

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        

  年  月  日    班  班  

    時  分        
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８－３ 被災台帳 

被 災 台 帳 

  (表)                                                        （整理番号第   号） 

罹災場所 家屋所有者                        番地 

福智町                    番           号  

 福智町                  番     号 

住 所                              番地 

 

福智町                        番     号 

避難所 

 

 

罹

災

者 

 
続 

柄 
氏   名 

性 

別 
生年月日 

職業又は 

学 年 別 

現     況 その他 

健在 軽傷 重傷 死亡  

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

８           

９           

10           

罹

災

状

況 

住 

家 

□／壊（焼）     □ 床上浸水     □ 借家 

そ

の

他

の

事

項 

 

                                  □ 間借 

□／流 失      □ 床下浸水     □ 自宅 

家 

財 

 

□／壊（焼）    □／き損 

 

□／流 失 

調査員 

の意見 

避難所収容 応急仮設住宅 炊き出し その他 

□ 要 

□ 否 

□ 要 

□ 否 

□ 要 

□ 否 

□ 要 

□ 否 

罹災  令和  年  月   日   時   分 調査員の職・氏名 

 

 

印 調 査  令和  年  月   日   時   分 
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 (裏） 

月・日 物 資 交 付 及 び 援 護 状 況 認印 

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   
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８－４ 人的被害報告 

 

人 的 被 害 報 告 

発信日時 月   日   時   分 受信日時 月   日   時   分 

発信機関 班 発 信 者  

受信機関 班 受 信 者  

情 

報 

源 

住民     消防団    行政区 確 
 

認 
済（どこで）        警 察 

その他（             ） 未             その他 

発 
 

 

生 

日 時 月       日       時       分 

場 所  

原 因  

状  況 

・被害者の 

住所氏名 

・年令等 

 

対応措置  

死 者 行方不明者 負  傷  者 

人 人 
重 傷 人 

計 

人 

軽 傷 人 

この情報は 

第          号 

未発表 その他            で記者発表  済 

（           ） 
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８－５ 住家被害報告 

 

住 家 被 害 報 告 

発信日時 月   日   時   分 受信日時 月   日   時   分 

発信機関 班 発 信 者  

受信機関 班 受 信 者  

情 

報 

源 

住民     消防団    行政区 確 
 

認 
済（どこで）        警 察 

その他（            ） 未             その他 

発 
 

 

生 

日 時 月       日       時       分 

場 所  

原 因  

状  況 

・住居者名 

・避難状況 

 

全壊 半壊 一部破壊 床上浸水 床下浸水 

棟 棟 棟 棟 棟 

世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 

人 人 人 人 人 

この情報は 

第          号  

その他            で記者発表  済 未発表 

（           ） 
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８－６ その他の被害報告 

 

その他 

道路・橋梁・河川・砂防・がけ崩れ 

非住家・田畑・文教施設・病院・水道・ 

電気・電話・その他（        ） 

の被害報告 

発信日時 月   日   時   分 受信日時 月   日   時   分 

発信機関 班 発 信 者  

受信機関 班 受 信 者  

情 

報 

源 

住民     消防団    行政区 確 
 

認 
済（どこで）        警 察 

その他（            ） 未             その他 

発 
 

 

生 

日 時 月       日       時       分 

場 所  

原 因  

状  況 

・路線、河川名等 

・被災延長、崩

土量等 

・被災の状況 

・規制内容 

・復旧見込 

 

対応措置  

この情報は 

第          号  

その他            で記者発表  済 未発表 

（           ） 
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８－７ 火災・災害等即報要領様式 

第１号様式 （火災） 

 
第      報 

 

報 告 日 時  年 月 日 時 分 

都 道 府 県  
報 告 者 氏 名  

報 告 日 時    年 月 日 時 分 

消防庁受信者氏名         
都道府県市町村 
（消防本部） 

 

※特定の事故を除く 報 告 者 氏 名  
       

火 災 種 別 １  建物      2  林野      3  車両      4  船舶      5  航空機      6  その他 

出 火 場 所   

出 火 日 時               月    日    時    分  ( 鎮 圧 日 時 )   (      月    日    時   分) 

( 覚 知 日 時 )        (      月    日    時    分)  鎮  火  日  時          月    日    時   分 

火 元 の 業 態 
・ 用 途 

 
事  業  所  名 
(代表者氏名) 

 

出 火 箇 所  出  火  原  因  

死   傷   者 

死者(性別・年齢)                人  

 

 

負傷者   重  症                人  

         中等症                人  

         軽  症                人  

死者の生じた 

理       由 

 

建物の概要 
構造   建築面積                        ㎡ 

階層   延べ面積                        ㎡ 

 
  全  焼    棟 

  

焼 損 面 積 

建物焼損床面積            ㎡ 

焼 損 程 度 
焼    損 半  焼    棟 

計   棟 建物焼損表面積            ㎡ 
棟    数 部分焼    棟 

 
  ぼ  や    棟   林野焼損面積             ａ 

り災世帯数 世帯 気 象 状 況   

 
消防本部  （署）              台           人 

消防活動状況 消 防 団                   台           人 

 そ の 他（消防防災ヘリコプター等）     台・機         人 

救 急・救 助 
活 動 状 況 

 

災害対策本部等 
の 設 置 状 況 

 

 その他参考事項 

(注) 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30 分以内）分かる範囲で記載し

て報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば

足りること。） 
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第３号様式 (救急・救助事故・武力攻撃災害等) 

第        報 

 

 

 

 

 

 

消防庁受信者指名                  

 

事故災害種別 １ 救急事故 ２ 救助事故 ３ 武力攻撃災害 ４ 緊急対処事態における災害 

発 生 場 所  

発生日時 

(覚知日時) 

月   日   時   分 

(    月   日   時   分) 
覚 知 方 法 

 

事故等の概要 

 

死 傷 者 

死者(性別・年齢) 

計    人 

負傷者等 人 ( 人 ) 

重 症 人( 人) 

中等症 人 ( 人) 

軽 症 人( 人) 

 

不明 人 

救助活動の要否 

 

要救護者数(見込)  救 助 人 員  

消防・救急・救助 

活 動 状 況 

 

災害対策本部 

等の設置状況 

 

その他参考事項 

（注） 負傷者欄の（  ）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30 分以内）分かる範囲

で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」

等）を記入して報告すれば足りること。） 

  

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

報告者氏名  

報告日時 年  月  日  時  分 
都道府県市町村 
 (消 防 本 部)  

報告者氏名  
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第４号様式 （その１） (災害概況即報) 

 

 

 

消防庁受信者指名                 

災害名             （第   報） 

 

災 
害 
の 
概 
況 

発生場所  発生日時 月 日 時 分 

 

 

 

  

被 
害 
の 
状 
況 

人的 
被害 

死 者  人 
重傷者 

 

人 

住家 
被害 

全壊  棟 床上浸水  棟 

 
うち 

災害関連死者 
 人 半壊  棟 床下浸水  棟 

軽傷者 
 

人 
不明  人 一部破損  棟 未分類  棟 

119 番通報の件数 

応 
急 
対 
策 
の 
状 
況 

災 害 対 策 本 部 等 の 

設 置 状 況 

(都道府県) (市町村) 

消 防 機 関 等 の 

活  動  状  況 

(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、 その
出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。) 

自  衛  隊  派  遣 

要  請  の  状  況 
 

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策 

(注) 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く(原則として、覚知後 30分以内) 分かる範囲で記載

して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入して

報告すれば足りること。) 

(注) 住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。 

 

  

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

報告者氏名  

報告日時 年  月  日  時  分 
都道府県市町村 
 (消 防 本 部)  

報告者氏名  
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第４号様式(その１) 別紙 

市町村名 ( 福智町 ) 

(避難指示等の発令状況) 

市町村名 

緊急安全確保 発令日時 避難指示 発令日時 高齢者等避難 発令日時 

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

※ 対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。



 

 

8
-
7 

188
 

第４号様式(その２)   (被害状況即報) 

都道府県  区   分 被 害 区 分 被 害 

設 

置 

状 

況 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

等 

の 

都
道
府
県 

 

災 害 名 

・ 

報告番号 

災害名 

 

 

第       報 

 

(   月   日   時現在) 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

田 
流失・埋没 ha  公 立 文 教 施 設 千円  

冠 水 ha  農 林 水 産 業 施 設 千円  

畑 
流失・埋没 ha  公 共 土 木 施 設 千円  

市
町
村 

 

冠 水 ha  そ の 他 の 公 共 施 設 千円  

学 校 箇所  小 計 千円  

報告者名  

病 院 箇所  公共施設被害市町村数 団体  

道 路 箇所  

そ 

の 

他 

農 産 被 害 千円  

区 分 被  害 橋 り ょ う 箇所  林 産 被 害 千円  

人 

的 

被 

害 

死 者 人  河 川 箇所  畜 産 被 害 千円  

 うち災害関連死者 人  港 湾 箇所  水 産 被 害 千円  適 
用 

市 

町 

村 

名 
災 
害 
救 

助 

法 
 

行方不明 者 人  砂 防 箇所  商 工 被 害 千円  

負 

傷 

者 

重 傷 人  清 掃 施 設 箇所  

   軽 傷 人  鉄 道 不 通 箇所  

計  団体  

住 

 

 

家 

 

 

被 

 

 

害 

全 壊 

棟  被 害 船 舶 隻  

世帯  水 道 戸  そ の 他 千円   

人  電 話 回線  被 害 総 額 千円  119 番通報件数 件 

半 壊 

棟  電 気 戸  

災
害
の
概
況 

 

世帯  ガ ス 戸  

人  ブロック塀等 箇所  

一 部 破 損 

棟  

   

世帯  

応 

急 
対 

策 

の 

状 

況 

消
防
機
関
等
の
活
動
状
況 

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第 39 条に基づく消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入するこ

と。） 
人  

床 上 浸 水 

棟  

世帯  

人  

床 下 浸 水 

棟  り災世帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  
火 

災 

発 

生 

建 物 件  自衛隊の災害派遣 その他 

非
住
家 

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  

そ の 他 棟  そ の 他 件  

※１ 被害額は省略することができるものとする。 

※２ 119 番通報の件数は、１０件単位で、例えば約 10 件、30件、50 件（50件を超える場合は多数）と記入すること。 
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第４号様式(その２) 別紙 

市町村( 福智町 ) 

(市町村ごとの人的被害・住家被害) 

 
 

市町村名 

人 的 被 害 住 家 被 害 

死者 

 

行 方 
不明者 

負 傷 者 

全壊 半壊 
一部 
破損 

床上 
浸水 

床下 
浸水 うち 

 災害関連 
死者 

重傷 軽傷 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 
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様式第１号 

 報告日時 年  月  日  時  分 

〔災 害 概 況 即 報〕 市町村名  

 報告者名  

 

災害名                       （第  報） 
（市町村→地方本部→県本部） 

 
 

災 

害 

の 

概 

要 

発生場所  発生日時 月  日  時  分 

 

被 

害 

の 

状 

況 

死傷者 
死 者 人 不明   人 

住 家 
全壊    棟 一部破損   棟 

負傷者 人 計   人 半壊    棟 床上浸水   棟 

 

応 

急 

対 

策 

の 

状 

況 
 避  難  状  況 

勧告・指示      

自 主 の 別      

日時 地区名 避難先 人員 
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様式第２号の１
即　報

確　定

(市町村→地方本部→県本部)

被　　害 被　　害 被　　害 被　　害 被　　害

人 人

的 人

被 人

害 人

棟

世帯

人

棟

住 世帯

人

家 棟

世帯

被 人

棟

害 世帯

人

棟

世帯

人

棟

棟

田 ha

ha

ha

畑 ha

個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

隻

機

戸

回線

戸

個所

世帯
人

件

件

件

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円
  月  日  時  分  月   日   時   分   月  日  時  分   月  日  時  分   月  日  時  分   月  日  時  分

  月  日  時  分  月   日   時   分   月  日  時  分   月  日  時  分   月  日  時  分   月  日  時  分

  月  日  時  分  月   日   時   分   月  日  時  分   月  日  時  分   月  日  時  分   月  日  時  分

人

人

  月  日  時  分

公 共 建 物

災害対策本
部

被 害 救 助 法 適 用

その他の公共施設

冠 水

  月  日  時  分

  月  日  時  分

一 部 破 損

床 上 浸 水

床 下 浸 水

半 壊

消防職員出動延人数

消防団員出動延人数

死 者

行 方 不 明 者

全 壊

地 方 本 部 名 報　　告　　者　　名 報  　告 　 日　  時

負傷者
重　傷

軽　傷

市 町 村 名

被 害 状 況 報 告 

被　　害

月　　日　　時　　分現在

報　　告　　者　　名

市    町    村    名

区           分 被　　害

医 療 機 器

道 路

そ の 他

流出・埋没

冠 水

流出・埋没

非住家

被 害 船 舶

航 空 機 被 害

港 湾

砂 防

清 掃 施 設

崖 く ず れ

設      置

解      散

農  産  被  害

林  産  被  害

畜  産  被  害

水  産  被  害

被   害   総   額

商  工  被  害

そ    の    他

農 林 水 産 業 施 設

公 共 土 木 施 設

そ

の

他

水 道

建 物

危 険 物

そ の 他

り  災  世  帯  数

電 気

ガ ス

公 共 文 教 施 設

ブ ロ ッ ク 塀 等

橋 り ょ う

河 川

そ

の

他

り 災 者 数
火
災
発
生

文 教 施 設

鉄 道 不 通
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○

○
市

町
村

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○

○
福

祉
事

務
所

施
 
設

 
の

 
種

 
別

施
 
 
設

 
 
名

所
 
在

 
地

設
置

主
体

被
 
 
害

 
 
状

 
 
況

被
  
害

 
 
額

復
 
 
旧

 
 
の

 
 
対

 
 
応

 
 
状

 
 
況

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

福
祉

施
設

被
害

即
報
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

３

（
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

長
へ

）
○

 
○

 
市

 
町

 
村

（
保

健
福

祉
部

長
へ

）
○

 
○

 
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

即
報

回
数

　
　

　
第

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
回

死
者

重
傷

軽
傷

重
症

軽
症

伝
染

病
収

容
ヵ

所
数

収
容

人
員

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

人
人

人
人

人
人

人
カ

所
人

傷
 
病

 
者

 
収

 
容

 
状

 
況

即
　

報
　

月
　

日
　

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

即
報

時
間

救
 
護

 
の

 
状

 
況

備
 
 
 
 
 
 
 
 
考

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

救
護

を
要

す
る

傷
病

者
即

報
 
 
 
 
 
 

　
　

　
　

　
　

　
時

被 害 地 等

災 害 発 生 日 時

傷 病 者 数

内
　

　
　

 
 
　

　
　

　
訳

外
　

傷
　

者
罹

　
病

　
者
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 8-8

様式第２号の４

    ○○市  町  村

    ○○商工事務所

  月  日

     時現在

  被 災 総 額

被 被 災 被 災

  害

区 事業所数 従業員数 土  地

業種 分 仕 掛 品 等

Ａ
(千円)

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計 (うち　　   ) (うち　　   ) (うち　　   )

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計 (うち　　   ) (うち　　   ) (うち　　   )

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計 (うち　　   ) (うち　　   ) (うち　　   )

(うち　　   ) (うち　　   ) (うち　　   )

(注) 1.商工業の被害のうち、中小企業の被害については、（　）で記入のこと。

2．Ａ～Ｄの被害区分は、次の区分によること。

　Ａ…事業用建物等の延面積の60％以上につき、破壊、埋没、流失したもの。

　Ｂ…事業用建物等の延面積の30％以上60％未満につき、破壊、埋没、流失したもの。

      又は、事業用建物等の延面積の50％以上につき、浸水１ｍ以上のもの。

　Ｃ…①事業用建物等の延面積の10％以上30％未満につき、破壊、埋没、流失したもの。

      ②事業用建物等の延面積の50％以上につき、浸水30㎝以上１ｍ未満のもの。

      ③事業用建物等の延面積10％以上50％未満につき,浸水１ｍ以上のもの。

　Ｄ…Ａ～Ｃに該当しない被害。

3．商業は、日本標準産業分類の卸売業、小売業

　 工業は、　 　　〃　 　　の製造業

   その他は、 　　〃 　　　の鉱業、建設業、運輸・通信業、サービス業

項目

○○○○災害による商工被害状況即報

(商工事務所長へ)

その他

合   計

(千円)

商  業

工  業

(千円) (千円)

即報回数   回即報日時

( 商 工 部 長 へ )

建  物 機械設備

備  考商品・原材料
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

５

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

農
林

事
務

所
長

へ
）

○
　

 
○

 
　

市
 
町

 
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

農
政

部
長

へ
）

○
 
○

 
農

林
事

務
所

長

被
害

推
定

面
積

等
被

害
推

定
金

額
被

　
 
害

 
　

発
　

 
生

　
 
状
　

 
況

主
な

被
害

発
生

地
域

水
稲

h
a

万
円

麦

野
菜

果
樹

花
き

飼
料

作
物

そ
の

他

作
物

小
計

頭
、

羽 件 件 件

個
所

共
同

利
用

施
設

（
農

協
等

）

農
地

・
農

業
用

施
設

そ
の

他

合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

農
業

関
係

被
害

即
報

 
 
 
 
 
 

家
畜

畜
産

施
設

温
室

等
栽

培
施

設

作
 
 
 
 
物

 
 
 
 
等

 
 
 
 
名

農 作 物
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

６

即
報

確
定

 
 
 
○

○
市

 
 
町

 
 
村

 
 
 
○

○
農

林
事

務
所

　
　

区
　

分

備
　

　
考

 
市

町
村

箇
所

数
被

害
金

額
箇

所
数

被
害

金
額

箇
所

数
被

害
金
額

箇
所

数
被

害
金

額

h
a

千
円

h
a

千
円

h
a

千
円

h
a

千
円

計

　
　

(
注

)
　

被
害

欄
に

は
、

山
腹

は
崩

壊
面

積
、

渓
流

は
被

害
延

長
を

記
入

す
る

。
地

す
べ

り
地

の
渓

流
被

害
に

つ
い

て
は

、
面

積
を

併
記

す
る

こ
と

。

な
お

、
旧

災
害

地
の

拡
大

箇
所

に
つ

い
て

は
、

拡
大

被
害

の
箇

所
数

、
被

害
面

積
延

長
、

金
額
を

備
考

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

（
水

産
林

務
部

長
へ

）

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

山
林

【
林

地
】

被
害

状
況

 
 
 
 
 
詳
報

 
 
 
 
 
報

告
 
 
 
 
 

山
　

　
　

腹
渓

　
　

　
流

山
　

　
　

腹
渓

　
　

　
流

崩
 
 
 
 
 
 
壊

 
 
 
 
 
 
地

地
　

　
す
　

　
べ

　
　

り
　

　
地

（
農

林
事

務
所

長
へ

）
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

７

　
　

　
 
　

　
　

 
即
報

　
　

 
 
　

　
　

　
確
定

 
 
 
○

○
市

 
 
町

 
 
村

 
 
 
○

○
農

林
事

務
所

災
 
 
害

 
 
箇

 
 
所

 
 
(
郡

、
市

、
町

、
村

、
大

字
、

字
）

数
　

　
　

量
金

　
　

　
額

計

 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

山
林

【
治

山
施

設
】

被
害

状
況

 
 
　

詳
報

 
 
 
 
報

告
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

農
林

事
務

所
長

へ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

水
産

林
務

部
長

へ
）

施
 
 
 
設

 
 
 
名

工
　

　
　

　
種

被
　

　
　

　
　
　

　
害

備
　

　
　

考
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

８

　
 　

即
報

　
 　

確
定

 
 
 
○

○
市

 
 
町

 
 
村

 
 
 
○

○
農

林
事

務
所

 
 
 
 
 
 
 
 
区

 
分

 
市

町
村

箇
所

番
号

延
 
 
長

金
 
 
額

箇
所

番
号

延
 
 
長

金
 
 
額

箇
所

数
延

 
 
長

金
 
 
額

ｍ
千

円
ｍ

千
円

ｍ
千

円

　
　

(
注

)
応

急
工

事
を

必
要

と
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

備
考

欄
に

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。

備
　

　
考

路
 
線

 
名

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

山
林

【
林

道
】

被
害

状
況

 
 
 
 
 
 
詳
報

 
 
 
報

告
 
 
 
 
 

（
水

産
林

務
部

長
へ

）

（
農

林
事

務
所

長
へ

）

道
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
路

橋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
梁

計
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

９

 
即
報

 
確
定

（
農

林
事

務
所

長
へ

）
 
 
 
○

○
市

 
 
町

 
 
村

（
水

産
林

務
部

長
へ

）
 
 
 
○

○
農

林
事

務
所

整
齢

人
改

植
理

所
 
在

 
地

樹
種

天
所

有
区

分
被

害
額

の
要

復
旧

額
復

旧
方

法
番

級
別

面
積

被
害

率
実

面
積

材
積

要
否

号
②

③
④

⑤
⑥

⑦
h
a

⑧
％

⑨
h
a

⑩
㎡

⑪
 
  

千
円

⑫
⑬

 
 
 
千

円
⑭

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

山
林

【
森

林
】

被
害

状
況

 
 
 
 
 
 
詳
報

 
 
 
 
 
報

告
 
 
 
 
 

(
保

安
林

種
)

⑮

市
町

村
名

①

被
 
 
 
害

 
 
 
規

 
 
 
模

備
 
 
 
 
 
考
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

１
０

即
報

確
定

（
農

林
事

務
所

長
へ

）
 
 
 
○

○
市

 
 
町

 
 
村

（
水

産
林

務
部

長
へ

）
 
 
 
○

○
農

林
事

務
所

　
　

整
　

　
理

区
分

事
 
業

 
名

実
施

施
設

名
所

在
地

事
業

規
模

事
業

費
事

業
主

体
要

復
旧

額
復

旧
方

法
　

　
番

年
度

○
年

生
被

害
規

模
被

害
額

②
　

号
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

 
千

円
⑭

 
 
千

円
⑮

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

山
林

【
作

業
路

・
林

産
物

・
苗

畑
・

林
業

施
設

】
被
害

状
況

 
 
 
 
 
詳

報
 
 
 
 
 
報

告
 
 
 
 
 

⑯

市
町

村
名

①

備
 
考

被
 
 
害

 
 
規

　
模
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 8-8

様式第２号の１１
□即 報 平成　　年　　月　　日

○○○○災害による水産被害状況 □詳 報 報告 　　　　　時　　　分

□確 定 　□ ○○○市町村合計

□ 水産海洋技術センター○○○研究所長へ 　□ ○○○漁協

□ 水産林務部長へ（水産振興課経由）
１　水産業関係施設等被害 （被害金の単位：千円）

減  失 大  破 中  破 小  破 計 備  考
－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－
－
－

－
－

－
－

－

－
－
－
－
－

面  積
数  量
単  位 －

平均堆積高等

被害額の
算出基礎

－

２　水産物等被害
計 備  考
－

－
－

－

－
－

－
－

－
－

（注）1 FAX： 海技ｾﾝﾀｰ：092-806-5223
水産振興課：092-643-3558

2 有明海研：0944-72-6170
豊前海研：0979-82-5599

3

この様式は課各漁協毎に1部作成し、市町村の集計を添えて提出する
こと。
提出先：筑前海区＝水産海洋ｾﾝﾀｰ、内水面漁業＝水産振興課、有明
海区＝有明研究所、豊前海区＝豊前海研究所
「被害程度」の目安：減失＝使用不可・流出・埋没、大破＝70%以
上、中破＝30～70%、小破=30%未満

協
同
組
合

在
庫
数

生 産 資 材 そ の 他
種          類
件          数
数          量
単          位
単          価
被    害    額

そ
の
他
の

水
産
物

種          類
経  営  体  数
数          量
単          位
単          価
被    害    額

備  考

養
殖
施
設

養 殖 物 の 種 類
養  殖  方  法
経  営  体  数
数          量
単          位
単          価
被    害    額

単          位
被    害    額
保 険 の 加 入

漁
 
 
 
場

場          所
漁業権の免許番号
事 業 主 体 名
堆積泥土の種類

被害規模

被    害    額

漁
 
具

種          類
経  営  体  数
数          量
被    害    額

養
殖
施
設

養 殖 物 の 種 類
養  殖  方  法
経  営  体  数
数          量

漁
 
 
船

登  録  番  号
ト    ン    数
動 力 の 有 無
経  営  体  数
被    害    額
保 険 の 加 入

地
方
公
共

団
体
施
設

名

事 業 主 体 名
施    設    名
数          量
単          位
被    害    額
被  害  程  度

非
共
同

利
用
施
設

施    設    名
経 営 隣 体 数
数          量
単          位
被    害    額

被 害 程 度 ＝

共
同
利
用

施
設

事 業 主 体 名
施    設    名
数          量
単          位
被    害    額
被  害  程  度
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

１
２

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
即

報

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
確

定

水
産

林
務

部
長

へ
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
○

○
市

 
 
町

 
 
村

漁
 
 
 
港

 
 
 
名

被
 
害

 
箇

 
所

数
 
 
 
量

被
 
害

 
額

被
　

　
　
　

害
　

　
　

　
状

　
　

　
　

況

計

　
（

注
）

　
市

町
村

長
は

、
水

産
林

務
部

長
あ

て
（

漁
港

課
経

由
）

に
報

告
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
被

害
金

額
単

位
：

千
円

）

 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

漁
港

被
害

状
況

 
 
 
 
 
 
 
詳

報
 
  
 
 
報

告
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8-8  

様式第２号の１３ 

○○○災害による土木被害状況即報 
 
（県土整備事務所へ）                           ○○市 町 村 
（土木部長へ）                                   ○○県土整備務所 
 

被 害 報 告 表 
報告者        受理者 

第    号     調査率     ％ 

平成   年   月   日   時現在 

災 害 発 生 年 月            月    日 ～     月    日 災    害    名           

災 害 救 助 法 発 令 等           市町村名  発令月日     月   日 市町村名  発令月日     月   日 

市町村名    

連続雨量 ㎜ 日    時～   日    時 ㎜ 日    時～   日    時 ㎜ 日    時～   日    時 

日雨量 ㎜ 日    時～   日    時 ㎜ 日    時～   日    時 ㎜ 日    時～   日    時 

時間雨量 ㎜ 日    時～   日    時 ㎜ 日    時～   日    時 ㎜ 日    時～   日    時 

時間最大風速 ｍ/秒      日     時     分 ｍ/秒      日     時     分 ｍ/秒      日     時     分 

平均風速     日   時   分～   時   分     日   時   分～   時   分    日   時   分～   時   分 

工種 
県    工    事 市 町 村 工 事 計 

箇 所 金      額 箇 所 金      額 箇 所 金      額 

河川  千円  千円  千円 

海岸       

砂防設備       

地すべり    

防止施設 
      

急傾斜地崩 

壊防止施設 
      

道路       

橋梁       

港湾       

下水道       

計       

主な公共土木施設の被害 

 事業主体 区分 水 系 名 河川・海岸名 被     災     位     置 被 災 延 長 被 害 額 
被害内容 

(破堤、溢水等) 

河

川

・

海

岸

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
級 水系 

 
        郡          町 

        市          村  大字 

ｍ 千円 

 

 
級 水系 

 
        郡          町 

        市          村  大字 

ｍ  

 

 
級 水系 

 
        郡          町 

        市          村  大字 

ｍ  

 

 
級 水系 

 
        郡          町 

        市          村  大字 

ｍ  

 

道

路

 
 
 
 

 
 

 

事業主体 区   分 路 線 名 被     災     位     置 被 災 延 長 被 害 額  

 道 線 
        郡          町 

        市          村  大字 

ｍ 千円  

 

 道 線 
        郡          町 

        市          村  大字 

ｍ 
 

 

 

 道 線 
        郡          町 

        市          村  大字 

ｍ 
 

 

 

道

路

交

通

止

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

事業 

主体 
区分 路線名 地先名 

全面・一部の別 

及び被災状況 
延長 幅員 被害額 

応急の 

有無 

応急工事 

見込額 

バス路線 

有無 
交通量 

迂回路 

の有無 

交通止 

年月日 
解除年月日 

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

 道 線   ｍ ｍ 
千円  千円  台/    

一般被害(人的被害) (建物被害) 

区    分 場     所 原   因 区   分 主 な 場 所 
原    因 

(破堤、溢水、内水)

死 者 名   全 壊 戸   

行方不明者 名   半 壊 戸   

    流 失 戸   

    床 上 浸 水 戸   

    床 下 浸 水 戸   
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 8-8

様式第２号の１４

（県土整備事務所経由）

知　事　殿

  平成　　　　年　　　　月　　　　日  ※

　　市区町村長名 印

　建築基準法第１５条第２項の規定により、災害による建築物の滅失を

　報告します。

１．災害市区町村名

２．災　害　種　別 火災・風水害・震災・その他 ３．火災件数

４.被害区分

５.建築物の ８．

　　数(戸数) 建築物の

  7. 床面積の 建築物 床面積 建築物 損害見積

 用 合計 の  数 の合計 の  数 額

 途 ６. （戸数） 平方メ （戸数） （千円）

 別 　 構造別 ートル

住 戸 戸

戸 戸

居

戸 戸

木　　　造

そ　の　他

商　　　業 木　　　造

サービス業 そ　の　他

木　　　造

そ　の　他

木　　　造

そ　の　他

木　　　造

そ　の　他

計

 (注)  イ　※欄は記入しないこと。

　　　 ロ　２、４欄は該当文字を○印で囲むこと。

　　　 ハ　この書は災害種別ごとに作成のこと。

　　 　ニ　市の中、区のある市においては、区ごと、災害ごとに本書を作成すること。

床面積

の合計

○○○○災害による建築物被害状況即報

受付年月日番号

計
全焼・全壊・

戸

戸

平方メ

全　流　失

半焼・半壊・

半　流　失

建築物

の  数

床面積

の合計

ートル

平方メ

計

ートル

（戸数）

木　　　造

そ　の　他

公 務 文 教

そ  の  他

合      計

戸

鉱　工　業

8-8
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 8-8

様式第２号の１５

　 平成　　　年　　　月　　　日現在

箇所 箇所 金　　　　額 箇所 金　　　　額

千円 千円

　主な都市施設等の被害

種別 箇所名 被　害　額

千円

流 域 下 水 道 事 務 所

○○○県土整備事務所

○○○市 町 村

街　　路

金　　　　額

千円

都市公園

下水道

公営住宅

計

事業主体 被害状況

街
路

都
市
公
園

下
水
道

公
営
住
宅

○○○○災害による都市施設等被害状況即報

県　　　　　分 市　町　村　分 計
種　　別

復旧の対応状況

8-8
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8
-
8

様
式

第
２

号
の

１
６

 
 
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

現
在

被
災

市
 
町

（
単

位
：

千
円

）
年

月
日

村
 
名

補
 
 
 
修

面
積

(
㎡

)
金

 
 
額

Ｂ
面

積
(
㎡

)
金

 
 
額

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

教
育

施
設

関
係

被
害

状
況
即

報
 
 
 
 
 

災
害

名

設
置

者
名

学
 
校

 
名

施
　

　
　

　
設

　
　

　
　

区
　

　
　

　
分

建
　

　
　

　
　

　
　

　
物

全
 
・

 
半

 
壊

 
Ａ

建
 
 
物

 
 
計

 
 
Ｃ

工
作

物
Ｄ

設
 
 備

Ｄ

被
 
 
害

 
 
の

 
 
概

 
 
要

 
 
等

土
 
 
地

Ｅ

合
 
 
計

Ｃ
＋

Ｄ

+
Ｅ

+
Ｆ
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

１

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

数
数

む

（

（

）

月
区

備

（

（

日
分

）

）

考

）

月
当

　
日

日
累

　
計

月
当

　
日

日
累

　
計

死 者

応 援 を 除 く

赤 痢 患 者 発 生 者 数

前 年 同 期 赤 痢 患 者

報
告

約
 
束

 
番

 
号

1
2

○
 
○

 
政

 
令

 
市

防
疫

日
報

（
保

健
福

祉
部

長
へ

）

○
 
○

保
健

福
祉

環
境

事
務

所

応 援 を 除 く

保 健 所 職 員 雇 用 職 員 を 含

防 疫 活 動 従 事 者 数

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
衛

生
被

害
状

況
 
詳

報
確

定

真 性

疑 似

保 菌 者

死 者

防 疫 活 動 を し て い る 保 健 所
真 性

発 生 数

防 疫 活 動 を し て い る 市 町 村
疑 似

保 菌 者

そ 族 昆 虫 駆 除 を 行 っ た 戸 数

災 害 救 助 法 に よ る 飲 料 水 の

伝 染 病 予 防 法 に よ る 家 用 水

防 疫 活 動 従 事 者 数

本 庁 職 員 雇 用 職 員 を 含 む

清 潔 方 法 を 行 っ た 戸 数

消 毒 方 法 を 行 っ た 戸 数

集 団 避 難 所 数

集 団 避 難 所 の 収 容 人 員

供 給 を 受 け た 人 員

の 供 給 を 受 け た 人 員

検 疫 調 査 人 員

細 菌 調 査 実 施 人 員
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 8-8
様式第３号の２

報告

（商工事務所長へ） ○○ 市    町    村

（商 工 部 長 へ） ○○ 商 工 事 務 所

項目 　　被　災　総　額

被 災 被 災

区 分 事業所数 従業員数

業種

Ａ (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ｂ

商　業 Ｃ

Ｄ

計 (うち    ) (うち    ) (うち    )

Ａ

Ｂ

工　業 Ｃ

Ｄ

計 (うち    ) (うち    ) (うち    )

Ａ

Ｂ

その他 Ｃ

Ｄ

計 (うち    ) (うち    ) (うち    )

(うち    ) (うち    ) (うち    )

(注) １．商工業の被害のうち、中小企業の被害については、（　）で記入すること。

２．Ａ～Ｄの被害区分は、次の区分によること。

　　Ａ…事業用建物等の延面積の60％以上につき、破壊、埋没、流失したもの。

　　Ｂ…事業用建物等の延面積の30％以上60％未満につき、破壊、埋没、流失

　　　したもの。又は、事業用建物等の延面積の50％以上につき、浸水１ｍ以

　　　上のもの。

　　Ｃ…①事業用建物等の延面積の10％以上30％未満につき、破壊、埋没、流

　　　　　失したもの。

　　　　②事業用建物等の延面積の50％以上につき、浸水30㎝以上1ｍ未満の

　　　　　もの。

　　　　③事業用建物等の延面積の10％以上50％未満につき、浸水1ｍ以上の

　　　　　もの。

　　Ｄ…Ａ～Ｃに該当しない被害。

３．商業は、日本標準産業分類の卸売業、小売業

　　工業は、　　　〃　　　　の製造業

　　その他は、　　〃　　　　の鉱業、建設業、運輸・通信業、サービス業

○○○○災害による商工被害状況　

備　考

詳 報
確 定

合　　計

土　 地 建　 物 機械設備

商品・原材
料

仕 掛 品 等

被 害
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

３

災
害

の
種

類
調

査
年

月
日

 
　

　
年

　
 
　

月
　

 
　

日
　

 
　

時
現

在

1
0

ｱ
ｰ
ﾙ

当
り

被
害

面
 
 
積

収
量

収
量

被
害

減
収

被
害

減
収

被
害

減
収

被
害

減
収

量
被

害
減

収
被

害
減
収

被
害

減
収

量
量

減
収

金
 
 
額

主
な

被
害

面
積

量
面

積
量

面
積

量
面

積
量

小
計

面
積

量
面

積
量

面
積

量
小

計
率

地
域

名
等

h
a

㎏
t

h
a

t
h
a

t
h
a

t
h
a

t
t

h
a

t
h
a

t
h
a

t
t

t
％

千
円

 
注

１
．

作
物

名
は

「
早

期
水

稲
」

　
「

普
通

水
稲

」
と

記
入

の
こ

と
。

 
注

２
．

総
栽

培
面

積
の

農
林

事
務

所
合

計
は

、
被

害
の

な
い

市
町

村
の

栽
培

面
積

も
加

え
た

も
の

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
日

間
５

日
間

減
収

市
町

村
名

農
林

事
務

所
名

流
 
 失

 
 
埋

 
 
没

合
 
 
計

基
準

２
日

間
被

 
 
害

備
 
 
 
考

植
替
可

能
植

 
替

不
可

能
減

収
減

収
３

日
間

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
水

稲
被

害
状

況
 

詳
 
報

確
 
定

報
告
(
そ

の
1
)
初

期
の

被
害

土
砂

流
入

冠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水

作
物

名
市

町
村

名
総

栽
培
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

４

災
害

の
種

類
調

査
年

月
日

 
　

　
年

　
 
　

月
　

 
　

日
　

 
　

時
現

在

1
0

ｱ
ｰ
ﾙ

浸
水

当
り

被
害

被
害

減
収

被
害

被
害

減
収

被
害

被
害

減
収

被
害

被
害

減
収

被
害

被
害

減
収

被
害

被
害

減
収

被
害

被
 
 
害

面
 
 
積

収
量

収
量

面
積

面
積

量
率

面
積

量
率

面
積

量
率

面
積

量
率

面
積

量
率

面
積

量
率

金
 
 
額

主
な

被
害

1
2

2
÷

1
2

2
÷

1
2

2
÷

1
2

2
÷

1
2

2
÷

1
3

3
÷

1
地

域
名

等
h
a

㎏
t

h
a

h
a

t
％

h
a

t
％

h
a

t
％

h
a

t
％

h
a

t
％

h
a

t
％

千
円

 
注

１
．

作
物

名
は

「
早

期
水

稲
」

　
「

普
通

水
稲

」
と

記
入

の
こ

と
。

 
注

２
．

被
害

の
態

様
が

、
「

土
砂

流
入

」
及

び
「

流
失

埋
没

」
の

場
合

は
、

空
欄

に
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

 
注

３
．

被
害

の
態

様
が

、
複

合
し

て
い

る
場

合
は

、
被

害
が

大
き

い
方

の
態

様
の

中
に

記
入

す
る

こ
と

。
 
注

４
．

総
栽

培
面

積
の

農
林

事
務

所
合

計
は

、
被

害
の

な
い

市
町

村
の

栽
培

面
積

も
加

え
た

も
の

を
記

入
す

る
こ

と
。

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
水

稲
被

害
状

況
 

詳
 
報

確
 
定

報
告

(
そ

の
２

)
中

後
期

の
被

害

作
物

名
市

町
村

名
総

栽
培

基
準

冠
　

　
水

倒
　

　
伏

市
町

村
名

農
林

事
務

所
名

塩
　

　
害

葉
・

籾
の

損
傷

備
 
 
 
考

合
　

　
　

 
 
計
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

５

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
水

稲
被

害
状

況
 

報
告

(
そ

の
３

)
干

害

市
 
町

 
村

 
名

調
査

年
月

日
年

月
日

時
現

在
農

林
事

業
所

名

h
a

t
t

h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％

h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

％
h
a

h
a

％
t

％

注
１

．
総

栽
培

面
積

の
農

林
事

務
所

合
計

は
、

被
害

の
な

い
市

町
村

の
栽

培
面

積
も

加
え

た
も

の
を

記
入

す
る

こ
と

。

１
０

ａ

面
積

率
面

積
面

積
率

率

被
害

被
害

市
町

村
名

市
町

村
名

総
栽

培

面
　

積 ２
５

日
間

未
満

持
続

乾
田

状
態

白
乾

状
態

被
害

被
害

被
害

被
害

被
害

当
た

り

収
　

穫

基
準

収
量

５
日

間
未

満
持

続

乾
田

状
態

白
乾

状
態

被
害

被
害

被
害

被
害

面
積

率

乾
田

状
態

白
乾

状
態

被
害

被
害

被
害

被
害

面
積

率
面

積
率

面
積

１
５

日
間

以
上

持
続

乾
田

状
態

白
乾

状
態

被
害

被
害

率

２
０

日
間

以
上

持
続

乾
田

状
態

白
乾

状
態

被
害

被
害

被
害

被
害

面
積

率

面
積

率
面

積
率

被
害

面
　

積
被

害
率

乾
田

状
態

白
乾

状
態

被
害

被
害

被
害

被
害

白
乾

状
態

３
０

日
間

未
満

持
続

率

乾
田

状
態

面
積

面
積

率
面

積
率

枯
　

死

千
円

被
害

金
額

備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
 
主

 
な

 
被

 
害

 
地

 
域

 
名

 
等

 
)

５
日

間
以

上
持

続

 
 
 
 
 
 
2

被
　

　
害

減
 
収

 
率

 
 
 
 
 
2
÷

1
 
 
 
 

１
０

日
間

以
上

持
続

詳
 
報

確
 
定

合
　

　
　

計

被
　

　
害

減
 
収

 
量

率
面

積

被
害

被
害

塩
　

　
　

害

面
　

積
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-
8

様
式

第
３

号
の

６

報
告
（

水
稲

を
除

く
）

災
害

の
種

類
調

査
年

月
日

 
　

年
　

　
月

　
 
日

　
　

時
現

在

総
栽

培
単

 
価

被
 
害

平
年

10
基

準
既

収
穫

基
準

被
害

被
害

損
害

状
況

(
㎏

当
金

 
額

a
当

た
収

集
量

収
集

量
残

量
面

積
率

減
収

率

面
　

積
未

満
7
0
%
以

上
た

り
)

(
3
×

4
)
り

収
量

(
1
×

6
)

(
7
-
8
)

(
2
÷

1
)
(
3
÷

7
)

主
な

被
害

地
域

名

1
2
未

満
7
0
%
以

上
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

h
a

h
a

h
a

h
a

h
a

t
t

t
t

円
千

円
㎏

㎏
㎏

㎏
％

％

 
注

１
．

被
害

面
積

の
数

値
は

、
原

則
と

し
て

小
数

点
以

下
第

１
位

ま
で

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

第
２

位
は

四
捨

五
入

す
る

。
）

 
注

２
．

花
き

に
お

け
る

減
収

量
等

の
単

位
は

千
本

（
千

鉢
）

、
単

価
は

１
本

（
１

鉢
）

と
す

る
。

 
注

３
．

総
栽

培
面

積
の

農
林

事
務

所
合

計
は

、
被

害
の

な
い

市
町

村
の

栽
培

面
積

も
加

え
た

も
の

を
記

入
す

る
こ

と
。

農
作

物
名

市
町

村
名

3
0
%
3
0
～

7
0
%

被
 
 
害

 
 
面

 
 
積 計

計

詳
 
報

確
 
定

農
林

事
務

所
名

市
町

村
名

被
害

面
積

被
害

面
積

ご
と

減
収

量

7
0
%

3
0
%
3
0
～

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
農

作
物

被
害

状
況
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

７

報
告

災
害

の
種

類
調

査
年

月
日

 
　

　
年

　
 
　

月
　

 
　

日
　

 
　

時
現

在
農

林
事

務
所

名

施
設

の
市

町
村

種
　

類
名

件
棟

被
 
害

件
棟

被
 
害

件
棟

被
 
害

件
棟

被
 
害

件
棟

被
 
害

件
棟

被
 
害

(
被

害
地

数
数

金
 
額

数
数

金
 
額

数
数

金
 
額

数
数

金
 
額

数
数

金
 
額

数
数

金
 
額

 
 
域

名
)

件
棟

㎡
千

円
件

棟
㎡

千
円

件
棟

㎡
千

円
件

棟
㎡

千
円

件
棟

㎡
千

円
件

棟
㎡

千
円

 
注

１
．

 
 
「

全
壊

」
…

全
く

使
用

に
耐

え
な

い
も

の
、

「
大

破
」

…
被

害
程

度
が

7
0
％

以
上

、
「

中
破

」
…

被
害

程
度

が
3
0
％
以

上
7
0
％

未
満

、
「

小
破

」
…

被
害

程
度

　
 
が

3
0
％

未
満

、
「

ビ
ニ

ー
ル

破
損

」
…

ビ
ニ

ー
ル

が
破

れ
使

用
で

き
な

い
も

の
を

い
う

。

 
注

２
．

　
報

告
数

値
の

中
に

個
人

所
有

以
外

の
も

の
が

あ
る

場
合

は
、

農
業

共
同

組
合

及
同

連
合

会
所

有
の

も
の

に
つ

い
て

は
（

　
）

書
き

で
、

ま
た

、
そ

れ
以

外
の

共

 
同

利
用

施
設

の
も

の
に

つ
い

て
は

〔
　

〕
書

き
で

内
数

と
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

ビ
ニ

ー
ル

破
損

市
町

村
名

合
 
 
 
 
 
 
計

作
物

名

全
 
 
 
 
 
 
 
 
壊

大
 
 
 
 
 
 
 
 
破

中
 
 
 
 
 
 
 
 
破

詳
 
報

確
 
定

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
農

業
関

係
施

設
被

害
状

況
 

備
 
 
考

面
積

面
積

面
積

面
積

面
積

面
積

小
 
 
 
 
 
 
 
破

8-8

213

8-8



 8
-
8

様
式

第
３

号
の

８

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
樹

体
被

害
状

況
 

報
告

市
町

村
名

災
害

の
種

類
調

査
年

月
日

 
　

　
年

　
 
　

月
　

 
　

日
　
 
　

時
現

在
農

林
事

務
所

名

樹
種

名
市

町
村

名
面

積
 
 
 
h
a

被
害

額
 
 
千

円
面

積
 
 
 
h
a

被
害

額
 
 
千

円
面

積
 
 
 
h
a

被
害

額
 
 
千

円
面

積
 
 
 
h
a

被
害

額
 
 
千

円

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

成
　

　
　

園

未
 
 
成

 
 
園

 
注

．
被

害
の

種
類

は
、

樹
体

の
損

傷
の

程
度

、
落

葉
の

程
度

を
基

準
と

す
る

。

　
　

 
甚

：
樹

体
が

流
失

、
埋

没
も

し
く

は
枯

死
し

た
も

の
、

幹
が

折
損

も
し

く
は

は
な

は
だ

裂
け

た
も

の
、

7
0
％

以
上

の
主

枝
が

裂
け

も
し

く
は

折
れ

る
等

の
損

傷
を

受
け

た

 
　

　
 
　

も
の

、
又

は
こ

れ
以

外
の

損
傷

を
受

け
、

更
新

も
し

く
は

改
値

を
要

す
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

。

　
　

 
中

：
3
0
％

以
上

7
0
％

未
満

の
主

枝
が

裂
け

、
又

は
折

れ
、

結
果

枝
等

の
損

傷
が

大
き

い
か

、
こ

れ
に

準
ず

る
も

の
。

計

被
 
 
 
 
害

 
 
 
 
程

 
 
 
 
度

 
 
 
 
別

 
 
 
 
面

 
 
 
 
積

 
 
 
 
及

 
 
 
 
び
 
 
 
 
被

 
 
 
 
害

 
 
 
 
額

被
害

損
傷

状
況

被
害

地
域

名

詳
報

確
定

成
園

・
未

成
園

の
別

甚
中

軽
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

９

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
畜

産
関

係
被

害
状

況
 

報
告
（

そ
の

１
）

災
害

の
種

類
 
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

調
査

年
月

日
 
　

　
年

　
 
　

月
　

 
　

日

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

円
千

円
円

千
円

円
千

円
円

千
円

円
千

円
円

千
円

円
千

円
円

千
円

円
千

円
円

千
円

農
林

事
務

所
計

家
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

畜
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

等

計
馬

採
卵

鶏

計
成

豚
(
生
後

1
0
0
日

以
上

)
子

豚
(
生

後
1
0
0
日

未
満

)

肉
　

　
　

　
　

用
　

　
　

　
　

牛

農
林

事
務

所
名

市
町

村
名

詳
 
報

確
 
定

市
町

村
名

成
牛

(
生

後
１

年
以

上
)

子
牛

(
生

後
１

年
未

満
)

計
成

牛
(
生

後
１

年
以

上
)

乳
　

　
　

　
　

用
　

　
　

　
　

牛

子
牛

(
生

後
１

年
未

満
)

8-8
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

１
０

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
畜

産
関

係
被

害
状

況
 

報
告

（
そ

の
２

）

災
害

の
種

類
 
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

調
査

年
月

日
 
　

　
年

　
 
　

月
　

 
　

日

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

被
害

数
量

単
価

被
害

額
被

害
数

量
単

価
被

害
額

円
千

円
円

千
円

円
千

円
円

千
円

円
千

円
円

千
円

円
千

円
円

千
円

農
林

事
務

所
計

詳
 報

確
 定

市
町

村
名

成
鶏

(
孵

化
後

5
ヶ

月
以

上
)

雛
(
孵

化
後

5
ヶ

月
未

満
)

計

採
　

　
　

　
　

卵
　

　
　

　
　

鶏
合

 
 
 
 
 
計

備
 
 
 
 
 
 
考

農
林

事
務

所
名

市
町

村
名

家
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

畜
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

等

プ
ロ

イ
ラ

ー
そ

 
の

 
他
 
(
 
 
 
)

そ
 
の

 
他

 
(
 
 
 
)

め
 
 
ん

 
 
羊

8-8
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

１
１

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
畜

産
関

係
被

害
状

況
 

報
告

(そ
の

３
)

市
 
町

 
村

 
名

被
害

の
種

類
 
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

調
査

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
 
 
 
 
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
日

農
林

事
務

所
名

市
町

村
名

総
栽

培
被

 
 
害

単
価

被
 
害

 
額

平
年

1
0
a

基
準

収
穫

量
被

害
面

積
率

被
害

率
総

栽
培

被
 
 
害

単
価

被
 
害
 
額

平
年

1
0
a

基
準

収
穫

量
被

害
面

積
率

被
害

率

面
 
 
積

う
ち

3
0
％

減
収

量
⑤

(
③

+
④

)
当

り
収

量
⑦

(
①

×
⑥

)⑧
(
②

÷
①

)⑨
(
③

÷
⑦

)
面

 
 
積

減
収

量
⑤

(
③

+
④

)
当

り
収

量
⑦

(
①

×
⑥

)
⑧

(
②

÷
①

)
⑨

(
③

÷
⑦

)

①
 
h
a

未
 
満

③
ト

ン
④

円
千

円
⑥

 
 
 
 
㎏

ト
ン

％
％

①
 
h
a

③
ト

ン
④

円
千
円

⑥
 
 
 
 
㎏

ト
ン

％
％

農
林

事
務

所

計

市
町

村
名

総
栽

培
被

 
 
害

単
価

被
 
害

 
額

平
年

1
0
a

基
準

収
穫

量
被

害
面

積
率

被
害

率
総

栽
培

被
 
 
害

単
価

被
 
害
 
額

平
年

1
0
a

基
準

収
穫

量
被

害
面

積
率

被
害

率
総

栽
培

被
害

被
害

面
 
 
積

う
ち

3
0
％

減
収

量
⑤

(
③

+
④

)
当

り
収

量
⑦

(
①

×
⑥

)⑧
(
②

÷
①

)⑨
(
③

÷
⑦

)
面

 
 
積

減
収

量
⑤

(
③

+
④

)
当

り
収

量
⑦

(
①

×
⑥

)
⑧

(
②

÷
①

)
⑨

(
③

÷
⑦

)
面

積
面

積
金

額

①
 
h
a

未
 
満

③
ト

ン
④

円
千

円
⑥

 
 
 
 
㎏

ト
ン

％
％

①
 
h
a

③
ト

ン
④

円
千
円

⑥
 
 
 
 
㎏

ト
ン

％
％

h
a

h
a

千
円

農
林

事
務

所

計

と
　

　
　

　
う

　
　

　
　

も
　

　
　

　
ろ

　
　

　
　

こ
　

　
　

　
し

計
② 被
害

面
積

被
害

面
積

計
②

計
②

(
3
0
％

未
満

)

詳
 
報

確
 
定

計
②

(
3
0
％

未
満

)

飼
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

用
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
作

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

物

牧
　

　
　

　
草

　
　

（
イ

タ
リ

ア
ン

ラ
イ

グ
ラ

ス
）

被
害

面
積

被
害

面
積

合
 
 
 
 
 
 
計

そ
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
他

ソ
　

　
　

　
　

　
ル

　
　

　
　

　
　

ガ
　

　
　

　
　

　
ム

飼
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

用
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
作

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

物
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

１
２

報
告
（

そ
の

４
）

災
害

の
種

類
（

　
　

　
　

　
）

調
査

年
月

日
 
　

　
年

　
　

月
　

 
 
日

　
 
　

市
町

村
名

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円

農
林

事
務

所
計

（
注

）
　

「
全

壊
」

と
は

全
く

使
用

に
耐

え
な

い
か

、
流

失
又

は
埋

没
し

た
も

の
、

「
大

破
」

と
は

、
被

害
程

度
が

7
0
％

以
上

、
「

中
級

」
と

は
、

被
害

程
度

が
3
0
％

以
上

7
0
％

未
満

、
「

小
破

」
と

は
、

被
害

程
度

が
3
0
％

　
　

 
 
未

満
の

も
の

を
い

う
。

合
 
 
計

そ
の

他
牧

 
 
道

小
 
 
 
 
破

計
全

 
 
 
 
壊

鶏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
舎

大
 
 
 
 
破

全
 
 
 
 
壊

牧
 
 
柵

小
 
 
 
 
破

中
 
 
 
 
破

牧
 
 
野

農
林

事
務

所
名

大
 
 
 
 
破

詳
 
報

確
 
定

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
畜

産
関

係
被

害
状

況
 

市
町

村
名

中
 
 
 
 
破

計

畜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
舎
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 8
-
8

様
式

第
３

号
の

１
３

報
告

市
 
町

 
村

 
名

被
害

の
種

類
 

調
査

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
 
 
 
 
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
日

現
在

農
林

事
務

所
名

市
町

村
名

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

(
m
)
被

害
額

箇
所

被
害

額
箇

所
被

害
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

合
 
 
計

農
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設

た
 
 
め

 
 
池

頭
 
 
首

 
 
工

水
 
 
 
 
 
 
路

道
 
 
 
 
 
 
路

橋
 
 
 
 
 
 
梁

農
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地

詳
 報

確
 定

農
地

保
全

施
設

計
揚

 
 
水

 
 
機

堤
 
 
 
 
 
 
防

田
 
(
畦

畔
)

畑
 
(
畦

畔
)

計

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
農

地
農

業
用

施
設

被
害

状
況
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-
8

様
式

第
３

号
の

１
４

報
 
告

災
害

の
種

類
調

査
年

月
日

 
　

　
年

　
　

月
　

 
 
日

　
現

在
 
　

種 類
被

害
施

設
名

名
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

件
数

被
害

額
件

数
被

害
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

注
：

「
種

類
名

」
、

「
被

害
施

設
名

」
及

び
「

全
壊

」
等

の
区

分
欄

は
、

第
３

号
の

７
と

同
じ

。

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
農

業
関

係
非

共
同

利
用

施
設

及
び

地
方

公
共

団
体

施
設

被
害

状
況

詳
 
報

確
 
定

合
　

　
計

農
林

事
務

所
名

市
町

村
名

非
 
 
 
 
共

 
 
 
 
同

 
 
 
 
利

 
 
 
 
用

 
 
 
 
施

 
 
 
 
設

地
 
 
 
 
方

  
 
 
公

 
 
 
 
共

 
 
 
 
団

 
 
 
 
体

　
　

施
　

　
設

全
 
 
壊

大
 
 
壊

中
 
 
壊

小
 
 
壊

計
全

 
 
壊

大
 
 
壊

中
 
 
壊

小
 
 
壊

計
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様
式

第
３

号
の

１
５

報
告

災
害

の
種

類
調

査
年

月
日

 
　

　
年

　
　

月
　

 
 
日

現
在

　
 
　

農
林

事
務

所
名

市
 
町

 
村

 
名

数
量

単
位

単
価

(
円

)
被

害
額

数
量

単
位

単
価

(
円

)
被

害
額

数
量

単
位

単
価

(
円

)
被

害
額

数
量

単
位

単
価

(
円

)
被

害
額

数
量

単
位

単
価

(
円

)
被

害
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

詳
 
報

確
 
定

○
○

○
○

災
害

に
よ

る
農

業
共

同
組

合
及

び
農

業
共

同
連

合
会

の
在

庫
品

被
害

状
況

 
種

 類
 
種

 
類

生
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
材

そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他

 
種

 
類

 
種

 
類

 
種

 
類
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-
8

様
式

第
３

号
の

１
６

 
 
 
 
○

○
○

○
災

害
に

よ
る

土
木

被
害

状
況

 
報

告

（
県

土
整

備
事

務
所

長
へ

）
 
 
 
 
 
 
○

○
 
市

 
 
町

 
 
村

（
土

 
木

 
部

 
長

 
へ

）
 
 
 
 
 
 
○

○
県

土
整

備
事

務
所

長

年
 
間

 
の

 
合

 
計

河
 
 
 
川

県
海

 
 
 
岸

砂
 
 
 
防

工
道

 
 
 
路

橋
 
 
 
梁

事
港

 
 
 
湾

計

市
河

 
 
 
川

町
海

 
 
 
岸

村
道

 
 
 
路

工
橋

 
 
 
梁

事
計

(
金

額
の

単
位

 
 
 
千

円
)

至
 
 
 
月

 
 
 
日

自
 
 
 
月

 
 
 
日

前
 
 
回

 
 
ま

 
 
で

 
 
の

 
 
報

 
 
告

 
 
分

今
 
回

 
の

 
報

 
告

 
分

自
 
 
 
月

 
 
 
日

の
災

害
至

 
 
 
月

 
 
 
日

合
 
 
 
 
 
計

至
 
 
 
月

 
 
 
日

自
 
 
 
月

 
 
 
日

の
災

害

詳
 
報

確
 
定

の
災

害
至

 
 
 
月

 
 
 
日

区
 
 
 
分

自
 
 
 
月

 
 
 
日

の
災

害
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様
式

第
４

号

○
○

○
部

(
第

 
 
 
 
 
 
報

)
 
 
 
 
 
 
月

 
 
 
 
 
 
日

総
務

部
企

画
振

興
部

保
健

福
祉

部
環

境
部

生
活

労
働

部
商

工
部

農
政

部
水

産
林

務
部

土
木

部
建

築
都

市
部

企
業

局
教

育
庁

警
察

本
部

農
産

被
害

林
産

被
害

畜
産

被
害

水
産

被
害

商
工

被
害

林
 
 
 
 
地

県
 
営

 
林

そ
 
の

 
他

計

公
共

土
木

施
設

そ
の

他
の

公
共

施
設

小
 
 
 
 
 
 
計

被
 
 
害

 
 
総

 
 
額

そ
の

他

○
 
○

 
○

 
○

 
災

 
害

 
に

 
よ

 
る

 
被

 
害

 
額
 
報

 
告

区
 
 
 
 
 
分

公
共

文
教

施
設

農
林

水
産

業
施

設

被
　

　
　

　
　

　
害

　
　

　
　

　
　

総
　

　
　

　
　

　
額

　
　

　
　

　
　

（
千

円
）
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９－１ 自衛隊災害派遣要請依頼書 

                                  文書番号 

                                   年  月  日 

   

     福 岡 県 知 事     殿 

   

                           福智町長          印 

 

 

自衛隊の災害派遣について（要請） 

   

   自衛隊法第８３条に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣方お願いいたします。 

   

 

記 

   

  １ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

   (1) 災害の状況 

   

   

   (2) 派遣を要請する事由 

   

   

 

  ２ 派遣を希望する期間 

      年  月  日（  時  分）から災害応急対策の実施が終了するまでの間 

   

 

  ３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

   (1) 活動希望区域 

   

   

   (2) 活動内容 

   

   

 

  ４ その他参考となるべき事項 
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９－２ 自衛隊災害派遣撤収依頼書 

                                  文書番号 

                                   年  月  日 

   

       殿 

   

                            福智町長         印 

   

 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について 

   

       年  月  日付第     号により自衛隊の災害派遣を要請しましたが、災害

応急対策作業が一応完了しましたので、下記のとおり撤収方お願いいたします。 

   

記 

   

 １ 撤収要請日時        年  月  日  時  分 

  

   

 ２ 派遣された部隊 

 

 

 ３ 派遣人員及び従事作業の内容 

 

 

 ４ その他参考事項 
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１０－１ 避難者カード 

 

 

              避難者カード       №      

 

 
避難所名  担当職員名  

 

 

 
住所： 地区名  

 

 
氏 名 続柄 性別 年令 入所日 その他 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

離散家族 

 
氏 名 続柄 性別 年令 入所日 その他 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

（注）世帯ごとに作成 



 

 

 

228 

10-
2 

１０－２ 避難者名簿 

 

 

災害名  避難所名  作成者 

班 

№   
氏名 

 

番号 避難期間 氏 名 性別 年齢 
世帯主 
との続柄 

現住所 
離散家族氏名 

(続柄) 
事後消息 備 考 

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

 
  月  日 

～  月 日 
        

（注１）「離散家族氏名(続柄)」欄には、避難によって生き別れとなった者の氏名を記入すること。 
（注２）「事後消息」欄には、避難所出所後の行先を記入すること。 
（注３）「備考」欄には、住民以外の者の所用（業務、旅行ほか）等を記入すること。
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１０－３ 避難所運営記録 

 

 

避 難 所 運 営 記 録 

 

年  月  日  時  分現在 受信日時 月  日  時  分 

発信機関 避難所   

受信機関    

避 難 者 数 

男 女 計 備   考 

人 人 人  

（運営状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問題点・要望等） 
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１０－４ 物品の受払簿（避難所用） 

 

避難所 

受取日 

払出 
品 名 受入数 払出数 現在数 扱 者 

備  考 

（払出先等） 
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１０－５ 避難所設置及び収容状況 

避難所設置及び収容状況 

          №      

避難所の名称 種別 開設期間 実人員 延人員 
物品使用状況 

実支出額 備考 
品名 単価 数量 

  月 日～ 月 日 人 人  円  円  

          

          

          

          

          

          

          

          

小 計 

合 計 

既存建物 箇  所        

屋外仮設 箇  所        

天  幕 箇  所 人 人    円  

（注） １ 「種別」欄は、既存建物、野外仮設、天幕の別に記入すること。 

２ 物品の使用状況は、開設期間中に使用した品名、単価、数量を記入すること。 

３ 
他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考」欄に記入すること。 

（ただし、該当者が多く記入不可能の場合は、その「避難者名簿」の写しを添付し、その旨を「備考欄」に記すこと。) 

４ 「小計・合計」欄は、該当しないものを二重線でけすこと。 
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１１－１ 行方不明者名簿 

行 方 不 明 者 名 簿  

               №      

整

理

番

号 

届 

出 

月 

日 

行 方 不 明 者 届   出   者 備  考 

住   所 氏   名 年齢 性別 
身長 

(㎝) 

体重 

(㎏) 

着衣その他

の特徴 
住    所 氏   名 

行方不明者 

との関係 
 

 
月 

日 
           

 
月 

日 
           

 
月 

日 
           

 
月 

日 
           

 
月 

日 
           

 
月 

日 
           

 
月 

日 
           

 
月 

日 
           

 
月 

日 
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１１－２ 医療救護所開設状況報告  

 

 
 

年  月  日  時  分現在 受信日時 月  日  時  分 

発信機関 部   

受信機関 部   

場  所  

従事者数 
軽 症 中毒症 重 傷 計 

左のうち 

医 師 看護婦 その他 計 要搬送者 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 

状

況

 

 

執

っ

て

い

る

措

置

 

 

処

理

状

況
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１２－１ 緊急通行車両事前届出 

 

令和  年  月  日 

  福岡県公安委員会 殿 

緊急通行車両確認申出書 

申出者  住 所 

                          氏 名 

番号標に表示されてい

る番号 
  

車両の用途（緊急輸送

を行う車両にあって

は、輸送人員又は品

名) 

  

活 動 地 域   

車両の 

使用者 

住所 

(  )     局   番   

氏名又は 

名称 
  

緊 急 

連絡先 

住所 

  

  

(  )    局   番 

氏名   

備 考   

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
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（大規模地震対策特別措置法に基づくもの。） 

 

  年  月  日 

  知事・公安委員会 殿 

緊急輸送車両確認申出書 

申出者  住 所 

                          氏 名 

番号標に表示されてい

る番号 
  

輸送人員又は品名   

活 動 地 域   

車両の 

使用者 

住所 

(  )     局   番   

氏名又は 

名称 
  

緊 急 

連絡先 

住所 

  

  

(  )    局   番 

氏名   

備 考   

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
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１２－２ 緊急車両以外の車両通行止め標示 

 

備考 １ 色彩は、文字、緑線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。 

   ２ 緑線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。 

   ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

   ４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の

２倍まで拡大し、又は図示の寸法の２分の１まで縮小することができる。
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１２－３ 緊急通行車両通行標章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効

期限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び

日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 

   ２ 記号の部分に、表面の画線が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

   ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
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１２－４ 緊急通行車両確認証明書 

 

 

第   号 

 

年  月  日 

 

緊急通行車両確認証明書 

知   事       ○印  

 

公安委員会       ○印  

 

番号票に表示され

ている番号 
 

車両の用途（緊急

輸送を行う車両に

あっては、輸送人

員又は品名） 

 

活動地域  

車両の

使用者 

住 所 
 

（   ）   局    番 

氏名又は

名称 
 

備  考  

備考 用紙は日本工業規格Ａ４とする。 
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１２－５ 物品の受払簿（物資集配拠点用） 

 

集配拠点 

品  名 単位呼称 

受取日 
払出日 

納入元 受入数 払出数 現在数 払出先等 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



13-1 

241 

１３－１ 遺体処理票 

遺 体 処 理 票 

[ 福智町 ] 

災 害 遺 体 番 号 第          号 

死

亡

者 

氏 名  

住 所  

遺 骨 処 理 番 号 第          号 

焼 骨 日 時 場 所  

引

取

人 

氏 名  

住 所  

死亡者との関係  

引 取 年 月 日        年    月    日 

遺

留

品 

処 理 番 号 第          号 

保 管 所  

備 考 

納 骨 場 所  
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１３－２ 遺留品処理票 

遺 留 品 処 理 票 

[ 福智町 ] 

災 害 遺 体 番 号 第          号 

死

亡

者 

氏 名  

住 所  

主 な 遺 留 品  

引

取

人 

氏 名  

住 所  

死亡者との関係  

引 取 年 月 日        年    月    日 

遺

留

品 

処 理 番 号 第          号 

保 管 所  

備 考 

遺留品保管場所  
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１４－１ 罹災証明書 

 
     （整理番号） 

罹 災 証 明 書 
             

世帯主住所  

世帯主氏名  

世帯構成員 

氏 名 続 柄 年 齢 

   

   

   

   

   
             

罹災原因    年   月   日の            による 

             

被災住家※の 

所在地 
 

住家※の被害の 

程度 

 

□全壊 □大規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至らない 

                            （一部損壊） 

罹災状況  

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用し

ている建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家） 

住家以外の被害  

 上記のとおり、相違ないことを証明します。 

 

      年  月  日 

福智町長          ㊞ 
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１４－２ 義援金品受領書 

 

 

 

 

義 援 金 品 受 領 書 

 

 

No.      

 

 

 

金 額  ￥                   

 

 

品  名 数 量 備  考 

   

   

   

   

   

 

 

 

以上のとおり受領致しました。 

ご好意に厚く御礼申し上げます。 

 

年   月   日 

 

 

                   様  

 

 

 

福智町災害対策本部長 

福智町長          印 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福智町地域防災計画 

 

－本 編－ 

 

（令和 8年 4月） 
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